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１ 短期入所療養介護  
 

(1) 短期入所療養介護とは〔介護保険法第８条第４項〕 
   居宅要介護者（その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。）について、介護老

人保健施設、介護医療院その他厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、

医学的管理下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことをいう。 
 

(2) 指定居宅サービスの基準〔介護保険法第７３条第１項〕 
     事業者は、指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等

に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに、自ら質の評価を行うことその他の措置を講ず

ることにより常にサービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。 

 

(3)－１ 基本方針〔第１４１条〕 
   要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その

他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体

的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

 

(3)－２ ユニット型の基本方針〔第１５５条の３〕 

    ユニット型指定短期入所療養介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅

における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下における

介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて利

用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の

機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 
 

(4) 人員に関する基準〔第１４２条／１の（１）〕 

１ 各指定短期入所療養介護事業者ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者の員数 
① 介護老人保健福祉施設の場合 

    当該事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員（看護師及び准看護師をいう。）、介護職員、支援

相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者（当該指定短期入所療

養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、短期入所療養介

護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合にあっては、当該事業所における指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期入所療養介

護の利用者。以下同じ。）を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する

介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 

② 健康保険法等の一部を改正する法律（平成 18年法率第 83号）附則第 130条の２第１項の規定に

よりなおその効力を有するものとされた同法第 26条の規定による改正前の法（以下「平成 18年旧

介護保険法」という。）である指定介護療養型医療施設の場合 

    当該事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法

士の員数は、それぞれ利用者を当該指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における平

成 18 年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる数が確保されるため

に必要な数以上とする。 

以下〔〕内は「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11.3.31厚令 37）」第 10章及び「指定居宅サービ

ス等及び指定介護予防サービス等に関する基準についての第３介護サービスのうちの９短期入所療養介護」の条番号 
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③ 医療法第７条第２項第４号に規定される療養病床を有する病院又は診療所の場合 

    当該事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員（同法に規定する看護補助者をいう。）、

栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数はそれぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又

は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 

④ 診療所（指定介護療養型医療施設に該当するものを除く。）の場合 

    当該指定短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常

勤換算方法で、利用者及び入院患者の数が３又はその端数を増すごとに１以上であること、かつ、

夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を１人以上

配置していること。 

  ⑤ 介護医療院の場合 

   当該事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養

士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における法に規定する介

護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 

２ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、

指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第 187条第１項に規定する人員

に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 
 

(5)－１ 設備に関する基準〔第１４３条〕 

１ 設備に関する基準 

１ 事業所の整備に関する基準は次のとおり 

① 介護老人保健施設の場合 

     法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び整備（ユニット型介護老人保健施

設）を有することとする。 

 ② 健康保険法等の一部を改正する法律（平成 18年法率第 83号）附則第 130条の２第１項の規定

によりなおその効力を有するものとされた同法第 26条の規定による改正前の法（以下「平成 18

年旧介護保険法」という。）である指定介護療養型医療施設の場合 

     平成 18 年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備を有する

こととする。 

③ 医療法第７条第２項第４号に規定される療養病床を有する病院又は診療所（指定介護療養型医

療施設に該当するものを除く。）の場合 

     医療法に規定する療養病床を有する病院または診療所として必要とされる設備を有すること

とする。 

   ④ 診療所（指定介護療養型医療施設に該当するものを除く。）の場合 

    イ 病室の床面積は、利用者１人につき 6.4平方メートル以上とすること。 

    ロ 食堂及び浴室を有すること。 

    ハ 機能訓練を行うための場所を有すること。 

   ⑤ 介護医療院の場合 

     法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備を有することとする。 

 

２ 病院又は診療所の場合 

   前項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。 
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(5)－２ ユニット型の設備に関する基準〔第１５５条の４〕 

１ ユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業所」という。）の設

備に関する基準は、次のとおりとする。 

◎ 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院

として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院に関するものに限る。）を有することと

する。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者（指定

介護予防サービス等基準第 205 条第１項に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業

者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定

介護予防短期入所療養介護の事業（指定介護予防サービス等基準第 203条に規定する指定介護予防短

期入所療養介護の事業をいう。以下同じ。）とが同一の事業所において一体的に運営されている場合

については、指定介護予防サービス等基準第 205条第１項に規定する設備に関する基準を満たすこと

をもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

(6) 運営に関する基準 

１ 内容及び手続の説明及び同意〔第１２５条〕 

   事業者は指定短期入所療養介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、

第 153条に規定する運営規程の概要、短期入所療養介護事業者の勤務の体制その他の利用申込者のサ

ービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及

び利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない。なお、当該同意については利用者及

び指定短期入所療養介護事業者双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましいもので

ある。 
 

２ 対象者〔第１４４条〕 

   事業者は利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の

理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して

看護、医学的管理下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、

介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室、診療所の指定短期入所

療養介護を提供する病室又は病院の老人性認知症疾患療養病棟において指定短期入所療養介護を提

供するものとする。 

 

３ 指定短期入所療養介護の開始及び終了〔第１２６条／８の２の（２）準用〕 

   事業者は居宅介護支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接

な連携により、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医

療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。 

 

４ 提供拒否の禁止〔第９条／１の３の（３）準用〕 

   事業者は正当な理由なく指定短期入所療養介護の提供を拒んではならない。 

 

５ サービス提供困難時の対応〔第１０条／１の３の（４）準用〕 

   事業者は当該指定短期入所療養介護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し

自ら適切な指定短期入所療養介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係
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る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定短期入所療養介護事業者等の紹介その他の必要な措

置を速やかに講じなければならない。 

 

６ 受給資格等の確認〔第１１条／１の３の（５）準用〕 

  １ 事業者は指定短期入所療養介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によっ

て、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 

 ２ 事業者は第１項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見

に配慮して、指定短期入所療養介護を提供するように努めなければならない。 

 

７ 要介護認定の申請に係る援助〔第１２条／１の３の（６）準用〕 

  １ 事業者は指定短期入所療養介護の提供の開始に際し、要介護認定の申請が既に行われているかど

うかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行

われるよう必要な援助を行わなければならない。 

  ２ 事業者は、居宅介護支援（これに相当するサービスを含む。）が利用者に対して行われていない

等の場合であって必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受

けている要介護認定の有効期限が終了する 30 日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければ

ならない。 

 

８ 心身の状況等の把握〔第１３条〕 

   事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催す

るサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サー

ビス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

 

９ 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助〔第１５条／１の３の（７）準用〕 

   事業者は、指定短期入所療養介護の提供の開始に際し、利用者が介護保険法施行規則第６４条各号

のいずれも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅

介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定短期入所療養介護の提供

を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する

情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならな

い。 

 

１０ 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供〔第１６条〕 

   事業者は、居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った指定短期入所療養介護を

提供しなければならない。 
 

１１ サービスの提供の記録〔第１９条／１の３の（１０）準用〕 

  １ 事業者は指定短期入所療養介護を提供した際には、当該指定短期入所療養介護の提供日及び内容、

当該指定短期入所療養介護について法第４１条第６項の規定により利用者に代わって支払いを受

ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又は

これに準ずる書面に記載しなければならない。 

  ２ 事業者は、指定短期入所療養介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録

するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情

報を利用者に対して提供しなければならない。 
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１２－１ 利用料等の受領〔第１４５条〕 

  １ 事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、その利用

者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から事

業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

  ２ 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供した際にその利用者

から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間

に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

  ３ 事業者は前２項の支払を受ける額のほか、次の費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

    ① 食事の提供に要する費用 

    ② 滞在に要する費用 

    ③ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったこと

に伴い必要となる費用 

    ④ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴

い必要となる費用 

    ⑤ 送迎に要する費用 

    ⑥ 理美容代 

    ⑦ 指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となる

ものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの 

  ４ ①～④の費用については居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針によ

るものとする。 

  ５ 事業者は、３の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族

に対し当該サービスの内容及び費用を記した書類を交付して説明を行い、利用者の同意を得なけれ

ばならない。ただし①～④の費用に係る同意については、文書によるものとする。 

 

１２－２ ユニット型の利用料の受領〔第１５５条の５〕 

１ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介

護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介

護サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サー

ビス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養

介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所療養介護に係る居宅介

護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額

の支払を受けることができる。 

① 食事の提供に要する費用 

    ② 滞在に要する費用 

    ③ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったこと

に伴い必要となる費用 

    ④ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴

い必要となる費用 

    ⑤ 送迎に要する費用 

    ⑥ 理美容代 

    ⑦ 指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となる
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ものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの 

４ ①～④の費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、３の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あ

らかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を

行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、①～④の費用に係る同意については、文書によ

るものとする。 
 

１３ 保険給付の請求のための証明書の交付〔第２１条／１の３の（１２）準用〕 

   事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護に係る利用料の支払を受けた

場合は、提供した指定短期入所療養介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサ

ービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 
 

１４－１ 指定短期入所療養介護の取扱方針〔第１４６条〕 

  １ 事業者は利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の

状況を踏まえて、当該利用者の療養を妥当適切に行わなければならない。 

  ２ 介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、短期入所療養介護計画の作成

の第１項に規定する短期入所療養介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配意して

行わなければならない。 

  ３ 従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に

対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。 

  ４ 事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

５ 事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常

にその改善を図らなければならない。 

 

１４－２ ユニット型の指定短期入所療養介護の取扱方針〔第１５５条の６〕 

１ 指定短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿

って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要

な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。 

２ 指定短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことが

できるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。 

４ 指定短期入所療養介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護状

態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われな

ければならない。 

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たって、利

用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければ

ならない。 

６ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行

ってはならない。 
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７ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

８ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を

行い、常にその改善を図らなければならない。 

 
 

１５ 短期入所療養介護計画の作成〔第１４７条〕 

１ 事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については

、利用者の心身の状況、病状、希望及びその置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき、

指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性

に配慮して、他の短期入所療養介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するため

の具体的なサービスの内容等を記載した短期入所療養介護計画を作成しなければならない。 

２ 短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿

って作成しなければならない。 

３ 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画の作成に当たっては、その内容

について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画を作成した際には、当該短期入

所療養介護計画を利用者に交付しなければならない。 

 

１６ 診療の方針〔第１４８条〕 

   医師の診療の方針は次に掲げるところによるものとする。 

   ① 診療は一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断

を基とし、療養上妥当適切に行う。 

   ② 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要介護者の心

理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をも上げることができるよう適切な指導を

行う。 

   ③ 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握 

に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行う。 

④ 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行う。 

⑤ 特殊な療法または新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行っては 

ならない。 

   ⑥ 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方してはならない。 

   ⑦ 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、

他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。 
 

１７ 機能訓練〔第１４９条〕 

   事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療

法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。 

 

１８－１ 看護及び医学的管理の下における介護〔第１５０条〕 

  １ 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、

利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行わなければならない。 

  ２ 事業者は、１週間に２回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければな

らない。 
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  ３ 事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要

な援助を行わなければならない。 

  ４ 事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に切り替えなければならない。 

  ５ 事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を

適切に行わなければならない。 

  ６ 事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該事業所の従業者以外の者による看護

及び介護を受けさせてはならない。 

 

１８－２ ユニット型の看護及び医学的管理の下における介護〔第１５５条の７〕 

１ 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、

自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術を

もって行われなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その病

状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を

営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、

やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法に

より、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せ

つの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整

容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

７ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニ

ット型指定短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

 

１９－１ 食事の提供〔第１５１条〕 

  １ 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものとするとともに、

適切な時間に行わなければならない。 

  ２ 利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めな

ければならない。 

 

１９－２ 食事〔第１５５条の８〕 

１ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食

事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食

事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供

するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必

要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、

その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。 
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２０－１ その他のサービスの提供〔１５２条〕 

  １ 事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。 

  ２ 事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。 

 

２０－２ ユニット型のその他のサービスの提供〔第１５５条の９〕 

１ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動

の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければな

らない。 

 

２１ 利用者に関する市町村への通知〔第２６条〕 

   事業者は、指定短期入所療養介護を受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、

意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

   ① 正当な理由なしに指定短期入所療養介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状

態の程度を増進させたと認められるとき。 

   ② 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 
 

２２ 管理者の責務〔第５２条〕 

  １ 事業所の管理者は事業所の従業者の管理及び指定短期入所療養介護の利用の申込みに係る調整、

業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 

  ２ 事業所の管理者が当該事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う

ものとする。 
 

２３－１ 運営規程〔１５３条〕 

   事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程（運営規程）を定めておかなけれ

ばならない。 

   ① 事業の目的及び運営の方針 

   ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 

   ③ 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 

   ④ 通常の送迎の実施地域 

   ⑤ 施設利用に当たっての留意事項 

   ⑥ 非常災害対策 

⑦ 虐待防止のための措置に関する事項（令和６年３月３１日までは努力義務） 

   ⑧ その他運営に関する重要事項 

 

＜運営指導における不適正事例＞ 

・重要事項に関する規定に、通常の送迎の実施地域の規定を定めていない。 

 

２３－２ ユニット型の運営規程〔第１５５条の１０〕 

ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程

を定めておかなければならない。 

① 事業の目的及び運営の方針 

② 従業者の職種、員数及び職務の内容 

③ 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 
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④ 通常の送迎の実施地域 

⑤ 施設利用に当たっての留意事項 

⑥ 非常災害対策 

⑦ 虐待防止のための措置に関する事項（令和６年３月３１日までは努力義務） 

⑧ その他運営に関する重要事項 

 
 

２４ 業務継続計画の策定等〔第３０条の２〕（令和６年３月３１日までは努力義務） 

１ 短期入所療養介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する短期入所療養介

護サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければな

らない。 

２ 短期入所療養介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修

及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

※ 計画の策定、研修及び訓練の実施については、他のサービス事業者との連携等により行うこと

も差し支えない。 

※ 研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

※ 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介 

護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護 

施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定さ 

れる災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定するこ 

と。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。 

ⅰ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等） 

ⅱ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場 

合の対策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

※ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するととも 

に、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。職員教育を 

組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催するとともに、新規採用時 

には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録すること。なお、 

感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一 

体的に実施することも差し支えない。 

※ 訓練（シミュレーション）においては、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、

感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものと

する。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のた

めの訓練と一体的に実施することも差し支えない。訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問

わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

３ 短期入所療養介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の
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変更を行うものとする。 

 

２５－１ 勤務体制の確保等〔第１０１条〕 

  １ 事業者は、利用者に対し適切な指定短期入所療養介護を提供できるよう、事業者ごとに従業者の

勤務の体制を定めておかなければならない。 

  ２ 事業者は、事業所ごとに、当該事業所の従業者によって指定短期入所療養介護を提供しなければ

ならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

  ３ 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

その際、指定短期入所療養介護事業者は、全ての短期入所療養介護従業者（看護師、准看護師、介 

護福祉士、介護支援専門員、介護員養成研修修了者その他これに類する者（※）を除く。）に対し、 

認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。（令和６ 

年３月３１日までは努力義務） 

※ 当該義務付けの対象とならない者は、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実 

務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修 

課程又は訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤 

師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マ 

ッサージ師、はり師、きゅう師等とする。 

※ 指定短期入所療養介護事業者は、令和６年３月 31日までに医療・福祉関係資格を有さない全 

ての短期入所療養従業者に対し認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置を講じなけ 

ればならない。 

※ 新規採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用した従業者（医療・福祉関係資格を有さ 

ない者に限る。）に対する当該義務付けの適用については、採用後１年間の猶予期間を設けるこ 

ととし、採用後１年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させることとする（令和６年 

３月 31日までは努力義務） 

  ４ 指定短期入所療養介護事業者は、適切な短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場におい

て行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超

えたものにより短期入所療養介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化

等の必要な措置を講じなければならない。 

 

ⅰ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題 

に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成 18 年厚生労働省告示第 615 号）及 

び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上構 

ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号。以下「パワーハラスメント指 

針」という。）において規定されているとおりであるが、特に留意されたい内容は以下のとおり 

である。 

ａ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の 

方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備相談に対 

応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定 

め、労働者に周知すること。 

ⅱ 事業主が講じることが望ましい取組について 
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パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメン

ト）の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例とし

て、①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取

組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対応させない等）及び③被害

防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が

規定されている。必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメント対策

マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修のための手引き」等を参考にした取組を行うこと

が望ましい。この際、上記マニュアルや手引きについては、以下の厚生労働省ホームページ

に掲載しているので参考にされたい。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 

 

２５－２ ユニット型の勤務体制の確保等〔第 155条の 10の２〕 

１ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定短期入所療養介護

を提供できるよう、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておか

なければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければな 

らない。 

① 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

② 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の

勤務に従事する職員として配置すること。 

③ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに、当該

ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所療養介護を提供

しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでな

い。 

４、５は、２５－１の３、４と同様の内容 
 

２６－１ 定員の遵守〔第１５４条〕 

   事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはなら

ない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

   ① 介護老人保健施設である事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなし

た場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数 

   ② 療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である事

業所にあっては、療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の定員を超えることとなる

利用者数 

   ③ 診療所（②を除く。）である事業所であっては、指定短期入所療養介護を提供する病床数及び

病室の定員を超えることとなる利用者数 

   ④ 介護医療院である事業所であっては、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合におい

て入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数 

 

２６－２ ユニット型の定員の遵守〔第１５５条の１１〕 

ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者(当該ユニット型指定短期入所療養介

護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指

定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所にお
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いて一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定短期入所療養介護又

はユニット型指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。)数以上の利用者に

対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事

情がある場合は、この限りでない。 

① ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者

を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定

員を超えることとなる利用者数 

② ユニット型指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、

利用者を当該ユニット型介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合において入院患者の定員

及び病室の定員を超えることとなる利用者数 

③ ユニット型介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該

ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えること

となる利用者 

 

２７ 非常災害対策〔第１０３条〕 

  １ 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を

整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行

わなければならない。 

２ 事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなけ

ればならない。 
 

２８ 衛生管理等（第１１８条） 

  １ 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に提供する水について、衛生的な

管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わな

ければならない。 

 ２ 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じなけ

ればならない。（令和６年３月３１日までは努力義務） 

   （ｱ）当該指定短期入所療養介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討

する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１

回以上開催するとともに、その結果について、短期入所療養介護従業者に周知徹底を図ること。 

※ 委員会は、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましく、特 

に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。 

構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、専任の感染対策を担当する者（以下「感 

染対策担当者」という。）を決めておくことが必要である。感染対策委員会は、利用者の状況な 

ど事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する 

時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。 

※ 委員会は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機 

器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・ 

厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生 

労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

※ 委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支 

えない。また、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

   （ｲ）当該指定短期入所療養介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備

すること。 
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※ 指針には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。 

※ 平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手洗 

い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機 

関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定さ 

れる。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明 

記しておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」を 

参照されたい。 

   （ｳ）当該指定短期入所療養介護事業所において、短期入所療養介護従業者に対し、感染症の予防及

びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

※ 研修の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業 

所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年１回以上）を開 

催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また,研修の実施 

内容についても記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための 

研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応 

じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シ 

ミュレーション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症 

発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事 

業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを 

適切に組み合わせながら実施することが適切である。 
 

２９ 掲示〔第３２条〕 

  １ 事業者は、事業所の見やすい場所に運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

※ 運営規程の概要、従業者の勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービ 

スの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評 

価結果の開示状況）等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を短期入所 

療養介護事業所の見やすい場所に掲示すること。 

掲示する際には、次に掲げる点に留意する必要がある。 

ⅰ  事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者又は

その家族に対して見やすい場所のことであること。 

ⅱ 短期入所療養介護従業者の勤務の体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を

掲示する趣旨であり、短期入所療養介護従業者の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。 

２ 事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該短期入所療養介護業所に備え付け、かつ、

これをいつでも関係者に自由に閲覧させること により、同項の規定による掲示に代えることがで

きる。 

※ 重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、利用者又はその家族等が自由に閲

覧可能な形で当該短期入所療養介護事業所内に備え付けることで同条第１項の掲示に代えること

ができる。 
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３０ 秘密保持等〔第３３条〕 

  １ 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

  ２ 事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の

秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

  ３ 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、

利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなけれ

ばならない。 

 

３１ 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止〔第３５条〕 

   事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービ

スを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 
 

３２ 苦情処理〔第３６条〕 

  １ 事業者は、提供した指定短期入所療養介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切

に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならな

い。 

  ２ 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

  ３ 事業者は、提供した指定短期入所療養介護に関し、法第２３条の規定により市町村が行う文書そ

の他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び

利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受け

た場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

  ４ 事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければな

らない。 

  ５ 事業者は、提供した指定短期入所療養介護に係る利用者からの苦情に対して国民健康保険団体連

合会が行う調査（法第 176条第１項第３号）に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指

導又は助言（同号）を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけれ

ばならない。 

  ６ 事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康

保険団体連合会に報告しなければならない。 

  

３３ 地域との連携等〔第３６条の２〕 

事業者は、事業の運営に当たっては、提供したサービスに関する利用者からの苦情に関して市町村 

  等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなけれ 

  ばならない。            

※ 介護サービス相談員を派遣する事業を積極的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努める 

こと。 

なお、「市町村が実施する事業」には、介護サービス相談員派遣事業のほか、広く市町村が老人 

クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含まれる。 

 

３４ 事故発生時の対応〔第３７条〕 

１ 事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、

当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を

講じなければならない。 

  ２ 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。 
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  ３ 事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

３５ 虐待の防止〔第３７条の２〕（令和６年３月３１日までは努力義務） 

   事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

 ア 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、短期入所療養介護従業者に

周知徹底を図ること。 

※ 虐待防止検討委員会は、管理者を含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割分 

担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要である。また、虐待防止の専門家を委員 

として積極的に活用することが望ましい。 

※ 虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが想定 

されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の状況 

に応じて慎重に対応することが重要である。 

※ 虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営すること 

として差し支えない。また、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

※ 虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、 

個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた 

めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守す 

ること。 

※ 虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その際、 

そこで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知 

徹底を図る必要がある。 

ⅰ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ⅱ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ⅲ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ⅳ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ⅴ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるため

の方法に関すること 

ⅵ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること 

ⅶ 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

 イ 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

 ※ 指針には以下のような項目を盛り込むこと。 

ⅰ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ⅱ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ⅲ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ⅳ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ⅴ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ⅵ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ⅶ 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

ⅷ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

ⅸ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

   ウ 事業所において、短期入所療養介護の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 
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※ 事業者は指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施す 

るとともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施すること。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内職員

研修での研修で差し支えない。 

エ 上記の措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 ※ 当該担当者は、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。 
 

３６ 会計の区分〔第３８条〕 

   事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定短期入所療養介護の事業の会計とその他の

事業の会計を区分しなければならない。 

 

３７ 記録の整備〔第１５４条の２〕 

  １ 事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

  ２ 事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に関する次の記録を整備し、各指定権者

が定める基準に沿って、５年間又は２年間保存しなければならない。 

   ① 短期入所療養介護計画 

   ② 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

   ③ 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

   ④ 市町村への通知に係る記録 

   ⑤ 苦情の内容等の記録 

   ⑥ 事故の状況及び事故に際して採った処置の記録 

 

２ 介護予防短期入所療養介護 

 

(1) 介護予防短期入所療養介護とは〔介護保険法第８条の２第８項〕 

「介護予防短期入所療養介護」とは居宅要支援者（その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定め

る者に限る。）について、介護老人保健施設、介護医療院その他厚生労働省令で定める施設に短期間入所

させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学

的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことをいう。 

 

(2) 指定介護予防サービスの基準〔介護保険法第１１５条の３第１項〕 
    事業者は、指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要支援者の心身の状況

等に応じて適切なサービスを提供するとともに、自ら質の評価を行うことその他の措置を講ずることに

より常にサービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。 

 

(3) 基本方針〔第１８６条〕 
その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるよう、看護、医学的管理下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を

行うことにより、利用者の療養生活の質の向上及び心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機

能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

 

(4) 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

１ 指定介護予防短期入所療養介護の基本取扱方針〔第１９６条〕 
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１ 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的

に行われなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定介護予防短期入所療養介護の質

の評価を行うとともに主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければ

ならない。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たり、利用

者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを

目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができ

るような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たり、利用

者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に

参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 

 

 ２ 指定介護予防短期入所療養介護の具体的取扱方針〔第１９７条〕 

指定介護予防短期入所療養介護の方針は、第186条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱

方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

① 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達

やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、病状、その置かれ

ている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 

   ② 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所するこ

とが予定される利用者については、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏ま

えて、指定介護予防短期入所療養介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内

容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防短期入所療養介護計画を作成するものとす

る。 

③ 介護予防短期入所療養介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該

計画の内容に沿って作成しなければならない。 

④ 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介護計画の作成に当

たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければな

らない。 

⑤ 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介護計画を作成した

際には、当該介護予防短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければならない。 

⑥ 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、介護予防短期入所療養介護計画が作成さ

 れている場合は、当該計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする

。 

⑦ 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又

はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように指導又は説明を行うも

のとする。 
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３ （介護予防）短期入所療養介護の介護報酬 

   ※介護予防短期入所療養介護は短期入所療養介護とほぼ同じ内容のため、参考にすること。 

 

(1) 基本報酬 

イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費 

留意事項 

① 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定するための基準について 

この場合の短期入所療養介護は、介護老人保健施設の空きベッドを利用して行われるものであるこ

とから、所定単位数の算定(職員の配置数の算定)、定員超過利用・人員基準欠如(介護支援専門員に係

るものを除く。)・夜勤体制による所定単位数の減算及び認知症ケア加算については、介護老人保健施

設の本体部分と常に一体的な取扱いが行われるものであること。したがって、認知症ケア加算、緊急

時施設療養費については、以下資料を準用すること。また、施設基準及び夜勤職員の基準を満たす旨

の届出並びに認知症ケア加算の届出については、本体施設である介護老人保健施設について行われて

いれば、短期入所療養介護については行う必要がないこと（老健資料参照）。 

ただし、特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定した場合は、認知症ケア加算について算

定できない。 

② 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは

(ⅲ)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期

入所療養介護費(ⅰ)若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)を算定す

る介護老人保健施設における短期入所療養介護について 

イ 所定単位数の算定区分について 

当該介護老人保健施設における短期入所療養介護について、適用すべき所定単位数の算定区分に

ついては、月の末日において、それぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設

基準を満たさなくなった月の翌々月に変更の届出を行い、当該月から、介護老人保健施設短期入所

療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費若しくは経過的ユニット型介護

老人保健施設短期入所療養介護費を算定することとなる。（ただし、翌月の末日において当該施設

基準を満たしている場合を除く。） 

ロ 当該基本施設サービス費の算定根拠等の関係書類を整備しておくこと 

ハ 当該介護老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基準について 

ａ 施設基準第 14 号イ(１)(８)Ａの基準における居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除

くものである。また、この基準において、算定日が属する月の前６月間における退所者のうち、

居宅において介護を受けることとなった者の占める割合については、以下の式により計算するこ

と。 

(ａ) (ⅰ)に掲げる数÷（(ⅱ)に掲げる数－(ⅲ)に掲げる数） 

(ⅰ) 算定日が属する月の前６月間における居宅への退所者で、当該施設における入所期間

が１月間を超えていた者の延数 

(ⅱ) 算定日が属する月の前６月間における退所者の延数 

(ⅲ) 算定日が属する月の前６月間における死亡した者の総数 

(ｂ) (ａ)において、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、１週間以内に退院し

た後、直ちに再度当該施設に入所した者については、当該入院期間は入所期間とみなすこと

とする。 

(ｃ) 退所後直ちに短期入所生活介護又は短期入所療養介護若しくは小規模多機能型居宅介護

の宿泊サービス等を利用する者は居宅への退所者に含まない。 
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(ｄ) (ａ)の分母（(ⅱ)に掲げる数－(ⅲ)に掲げる数）が０の場合、算定日が属する月の前６月

間における退所者のうち、居宅において介護を受けることとなった者の占める割合は０とす

る。 

ｂ 施設基準第 14号イ(１)(８)Ｂの基準における、30.4を当該施設の入所者の平均在所日数で除

して得た数については、短期入所療養介護の利用者を含まないものとする。また、平均在所日数

については、直近３月間の数値を用いて、以下の式により計算すること。 

(ａ) (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数 

(ⅰ) 当該施設における直近３月間の延入所者数 

(ⅱ) （当該施設における当該３月間の新規入所者の延数＋当該施設における当該３月間の

新規退所者数）÷２ 

(ｂ) (ａ)において入所者とは、毎日 24 時現在当該施設に入所中の者をいい、この他に、当該

施設に入所してその日のうちに退所又は死亡した者を含むものである。 

(ｃ) (ａ)において新規入所者数とは、当該３月間に新たに当該施設に入所した者（以下「新規

入所者」という。）の数をいう。当該３月以前から当該施設に入所していた者は、新規入所

者数には算入しない。 

また、当該施設を退所後、当該施設に再入所した者は、新規入所者として取り扱うが、当

該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、１週間以内に退院した後、直ちに再度当

該施設に入所した者については、新規入所者数には算入しない。 

(ｄ) (ａ)において新規退所者数とは、当該３月間に当該施設から退所した者の数をいう。当該

施設において死亡した者及び医療機関へ退所した者は、新規退所者に含むものである。 

ただし、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、１週間以内に退院した後、

直ちに再度当該施設に入所した者については、新規退所者数には算入しない。 

ｃ 施設基準第 14 号イ(１)(８)Ｃの基準における、入所者のうち、入所期間が１月を超えると見

込まれる者の入所予定日前 30 日以内又は入所後７日以内に当該者が退所後生活することが見込

まれる居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った者

の占める割合については、以下の式により計算すること。 

(ａ) (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数 

(ⅰ) 算定日が属する月の前３月間における新規入所者のうち、入所期間が１月以上である

と見込まれる入所者であって、入所予定日前 30日以内又は入所後７日以内に当該者が退

所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策

定及び診療方針の決定を行った者の延数 

(ⅱ) 算定日が属する月の前３月間における新規入所者の延数 

(ｂ) (ａ)において居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除くものであり、(ａ)の(ⅰ)に

は、退所後に当該者の自宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者

の同意を得て、当該社会福祉施設等（居宅のうち自宅を除くもの。）を訪問し、退所を目的

とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った者を含む。 

(ｃ) (ａ)において、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、１週間以内に退院し

た後、直ちに再度当該施設に入所した者については、新規入所者数には算入しない。 

(ｄ) (ａ)において、退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、退所を目的とした施設サ

ービス計画の策定及び診療方針の決定を行うこととは、医師、看護職員、支援相談員、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員等が協力して、退所後生活

することが見込まれる居宅を訪問し、必要な情報を収集するとともに、当該入所者が退所後

生活する居宅の状況に合わせ、入所者の意向を踏まえ、入浴や排泄等の生活機能について、
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入所中に到達すべき改善目標を定めるとともに当該目標に到達するために必要な事項につ

いて入所者及びその家族等に指導を行い、それらを踏まえ退所を目的とした施設サービス計

画の策定及び診療方針の決定を行うことである。また、指導日及び指導内容の要点について

は診療録等に記載すること。 

(ｅ) (ａ)の分母（(ⅱ)に掲げる数）が０の場合、入所期間が１月を超えると見込まれる者の入

所予定日前 30 日以内又は入所後７日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅

を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った者の占め

る割合は０とする。 

ｄ 施設基準第 14 号イ(１)(８)Ｄの基準における、新規退所者のうち、入所期間が１月を超える

と見込まれる者の退所前 30日以内又は退所後 30日以内に当該者が退所後生活することが見込ま

れる居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った者の占める割

合については、以下の式により計算すること。 

(ａ) (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数 

(ⅰ) 算定日が属する月の前３月間における新規退所者のうち、入所期間が１月以上の退所

者であって、退所前 30 日以内又は退所後 30 日以内に当該者が退所後生活することが

見込まれる居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行っ

た者の延数 

(ⅱ) 算定日が属する月の前３月間における居宅への新規退所者の延数 

(ｂ) (ａ)において居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除くものであり、(ａ)には、退

所後に当該者の自宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意

を得て、当該社会福祉施設等（居宅のうち自宅を除くもの。）を訪問し、退所を目的とした

施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った者を含む。 

(ｃ) (ａ)において、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、１週間以内に退院し

た後、直ちに再度当該施設に入所した者については、当該入院期間は入所期間とみなすこと

とする。 

(ｄ) (ａ)において、退所後の療養上の指導とは、医師、看護職員、支援相談員、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士、栄養士、介護支援専門員等が協力して、退所後生活することが見

込まれる居宅を訪問し、①食事、入浴、健康管理等居宅療養に関する内容、②退所する者の

運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓

練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練の内容、③家屋の改善の内容及び④退所する者の介助方

法の内容について必要な情報を収集するとともに、必要な事項について入所者及びその家族

等に指導を行うことをいう。また、指導日及び指導内容の要点を診療録等に記載すること。 

なお、同一の入所者について、当該退所後の療養上の指導のための訪問と施設基準第 14 

号イ(１)(七)Ｃで規定する退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針を決定

するための訪問を同一日に行った場合には、ｄ(a)の(ⅰ)に掲げる数には含めない。 

(ｅ) (ａ)の分母（(ⅱ)に掲げる数）が０の場合、退所者のうち、入所期間が１月を超えると見

込まれる者の退所前 30 日以内又は退所後 30 日以内に当該者が退所後生活することが見込

まれる居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った者の占

める割合は０とする。 

ｅ 施設基準第 14 号イ(１)(８)Ｅの基準については、当該施設において、算定日が属する月の前

３月間に提供実績のある訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び短期入所療養介

護の種類数を用いること。 

ただし、当該施設と同一敷地内又は隣接若しくは近接する敷地の病院、診療所、介護老人保健
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施設又は介護医療院であって、相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているものにおいて、

算定日が属する月の前３月間に提供実績のある訪問リハビリテーション、通所リハビリテーシ

ョン及び短期入所療養介護の種類数を含むことができる。 

ｆ 施設基準第 14 号イ(１)(８)Ｆの基準における、常勤換算方法で算定したリハビリテーション

を担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下「理学療法士等」という。）の数を入

所者の数で除した数に 100を乗じた数については、以下の式により計算すること。 

(ａ) (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数÷(ⅲ)に掲げる数×(ⅳ)に掲げる数×100 

(ⅰ) 算定日が属する月の前３月間における理学療法士等の当該介護保健施設サービスの

提供に従事する勤務延時間数 

(ⅱ) 理学療法士等が当該３月間に勤務すべき時間（当該３月間における１週間に勤務すべ

き時間数が 32時間を下回る場合は 32時間を基本とする。） 

(ⅲ) 算定日が属する月の前３月間における延入所者数 

(ⅳ) 算定日が属する月の前３月間の日数 

(ｂ) (ａ)において入所者とは、毎日 24 時現在当該施設に入所中の者をいい、当該施設に入所

してその日のうちに退所又は死亡した者を含むものである。 

(ｃ) (ａ)において理学療法士等とは、当該介護老人保健施設の入所者に対して主としてリハビ

リテーションを提供する業務に従事している理学療法士等をいう。 

(ｄ) (ａ)の(ⅱ)において、当該３月間に勤務すべき時間数の算出にあっては、常勤換算方法で

用いる当該者の勤務すべき時間数を用いることとし、例えば、１週間単位で勤務すべき時間

数を規定している場合には、１週間に勤務すべき時間数を７で除した数に当該３月間の日数

を乗じた数を用いることとする。なお、常勤換算方法と同様に、１週間に勤務すべき時間数

が 32時間を下回る場合は 32時間を基本とする。 

ｇ 施設基準第 14 号イ(１)(８)Ｇの基準において、常勤換算方法で算定した支援相談員の数を入

所者の数で除した数に 100を乗じた数については、以下の式により計算すること。 

(ａ) (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数÷(ⅲ)に掲げる数×(ⅳ)に掲げる数×100 

(ⅰ) 算定日が属する月の前３月間において支援相談員が当該介護保健施設サービスの提

供に従事する勤務延時間数 

(ⅱ) 支援相談員が当該３月間に勤務すべき時間（当該３月間中における１週間に勤務すべ

き時間数が 32時間を下回る場合は 32時間を基本とする。） 

(ⅲ) 算定日が属する月の前３月間における延入所者数 

(ⅳ) 算定日が属する月の前３月間の延日数 

(ｂ) (ａ)において入所者とは、毎日 24 時現在当該施設に入所中の者をいい、当該施設に入所

してその日のうちに退所又は死亡した者を含むものである。 

(ｃ) (ａ)において支援相談員とは、保健医療及び社会福祉に関する相当な学識経験を有し、主

として次に掲げるような入所者に対する各種支援及び相談の業務を行う職員をいう。 

① 入所者及び家族の処遇上の相談 

② レクリエーション等の計画、指導 

③ 市町村との連携 

④ ボランティアの指導 

ｈ 施設基準第 14 号イ(１)(８)Ｈの基準における、入所者のうち要介護状態区分が要介護４又は

要介護５の者の占める割合については、以下の式により計算すること。 

(ａ) (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数 

(ⅰ) 算定日が属する月の前３月間における要介護４若しくは要介護５に該当する入所者延日数 
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(ⅱ) 当該施設における直近３月間の入所者延日数 

ｉ 施設基準第 14 号イ(１)(８)Ｉの基準における、入所者のうち、喀痰吸引が実施された者の占

める割合については、以下の式により計算すること。 

(ａ) (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数 

(ⅰ) 当該施設における直近３月間の入所者ごとの喀痰吸引を実施した延入所者数 

(ⅱ) 当該施設における直近３月間の延入所者数 

ｊ 施設基準第 14 号イ(１)(８)Ｊの基準における、入所者のうち、経管栄養が実施された者の占

める割合については、以下の式により計算すること。 

(ａ) (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数 

(ⅰ) 当該施設における直近３月間の入所者ごとの経管栄養を実施した延入所者数 

(ⅱ) 当該施設における直近３月間の延入所者数 

 

  ③ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）については別途記載 

④ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは

(ⅳ)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期

入所療養介護費(ⅱ)若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)を算定す

る介護老人保健施設における短期入所療養介護について 

イ 所定単位数の算定区分について 

当該介護老人保健施設における短期入所療養介護について、適用すべき所定単位数の算定区分に

ついては、月の末日において、それぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設

基準を満たさなくなった月の翌々月に変更の届出を行い、当該月から、介護老人保健施設短期入所

療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅲ)、ユニット型介護老人保

健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは 

    経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)介護老人保健施設短期入所療養介護 

費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)又はユニット型介護老人保健施設

短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費若しくは経過的ユニッ

ト型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定することとなる。（ただし、翌月の末日において当

該施設基準を満たしている場合を除く。） 

ロ 当該基本施設サービス費の算定根拠等の関係書類を整備しておくこと。 

ハ 当該介護老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基準について 

ａ 施設基準第 14 号イ(２)(三)における「地域に貢献する活動」とは、在宅復帰・在宅療養支援

機能加算（Ⅰ）の留意事項ロを準用する。 

⑤ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくは介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)又

はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくはユニット型介護老人保健施設短期

入所療養介護費(Ⅲ)を算定する介護老人保健施設（以下この号において「介護療養型老人保健施設」

という。）における短期入所療養介護について 

イ 所定単位数の算定区分について 

介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護について、適用すべき所定単位数の算定区分

については、それぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさなく

なった事実が発生した月の翌月に変更の届出を行い、当該月から、介護老人保健施設短期入所療養

介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)から(ⅳ)、ユニット型介護老人保健施設短

期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)又は経

過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費の(ⅰ)若しくは(ⅱ)、介護老人保健施設短期
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入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)又はユニット型介護

老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 

若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定することとなる。 

ロ 介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基準及び夜勤職員基準について 

ａ 一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有する病院又は一般病床若しくは療

養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療

養病棟又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成 18 年７月１日から平成 30 年３月 31 

日までの間に転換を行って開設した介護老人保健施設であること。 

ｂ 施設基準第 14 号イ(３)(二)の基準については、算定月の前３月における割合が当該基準に適

合していること。また、当該基準において、「著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患

が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者」とあるのは、認知症高齢者の日常生活自立度のラ

ンクＭに該当する者をいうものであること。 

ｃ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介

護費(Ⅱ)を算定する介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護については、夜勤を行う

看護職員の数は、利用者及び当該介護老人保健施設の入所者の合計数を 41 で除して得た数以上

とすること。 

また、夜勤を行う看護職員は、１日平均夜勤看護職員数とすることとする。１日平均夜勤看護

職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後 10 時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する

16時間をいう。）における延夜勤時間数を、当該月の日数に 16を乗じて得た数で除することによ

って算定し、小数点第３位以下は切り捨てるものとする。なお、夜勤職員の減算方法については、

１(６)②によるものであるが、夜勤を行う看護職員に係る１日平均夜勤看護職員数が以下のいず

れかに該当する月においては、当該規定にかかわらず、利用者及び当該介護療養型老人保健施設

の入所者の全員について、所定単位数が減算される。 

(ａ) 前月において１日平均夜勤看護職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数から

１割を超えて不足していたこと。 

(ｂ) １日平均夜勤看護職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数から１割の範囲内

で不足している状況が過去３月間（暦月）継続していたこと。 

ｄ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介

護費(Ⅲ)を算定する指定短期入所療養介護事業所については、当該事業所の看護職員又は病院、

診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携により、夜間看護のオンコール体制を整備し、必

要な場合には当該事業所からの緊急の呼出に応じて出勤すること。なお、病院、診療所又は訪問

看護ステーションと連携する場合にあっては、連携する病院、診療所又は訪問看護ステーション

をあらかじめ定めておくこととする。 

 

 
 

(１)介護老人保健施設短期入所療養介護費(1日につき) 

 要介護度 ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ 

(一)（Ⅰ） 

 

介護老人保健施

設（Ⅰ） 

要介護１ ７５２単位 ７９４単位 ８２７単位 ８７５単位 

要介護２ ７９９単位 ８６７単位 ８７６単位 ９５１単位 

要介護３ ８６１単位 ９３０単位 ９３９単位 １，０１４単位 

要介護４ ９１４単位 ９８８単位 ９９１単位 １，０７１単位 

要介護５ ９６６単位 １，０４４単位 １，０４５単位 １，１２９単位 
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(二)（Ⅱ） 

 

療養型老健： 

看護職員を配置 

要介護１ ７７８単位 ８５７単位   

要介護２ ８６１単位 ９４１単位   

要介護３ ９７６単位 １，０５７単位   

要介護４ １，０５４単位 １，１３５単位   

要介護５ １，１３１単位 １，２１０単位   

(三)（Ⅲ） 

 

療養型老健： 

看護オンコール

体制 

要介護１ ７７８単位 ８５７単位   

要介護２ ８５５単位 ９３４単位   

要介護３ ９５０単位 １，０２９単位   

要介護４ １，０２６単位 １，１０６単位   

要介護５ １，１０３単位 １，１８３単位   

(四)（Ⅳ） 

 

特別介護老人保

健施設短期入所

療養介護費 

要介護１ ７３７単位 ８１１単位   

要介護２ ７８２単位 ８６０単位   

要介護３ ８４５単位 ９２０単位   

要介護４ ８９７単位 ９７１単位   

要介護５ ９４８単位 １，０２４単位   

(２)ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(1日につき) 

 要介護度 ⅰ ⅱ 経過的ⅰ 経過的ⅱ 

(一)（Ⅰ） 

 

ユニット型（Ⅰ） 

要介護１ ８３３単位 ８７９単位 ８３３単位 ８７９単位 

要介護２ ８７９単位 ９５５単位 ８７９単位 ９５５単位 

要介護３ ９４３単位 １，０１８単位 ９４３単位 １，０１８単位 

要介護４ ９９７単位 １，０７５単位 ９９７単位 １，０７５単位 

要介護５ １，０４９単位 １，１３３単位 １，０４９単位 １，１３３単位 

  ユニット型 経過的ユニット型   

(二)（Ⅱ） 

 

療養型老健： 

看護職員を配置 

要介護１ ９４４単位 ９４４単位   

要介護２ １，０２６単位 １，０２６単位   

要介護３ １，１４３単位 １，１４３単位   

要介護４ １，２２１単位 １，２２１単位   

要介護５ １，２９６単位 １，２９６単位   

(三)（Ⅲ） 

 

療養型老健： 

看護オンコール

体制 

要介護１ ９４４単位 ９４４単位   

要介護２ １，０２０単位 １，０２０単位   

要介護３ １，１１６単位 １，１１６単位   

要介護４ １，１９３単位 １，１９３単位   

要介護５ １，２６９単位 １，２６９単位   

(四)（Ⅳ） 

 

特別介護老人保

健施設短期入所

療養介護費 

要介護１ ８１６単位 ８１６単位   

要介護２ ８６３単位 ８６３単位   

要介護３ ９２４単位 ９２４単位   

要介護４ ９７７単位 ９７７単位   

要介護５ １，０２８単位 １，０２８単位   

 (３)特定介護老人保健施設短期入所療養介護費(1日につき) 

（一）３時間以上４時間未満 ６５０単位  

（二）４時間以上６時間未満 ９０８単位  

（三）６時間以上８時間未満 １２６９単位  
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※ 利用対象者は、在宅において生活しており、当該サービスを提供するに当たり、常時看護職員による観

察を必要とする難病等を有する重度者又はがん末期の利用者 

 

注１ (１)及び(２)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準【※１】に適合し、かつ、別に厚生労働

大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介

護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス基準第 142 条第１項に規定する

指定短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定短期入所療養介護(指定居宅サービス

基準第 141 条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に

掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、

それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場

合は、所定単位数の 100分の 97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、

介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当

する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 
……………………………………………………………………………………………………………………………
【※１】別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。 

○指定短期入所療養介護の施設基準 

イ 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(１) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)又は(ⅲ)を算

定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(一)介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等基準第 142 条第１項に規

定する指定短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ。)であること。 

(二)当該介護老人保健施設における看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法で、利用者等(当該介護

老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の利用者及び当該介護老人保健施設の入所者をいう。

以下この号において同じ。)の数の合計数が３又はその端数を増すごとに１以上であること。 

(三)通所介護費等の算定方法第４号イ(２)に規定する基準に該当していないこと。 

(四)入所者の居宅への退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行ってい

ること。 

(五)当該施設から退所した者（当該施設内で死亡した者及び当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に

入院し、１週間以内に退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者を除く。以下この㈤において「退

所者」という。）の退所後 30 日以内（当該退所者の退所時の要介護状態区分が要介護４又は要介護５

の場合にあっては、14 日以内）に、当該施設の従業者が当該退所者の居宅を訪問し、又は指定居宅介

護支援事業者から情報提供を受けることにより、当該退所者の在宅における生活が継続する見込みで

あることを確認し、記録していること。 

(六)入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他

必要なリハビリテーションを計画的に行い、適宜その評価を行っていること。 

（七）当該施設の医師が、リハビリテーションの実施に当たり、当該施設の理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士に対し、入所者に対するリハビリテーションの目的に加えて、リハビリテーション開始前

又は実施中の留意事項、やむを得ずリハビリテーションを中止する際の基準、リハビリテーションに

おける入所者に対する負荷等のうちいずれか１以上の指示を行うこと。 

(八)次に掲げる算定式により算定した数が 20以上であること。 

Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ＋Ｊ 

備考この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 

Ａ 算定日が属する月の前６月間において、退所者のうち、在宅において介護を受けることとなったも

の（当該施設における入所期間が１月間を超えていた退所者に限る。）の占める割合が 100 分の 50

を超える場合は 20、100分の 50以下であり、かつ、100分の 30を超える場合は 10、100分の 30以

下である場合は０となる数 

-26-



 

 

Ｂ 30.4 を当該施設の平均在所日数で除して得た数が 100 分の 10 以上である場合は 20、100 分の 10

未満であり、かつ、100分の５以上である場合は 10、100分の５未満である場合は０となる数 

Ｃ 算定日が属する月の前３月間において、入所者のうち、入所期間が１月を超えると見込まれる者の

入所予定日前 30 日以内又は入所後７日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪

問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定（退所後にその居宅ではなく、

他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、

退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合を含む。）を行った者

の占める割合が 100分の 30以上である場合は 10、100分の 30未満であり、かつ、100分の 10以上

である場合は５、100分の 10未満である場合は０となる数 

Ｄ 算定日が属する月の前３月間において、入所者のうち、入所期間が１月を超えると見込まれる者の

退所前 30日以内又は退所後 30日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、

当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った者（退所後にその居宅ではなく、他

の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、

連絡調整、情報提供等を行った場合を含む。）の占める割合が 100分の 30以上である場合は 10、100

分の 30未満であり、かつ、100分の 10以上である場合は５、100分の 10未満である場合は０とな

る数 

Ｅ 介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」という。）第８条第５項に規定する訪問リハビリ

テーション、法第８条第８項に規定する通所リハビリテーション及び法第８条第 10 項に規定する

短期入所療養介護について、当該施設（当該施設に併設する病院、診療所、介護老人保健施設及び

介護医療院を含む。）において全てのサービスを実施している場合は５、いずれか２種類のサービス

を実施している場合であって訪問リハビリテーションを実施しているときは３、いずれか２種類の

サービスを実施している場合であって訪問リハビリテーションを実施していないときは１、いずれ

か１種類以下であった場合は０となる数 

Ｆ 当該施設において、常勤換算方法で算定したリハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士の数を入所者の数で除した数に 100を乗じた数が５以上であり、かつ、リハビリ

テーションを担当する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士のいずれの職種も入所者の数で除し

た数に１００を乗じた数が０・２以上である場合は５、５以上の場合は３、５未満であり、かつ、

３以上である場合は２、３未満である場合は０となる数 

Ｇ 当該施設において、常勤換算方法で算定した支援相談員の数を入所者の数で除した数に 100 を乗

じた数が３以上である場合は５、３未満であり、かつ、２以上である場合は３、２未満である場合

は０となる数 

Ｈ 算定日が属する月の前３月間における入所者のうち、要介護状態区分が要介護４又は要介護５の者

の占める割合が 100分の 50以上である場合は５、100分の 50未満であり、かつ、100分の 35以上

である場合は３、100分の 35未満である場合は０となる数 

Ｉ 算定日が属する月の前３月間における入所者のうち、喀痰吸引が実施された者の占める割合が 100

分の 10以上である場合は５、100分の 10未満であり、かつ、100分の５以上である場合は３、100

分の５未満である場合は０となる数 

Ｊ 算定日が属する月の前３月間における入所者のうち、経管栄養が実施された者の占める割合が 100

分の 10以上である場合は５、100分の 10未満であり、かつ、100分の５以上である場合は、100分

の５未満である場合は０となる数 

(２) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)又は(ⅳ)を算

定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(一)(１)(一)から㈥までに該当するものであること。 
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(二)(１)(八)に掲げる算定式により算定した数が 60以上であること 

(三)地域に貢献する活動を行っていること。 

(四)入所者に対し、少なくとも週３回程度のリハビリテーションを実施していること。 

(３) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)又は(ⅱ)を算

定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(一)平成 18年７月１日から平成 30年３月 31日までの間に介護老人保健施設の人員、施設及び設備並び

に運営に関する基 準(平成 11 年厚生省令第 40 号。以下「介護老人保健施設基準」という。)附則第

13 条に規定する転換(以下「転換」という。)を行って開設した介護老人保健施設である指定短期入所

療養介護事業所であること。 

(二)算定日が属する月の前３月間における利用者等のうち、喀痰吸引若しくは経管栄養が実施された者の

占める割合が 100分の 15以上又は著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医

療を必要とする認知症（法第５条の２に規定する認知症をいう。以下同じ。）の高齢者（以下「認知症

高齢者」という。）の占める割合が 100分の 20以上であること。 

(三)(１)(二)及び(三)に該当するものであること。 

(５) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)又は(ⅱ)を算

定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(一)(３)に該当するものであること。 

(二)利用者等の合計数が 40以下であること。 

(６) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)又は(ⅱ)を算

定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(１)(一)から(三)までに該当するものであること。 

ロ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(１) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養

介護費(ⅰ)又は(ⅲ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(一)イ(１)(一)、(二)及び(四)から(八)までに該当するものであること。 

(二)通所介護費等の算定方法第四号イ(3)に規定する基準に該当していないこと。 

(２) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養

介護費(ⅱ)又は(ⅳ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(１)（二）及びイ(１)(一)、(二)及び(四)から（七）で及びイ(２)(二)から(四)までに該当するものであ

ること。 

(３) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養

介護費又は経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護

の施設基準 

(１)(二)、イ(１) (二)並びにイ(３)(一)及び(二)に該当するものであること。 

(５) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養

介護費又は経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護

の施設基準 

(一)(３)に該当するものであること。 

(二)利用者等の合計数が 40以下であること。 

(６) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養

介護費又は経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護

の施設基準 

 イ（１）（二）並びにイ（１）（一）及び（２）までに該当するものであること 
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ハ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

 イ又はロに該当するものであること。 

ニ 病院療養病床短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(１) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅰ)又は(ⅳ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(一)療養病床を有する病院(医療法施行規則(昭和 23年厚生省令第 50号)第 52条の規定の適用を受ける病

院を除く。)である指定短期入所療養介護事業所であること。 

(二)当該指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟(以下「療養病棟」という。)における看護職員

の数が、常勤換算方法で、入院患者等(当該療養病棟における指定短期入所療養介護(指定居宅サービ

ス等基準第141条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の利用者及び入院患者をいう。

ニからヘまで(第 62 号において準用する場合を含む。)において同じ。)の数の合計数が６又はその端

数を増すごとに１以上であること。 

(三)当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が４又はその端数

を増すごとに１以上であること。 

(四)(二)により算出した看護職員の最少必要数の２割以上は看護師であること。 

(五)通所介護費等の算定方法第４号ロ(２)に規定する基準に該当していないこと。 

(六)当該療養病棟の病室が医療法施行規則第 16条第１項第２号の二、第３号イ及び第 11号イに規定する

基準に該当するものであること。 

(七)当該療養病棟の機能訓練室が医療法施行規則第 20 条第 11 号に規定する基準に該当するものである

こと。 

(八)医療法施行規則第 21 条第３号及び第４号に規定する基準に該当する食堂及び浴室を有していること。 

(２) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅱ)又は(ⅴ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(一)(１)に該当するものであること。 

(二)次のいずれにも適合すること。 

ａ 算定日が属する月の前３月間における入院患者等のうち、重篤な身体疾患を有する者及び身体合併

症を有する認知症高齢者の占める割合が 100分の 50以上であること。 

ｂ 算定日が属する月の前３月間における入院患者等のうち、喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射

が実施された者の占める割合が 100分の 50以上であること。 

(三)算定日が属する月の前３月間における入院患者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が

100分の 10以上であること。 

ａ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。 

ｂ 入院患者等又はその家族等の同意を得て、当該入院患者等のターミナルケアに係る計画が作成され

ていること。 

ｃ 医師、看護師、介護職員、管理栄養士等が共同して、入院患者等の状態又は家族の求め等に応じ 

随時、入院患者等又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。 

ｄ ｂ及びｃについて、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本 

に、他の関係者との連携の上、対応していること。 

 

(四)生活機能を維持改善するリハビリテーションを行っていること。 

(五)地域に貢献する活動を行っていること(平成 27 年度に限り、平成 28 年度中において当該活動を行う

ことが見込まれることを含む。)。 

(３) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅲ)又は(ⅵ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(２)の規定を準用する。この場合において、(２)(二)ｂ中「100 分の 50」とあるのは「100 分の 30」と、

(２)(三)中「100分の 10」とあるのは「100分の５」と読み替えるものとする。 
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(４) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)(ⅰ)又は(ⅲ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(一)(１)(一)、(二)及び(四)から(八)までに該当するものであること。 

(二)当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が５又はその端数

を増すごとに１以上であること。 

(５) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)(ⅱ)又は(ⅳ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(一)(４)に該当するものであること。 

(二)(２)(二)から(五)までの規定を準用する。この場合において、(２)(二)ｂ中「100分の 50」とあるの

は「100分の 30」と、(２)(三)中「100分の 10」とあるのは「100分の５」と読み替えるものとする。 

(６) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(一)(１)(一)、(二)及び(四)から(八)までに該当するものであること。 

(二)当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が６又はその端数

を増すごとに１以上であること。  

ホ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(１) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(一)療養病床を有する病院(平成 24年３月 31日において、医療法施行規則第 52条の規定の適用を受けて

いたものに限る。)である指定短期入所療養介護事業所であること。 

(二)当該療養病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が６又はその端数

を増すごとに１以上であること。 

(三)当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が４又はその端数

を増すごとに１以上であること。 

(四)通所介護費等の算定方法第４号ロ(２)に規定する基準に該当していないこと。 

(五)当該療養病棟の病室が医療法施行規則第 16条第１項第２号の二、第３号イ及び第 11号イ(同令第 51

条の規定の適用を受ける場合を含む。)に規定する基準に該当するものであること。 

(六)ニ(１)(四)、(七)及び(八)に該当するものであること。 

(２) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(一)当該療養病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が８又はその端数

を増すごとに１以上であること。 

(二)(１)(一)及び(三)から(六)までに該当するものであること。 

ヘ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費又はユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費

を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(１) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費

（Ⅰ）を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(一)ニ(１)(一)、(四)及び(六)から(八)までに該当するものであること。 

(二)当該療養病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が６又はその端数

を増すごとに１以上であること。 

(三)当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が４又はその端数

を増すごとに１以上であること。 

(四)通所介護費等の算定方法第４号ロ(３)に規定する基準に該当していないこと。 

(２) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費

（Ⅱ）を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(一)(１)に該当するものであること。 

(二)ニ(２)(二)から(五)までの規定を準用する。 

(３) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費
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（Ⅲ）を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(一)(１)に該当するものであること。 

(二)ニ(２)(二)から(五)までの規定を準用する。この場合において、ニ(２)(二)ｂ中「100分の 50」とあ

るのは「100分の 30」と、ニ(２)(三)中「100分の 10」とあるのは「100分の５」と読み替えるものとする。 

(４) ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(１)(二)から(四)まで並びにホ(１)(一)、(五)及び(六)に該当するものであること 

ト 特定病院療養病床短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

ニ、ホ又はヘのいずれかに該当するものであること。 

チ 診療所短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(１) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅰ)又は(ⅳ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(一)診療所である指定短期入所療養介護事業所であること。 

(二)当該指定短期入所療養介護を行う病室(医療法施行規則第16条第２号の二又は第３号に規定する病室

をいう。以下このチ及びリにおいて同じ。)における看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等(当

該病室における指定短期入所療養介護の利用者及び入院患者をいう。以下このチ及びリ(第 64 号におい

て準用する場合を含む。)において同じ。)の数の合計数が６又はその端数を増すごとに１以上であるこ

と。 

(三)当該病室における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が６又はその端数を増

すごとに１以上であること。 

(四)当該指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病室が医療法施行規則第 16 条第１項第２号の二、

第３号イ及び第 11号イに規定する基準に該当するものであること。 

(五)当該指定短期入所療養介護を行う診療所における療養病床以外の病床の床面積は、利用者１人につき

6.4平方メートル以上であること。 

(六)療養病床を有する診療所においては、医療法施行規則第 21条の４において準用する同令第 21条第３

号及び第４号に規定する基準に該当する食堂及び浴室を有していること。 

(七)診療所((六)の診療所を除く。)においては、食堂及び浴室を有していること。 

(２) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅱ)又は(ⅴ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(一)(１)に該当するものであること。 

(二)ニ(２)(二)から(五)までの規定を準用する。 

(３) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅲ)又は(ⅵ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(一)(１)に該当するものであること。 

(二)ニ(２)(二)から(五)までの規定を準用する。この場合において、ニ(２)(二)ａ中「100分の 50」とあ

るのは「100分の 40」と、ニ(２)(二)b中「100分の 50」とあるのは「100分の 20」と、ニ(２)(三)中

「100分の 10」とあるのは「100分の５」と読み替えるものとする。 

(４) 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(一)(１)(一)及び(四)から(七)までに該当するものであること。 

(二)当該病室における看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が３又は

その端数を増すごとに１以上であること。 

リ ユニット型診療所短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(１) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費（Ⅰ）を算

定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(一)チ(１)(一)及び(四)から(七)までに該当するものであること。 

(二)当該病室における看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が６又はその端数を増

すごとに１以上であること。 
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(三)当該病室における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が６又はその端数を増

すごとに１以上であること。 

(２) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費（Ⅱ）を算

定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(一)(１)に該当するものであること。 

(二)ニ(２)(二)から(五)までの規定を準用する。 

(３) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費（Ⅲ）を算

定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(一)(１)に該当するものであること。 

(二)ニ(２)(二)から(五)までの規定を準用する。この場合において、ニ(２)(二)ａ中「100分の 50」とあ

るのは「100 分の 40」と、ニ(２)(二)b 中「100 分の 50」とあるのは「100 分の 20」と、ニ(２)(三)中

「100分の 10」とあるのは「100分の５」と読み替えるものとする。 

ヌ 特定診療所療養病床短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

チ又はリのいずれかに該当するものであること。 

ル 認知症疾患型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(１) 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(一)老人性認知症疾患療養病棟(健康保険法等の一部を改正する法律(平成 18 年法律第 83 号)附則第 130

条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成 10 年政令第 412

号)第４条第２項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下「認知症病棟」という。)を有する

病院(医療法施行規則第 52条の規定の適用を受ける病院を除き、同令第 43条の２の規定の適用を受ける

病院に限る。)である指定短期入所療養介護事業所であること。 

(二)当該指定短期入所療養介護を行う認知症病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症

病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が３又はその端数を増すご

とに１以上であること。 

(三)当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療

養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が６又はその端数を増すごとに１以上であること。 

(四)(二)により算出した看護職員の最少必要数の２割以上は看護師であること。 

(五)通所介護費等の算定方法第４号ロ(２)に規定する基準に該当していないこと。 

(２) 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(一)認知症病棟を有する病院(医療法施行規則第52条の規定の適用を受けるもの及び(１)(一)に該当する

ものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所であること。 

(二)当該指定短期入所療養介護を行う認知症病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症

病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すご

とに１以上であること。 

(三)当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療

養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が４又はその端数を増すごとに１以上であること。 

(四)(二)により算出した看護職員の最少必要数の３割以上は看護師であること。 

(五)通所介護費等の算定方法第４号ロ(２)に規定する基準に該当していないこと。 

(３) 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(一)(２)(一)、(二)、(四)及び(五)に該当するものであること。 

(二)当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療

養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が５又はその端数を増すごとに１以上であること。 

(４) 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 
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(一)(２)(一)、(二)、(四)及び(五)に該当するものであること。 

(二)当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療

養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が６又はその端数を増すごとに１以上であること。 

(５) 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(一)(２)(一)、(四)及び(五)に該当するものであること。 

(二)認知症病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介

護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに１以上であること。ただし、

そのうち当該認知症病棟における入院患者の数を４をもって除した数(その数が１に満たないときは１

とし、その数に１に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)から当該認知症病棟に

おける入院患者の数を５をもって除した数(その数が１に満たないときは１とし、その数に１に満たない

端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。 

(三)当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療

養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が６又はその端数を増すごとに１以上であること。 

ヲ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

(１) 認知症病棟を有する病院(平成 24年３月 31日において、医療法施行規則第 52条の規定の適用を受け

ていたものに限る。)である指定短期入所療養介護事業所であること。 

(２) 当該認知症病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療

養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が５又はその端数を増すごとに１以上であること。 

（３） 当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療   

養介護の利用者の数および入院患者の数の合計数が 6又はその端数を増すごとに 1以上であること。 

(４)（２）により算出した看護職員の最小必要数の 2割以上は看護師であること。 

(５) 通所介護費等の算定方法第四号ロ（2）に規定する基準に該当していないこと。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

注２ (３)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤

を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設で

ある指定短期入所療養介護事業所において、利用者(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)に対して、

日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画(指

定居宅サービス基準第 147 条第１項に規定する短期入所療養介護計画をいう。以下同じ。)に位置付け

られた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。

ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の 100 分の 97

に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療

法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣

が定めるところにより算定する。 

 

ユニットにおける職員に係る減算について 

注３ (２)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、１日につき所定単位数の 100

分の 97に相当する単位数を算定する。 

 

夜間職員配置について 

注４ (１)及び(２)について、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たす

ものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所については、夜勤職員配置加算として、

１日につき 24単位を所定単位数に加算する。 

 夜勤を行う職員の数は、１日平均夜勤職員数とする。１日平均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時

間帯(午後 10時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する 16時間をいう。)における延夜勤

時間数を、当該月の日数に 16 を乗じて得た数で除することによって算定し、小数点第３位以下は

切り捨てるものとする。 
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個別リハビリテーション実施加算について 

注５ 指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して

利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、当該個別リハビリテーション計画に基づき、医師

又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場

合は、個別リハビリテーション実施加算として、１日につき 240単位を所定単位数に加算する。 

当該加算は、医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して利用者ごとに

個別リハビリテーション計画を作成し、当該個別リハビリテーション計画に基づき、個別リハビリ

テーションを 20分以上実施した場合に算定するものである。 

 

介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定するための基準について〔認知症ケア加算の準用等〕 

注６ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保

健施設において、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要と

する認知症の利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、１日につき 76 単位を所定単位数

に加算する。 

① 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要と

する認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又は Mに該当する入所者を指すものとす

る。 

② 認知症専門棟の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、継続性を重視したサービスの提供に 

 配慮しなければならない。これは、従業者が一人一人の入居者について個性、心身の状況、生活

歴などを具体的に把握した上で、その日常生活上の活動を適切に援助するためにはいわゆる「馴

染みの関係」が求められる。以上のことから認知用専門棟における介護職員等の配置については

次の配置を行うことを標準とする。 

 イ 日中については利用者 10人に対し常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

 ロ 夜間及び深夜については、20人に 1人以上の看護職員又は介護職員を夜間及び深夜の勤務 

に従事する職員として配置すること。 

③ ユニット型介護老人保健施設サービス費を算定している場合は、認知症ケア加算は算定しない。 

 

認知症行動・心理症状緊急対応加算について 

注７ (１)及び(２)について、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難で

あり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所療

養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して７日を限度として、１日につき 200単位を所定

単位数に加算する。 

① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮 

暴言等の症状を指すものである。 

② 本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期入所生活介護が必要 

であると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ事業所の職員と連携し、利用 

者又は家族の同意の上、指定短期入所生活介護の利用を開始した場合に算定することができる。 

本加算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定できるものと 

する。 

この際、短期入所生活介護ではなく、医療機関における対応が必要であると判断される場合に

あっては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受けられ

るように取り計らう必要がある。 

③ 次に掲げる者が、直接、短期入所生活介護の利用を開始した場合には、当該加算は算定できな

いものであること。 

ａ 病院又は診療所に入院中の者 

ｂ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

ｃ 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活 

介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、短 

期利用特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護を利 

用中の者 
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④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、事業所も判断

を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録してお

くこと。 

⑤ ７日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行動・心理症状」が認められ

る利用者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであるためであり、利用開始後８日目以降

の短期入所生活介護の利用の継続を妨げるものではないことに留意すること。 

 

緊急短期入所受入加算について 

注８ 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていな

い指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から

起算して７日（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、１４日）

を限度として１日につき 90 単位を所定単位数に加算する。ただし、注７の加算を算定している場合は

算定しない。 

 

① 本加算は、介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により短期入所が

必要となった場合であって、かつ、居宅サービス計画において当該日に短期入所を利用すること

が計画されていない居宅要介護者に対して、居宅サービス計画を担当する居宅介護支援事業所の

介護支援専門員が、その必要性を認め緊急に短期入所療養介護が行われた場合に算定できる。 

② やむを得ない事情により、当該介護支援専門員との事前の連携が図れない場合に、利用者又は

家族の同意の上、短期入所療養介護事業所により緊急に短期入所療養介護が行われた場合であっ

て、事後に当該介護支援専門員によって、当該サービス提供が必要であったと判断された場合に

ついても、当該加算を算定できる。 

③ 本加算の算定対象期間は原則として７日以内とし、その間に緊急受入れ後に適切な介護を受け

られるための方策について、担当する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と密接な連携 

 を行い、相談すること。ただし、利用者の介護を行う家族等の疾病が当初の予想を超えて長期間

に及んだことにより在宅への復帰が困難となったこと等やむを得ない事情により、７日以内に適 

 切な方策が立てられない場合には、その状況を記録した上で 14 日を限度に引き続き加算を算定

することができること。その場合であっても、利用者負担軽減に配慮する観点から、機械的に加

算算定を継続するのではなく、随時、適切なアセスメントによる代替手段の確保等について、十

分に検討すること。 

④ 緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこ

と。また、緊急利用者にかかる変更前後の居宅介護サービス計画を保存するなどして、適正な緊

急利用に努めること。 

⑤ 認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定した場合には、当該加算は算定できないものである

こと。 

⑥ 緊急受入に対応するため、居宅介護支援事業所や近隣の他事業所との情報共有に努め、緊急的

な利用ニーズの調整を行うための窓口を明確化すること。また、空床の有効活用を図る観点から、

情報公表システム、当該事業所のホームページ又は地域包括支援センターへの情報提供等によ

り、空床情報を公表するよう努めること。 

 

 

若年性認知症利用者受入加算について 

注９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療

養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認

知症利用者受入加算として、(１)及び(２)については１日につき 120単位を、(３)については１日につ

き 60単位を所定単位数に加算する。ただし、注７を算定している場合は、算定しない。 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性

やニーズに応じたサービス提供を行うこと。 
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重度療養管理加算について 

注 10 (１)(Ⅰ)、(２)(Ⅰ)及び(３)について、利用者(要介護状態区分が要介護４又は要介護５の者に限る。)

であって、別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの【※１】に対して、計画的な医学的管理を継続し

て行い、かつ、療養上必要な処置を行った場合は、重度療養管理加算として、(１)(Ⅰ)及び(２)(Ⅰ)に

ついては１日につき 120単位を、(３)については１日につき 60単位を所定単位数に加算する。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※１】別に厚生労働大臣が定める状態（利用者等告示（９５号告示第１８号）） 

 イ 常時頻回の喀痰吸引を実施している状態 

 ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 

 ハ 中心静脈注射を実施している状態 

 ニ 人工腎臓を実施しておりつつ、重篤な合併症を有する状態 

 ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態 

 へ 膀胱又は直腸の機能障害程度が身体障害者障害程度等等級表の４級以上に該当し、かつストーマの 

   処置を実施している状態 

 ト 経鼻胃管や胃瘦等の経腸栄養が行われている状態 

 チ 褥瘡に対する治療を実施している状態 

 リ 気管切開が行われている状態 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

① 重度療養管理加算は、要介護４又は要介護５に該当する者であって別に厚生労働大臣の定める

状態にある利用者に対して、計画的な医学的管理を継続的に行い、指定短期入所療養介護を行った

場合に、所定単位数を加算する。当該加算を算定する場合にあっては、当該医学的管理の内容等を

診療録に記載しておくこと。 

② 重度療養管理加算を算定できる利用者は、次のいずれかについて、当該状態が一定の期間や頻度

で継続している者であること。 

なお、請求明細書の摘要欄に該当する状態(95号告示第 18号のイからリまで)を記載することと

する。なお、複数の状態に該当する場合は主たる状態のみを記載すること。 

ア 95号告示第 18号イの「常時頻回の喀痰吸引を実施している状態」とは、当該月において１

日当たり８回(夜間を含め約３時間に１回程度)以上実施している日が 20日を超える場合をい

うものであること。 

イ 95号告示第 18号ロの「呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態」については、当

該月において１週間以上人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸を行っていること。 

ウ 95号告示第 18号ハの「中心静脈注射を実施している状態」については、中心静脈注射によ

り薬剤の投与をされている利用者又は中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な利用者であること。 

エ 95号告示第 18号ニの「人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態」につ

いては、人工腎臓を各週２日以上実施しているものであり、かつ、下記に掲げるいずれかの合

併症をもつものであること。 

ａ 透析中に頻回の検査、処置を必要とするインスリン注射を行っている糖尿病 

ｂ 常時低血圧(収縮期血圧が 90mmHg以下) 

ｃ 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈するもの 

ｄ 出血性消化器病変を有するもの 

ｅ 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症のもの 

ｆ うっ血性心不全(NYHAⅢ度以上)のもの 

オ 95号告示第 18号ホの「重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施して

いる状態」については、持続性心室性頻拍や心室細動等の重症不整脈発作を繰り返す状態、収

縮期血圧 90mmHg以下が持続する状態、又は、酸素吸入を行っても動脈血酸素飽和度 90％以下

の状態で常時、心電図、血圧、動脈血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリングを行っている

こと。 

カ 95 号告示第 18 号ヘの「膀胱または直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭

和 2 5年厚生省令第 15号)別表第５号に掲げる身体障害者障害程度等級表の４級以上に該当

し、かつ、ストーマの処置を実施している状態」については、当該利用者に対して、皮膚の炎
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症等に対するケアを行った場合に算定できるものであること。 

キ 利用者等告示第 18号トの「経鼻胃管や胃痩等の経腸栄養が行われている状態」については、 

  経口摂取が困難で経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して、経腸栄養を行った場合 

  に算定できるものであること。 

 ク 利用者等告示第 18号チの「褥瘡に対する治癒を実施している状態」については、以下の分

類で第 3度以上に該当し、かつ当該褥瘡に対して必要な処置を行った場合に限る。 

  第１度：皮膚の発赤が持続している部分があり、圧迫を取り除いても消失しない（皮膚の損傷 

はない） 

   第 2度：皮膚層の部分的喪失（びらん、水疱、浅いくぼみとして現れるもの） 

   第 3度：皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深いくぼみとして現れ、隣接組織まで 

       及んでいることもあれば、及んでいないこともある 

   第 4度：皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出している 

ケ 利用者等告示第 18号リの「気管切開が行われている状態」については、気管切開が行われ

ている利用者について、気管切開の医学的管理を行った場合に算定できるものであること。 

 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算について 

注 11 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)及び(ⅲ)並

びにユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養

介護費(ⅰ)及び 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（ⅰ）について、別に厚生労働

大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所について

は、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)として、１日につき 34 単位を、介護老人保健施設短期入所療

養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)及び(ⅳ)並びにユニット型介護保健施設短期

入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ) 及び経過的ユニット型介護

老人保健施設短期入所療養介護費（ⅱ）について、別に厚生労働大臣が定める基準【※２】に適合するも

のとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)と

して、１日につき 46単位を所定単位数に加算する。 
……………………………………………………………………………………………………………………………
【※２】 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。 

介護老人保健施設である指定短期入所療養介護における在宅復帰・在宅療養支援機能加算の基準 

イ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)の基準 

(１) 次に掲げる算式(26ページ イ（八）参照のこと)により算定した数が40以上であること。  

(２) 地域に貢献する活動を行っていること。 

(３) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅲ)

又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養

介護費(ⅰ)若しくは 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（ⅰ）を算定しているもの

であること。 

ロ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)の基準 

(１) イ(１)に掲げる算定式により算定した数が 70以上であること。 

(２) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは(ⅳ)

又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養

介護費(ⅱ)若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（ⅱ）を算定しているもの

であること。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

③ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)について 

イ 介護老人保健施設による短期入所型療養介護費の留意事項 ② の ハを準用する。 

ロ 「地域に貢献する活動」とは、以下の考え方によるものとする。 

(ａ) 地域との連携については、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に

関する基準（平成 11 年厚生省令第 40 号。以下「介護老人保健施設基準」という。）
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第 35条において、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地

域との交流に努めなければならないと定めているところであるが、当該基準におい

ては、自らの創意工夫によって更に地域に貢献する活動を行うこと。 

(ｂ) 当該活動は、地域住民への介護予防を含む健康教室、認知症カフェ等、地域住民

相互及び地域住民と当該介護老人保健施設の入所者等との交流に資するなど地域の

高齢者に活動と参加の場を提供するものであるよう努めること。 

⑤ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)について 

留意事項 ②～④ を準用する 

 

送迎加算について 

注 12 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、

その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき 184単位を所定単位数

に加算する。 

 

注 13 次のいずれかに該当する者に対して、介護老人保健施設短期入所療養介護費を支給する場合は、介護

老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、介護

老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)、介護老人保健施設

短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)又は介護老人保健施設短期入所

療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)を算定する。 

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者 

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者 

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがある

として、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者 
 

注 14 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１及び注６の規定による届出に相当する

介護保健施設サービスに係る届出があったときは、注１及び注６の規定による届出があったものとみな

す。 

 

30日連続の利用について 

注 15 利用者が連続して 30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える

日以降に受けた指定短期入所療養介護については、介護老人保健施設における短期入所療養介護費は、

算定しない。 
 
 
介護療養型老人保健施設における特別療養費について 

注 16 (１)(Ⅱ)及び(Ⅲ)並びに(２)(Ⅱ)及び(Ⅲ)について、利用者に対して、指導管理等のうち日常的に

必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、特別療養費として、別に厚生労

働大臣が定める単位数に 10円を乗じて得た額を算定する。 

特別療養費は、利用者に対して、日常的に必要な医療行為を行った場合等に算定できるものであ

る。その内容については、別途通知するところによるものとする。 

 

 

 

介護療養型老人保健施設における療養体制維持特別加算について 

注 17 (１)(Ⅱ)及び(Ⅲ)並びに(２)(Ⅱ)及び(Ⅲ)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準【※３】に

適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業

所については、療養体制維持特別加算として、次に掲げる区分に応じ、それぞれ１日につき次に掲げる

所定単位数を加算する。 

① 療養体制維持特別加算（Ⅰ） 27単位 

② 療養体制維持特別加算（Ⅱ） 57単位 
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……………………………………………………………………………………………………………………………

【※３】別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。 

指定短期入所療養介護における療養体制維持特別加算に係る施設基準 

イ 介護老人保健施設における療養体制維持特別加算(Ⅰ)に係る施設基準 

(１) 当該指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設が次のいずれかに該当すること。 

(一)転換を行う直前において、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、療養型経過型介護療養施設サービス

費、ユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費、認

知症疾患型介護療養施設サービス費 (Ⅱ) 又は ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費

(Ⅱ)を算定する指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する法律附則第 130 条の２第１

項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第 26 条による改正前の法第 48 条第１項第３

号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。）を有する病院であった介護老人保健施設で

あること。 

(二)転換を行う直前において、療養病床を有する病院（診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示

第 59号）の別表第１医科診療報酬点数表に規定する療養病棟入院基本料１の施設基準に適合している

ものとして当該病院が地方厚生局長等に届け出た病棟、基本診療料の施設基準等の一部を改正する件

（平成 22年厚生労働省告示第 72号）による改正前の基本診療料の施設基準等（平成 20年厚生労働省

告示第 62号。以下この号及び第 61号において「新基本診療料の施設基準等」という。）第５の３(２)

イ②に規定する20対１配置病棟又は新基本診療料の施設基準等による廃止前の基本診療料の施設基準

等（平成 18年厚生労働省告示第 93号）第５の３(２)ロ①２に規定する 20対１配置病棟を有するもの

に限る。）であった介護老人保健施設であること。 

(２) 当該介護老人保健施設における看護職員又は介護職員の数のうち、介護職員の数が、常勤換算方法で、

指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計数が４又はその端数

を増すごとに１以上であること。 

(３) 通所介護費等算定方法第４号イに規定する基準に該当していないこと。 

ロ 介護老人保健施設における療養体制維持特別加算(Ⅱ)に係る施設基準 

当該指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設が次のいずれにも該当すること。 

(１) 算定日が属する月の前３月間における入所者等のうち、喀痰吸引又は経管栄養が実施された者の占め

る割合が 100分の 20以上であること。 

(２) 算定日が属する月の前３月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状又は重篤な身体疾

患又は日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、専門医療を必要と

する認知症高齢者の占める割合が 100分の 50以上であること。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ａ 療養体制維持特別加算(Ⅰ)は、介護療養型老人保健施設の定員のうち、転換前に４：１の介護

職員配置を施設基準上の要件とする介護療養施設サービス費を算定する指定介護療養型医療施

設又は医療保険の療養病棟入院基本料１の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た病棟であったもの（平成 22 年４月１日以前に転換した場合にあっては、医療保険の

療養病棟入院基本料におけるいわゆる 20：１配置病棟であったもの）の占める割合が２分の１以

上である場合に、転換前の療養体制を維持しつつ、質の高いケアを提供するための介護職員の配

置を評価することとする。 

ｂ 療養体制維持特別加算(Ⅱ)にかかる施設基準第 18 号ロ(２)の基準において、「著しい精神症

状、周辺症状又は重篤な身体疾患又は日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難

さが頻繁に見られ、専門医療を必要とする認知症高齢者」とあるのは、認知症高齢者の日常生活

自立度のランクⅣ又はＭに該当する者をいうものであること。 
 
注 18 (１)(四)又は(２)(四)を算定している介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所につい

ては、注５、注 10及び注 11は算定しない。 
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(４) 総合医学管理加算 ２７５単位 

注１ 治療管理を目的とし、別に厚生労働省が定める基準【※４】に従い、居宅サービス計画において計

画的に単位数行うこととなっていない指定短期入所療養介護を行った場合に、７日を限度として１日

につき所定単位数を加算する。 

注２ 緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※４】別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。 

 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護における総合医学管理加算の基準 

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 イ 診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うこと。 

 ロ 診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載する

こと。 

 ハ 利用者の主治の医師に対して、当該利用者の同意を得て、当該利用者の診療状況を示す文書を添えて

必要な情報の提供を行うこと。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

① 本加算は、居宅サービス計画において当該日に短期入所を利用することが計画されていない居宅

要介護者に対して、居宅サービス計画を担当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携し、

利用者又は家族の同意の上、治療管理を目的として、指定短期入所療養介護事業所により短期入所

療養介護が行われた場合に７日を限度として算定できる。利用にあたり、医療機関における対応が

必要と判断される場合にあっては、速やかに医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な

医療が受けられるように取りはからう必要がある。 

② 利用にあたり、診断等に基づき、診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を

行うこと。 

③ 算定する場合にあっては、診療方針、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処

置の内容等を診療録に記載しておくこと。 

④ 利用終了日から７日以内に、利用者の主治の医師に対して、利用者の同意を得て、診療状況を示

す文書を交付すること。また、交付した文書の写しを診療録に添付するとともに、主治の医師から

の当該利用者に係る問合せに対しては、懇切丁寧に対応するものとする。 

⑤ 主治の医師への文書の交付がない場合には、利用期間中を通じて、算定できなくなることに留意

すること。ただし、利用者又はその家族の同意が得られない場合は、この限りではない。 

⑥ 利用中に入院することとなった場合は、医療機関に診療状況を示す文書を添えて必要な情報提供

を行った場合に限り、入院した日を除いて算定できる。 

⑦ 緊急時施設療養費を算定した場合には、本加算は算定できないものであること。 

 

（５）療養食加算 ８単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の

提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食【※５】を提供したと

きは、１日につき３回を限度として、所定単位数を加算する。 

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。 

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。 

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準【※６】に適合する指定短期入所療養介護事業

所において行われていること。 

……………………………………………………………………………………………………………………………

【※５】別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。 

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有

する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病職、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別

な場合の検査食 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※６】別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

① 療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の医師より利用者に対し疾患治療の直

接手段として発行された食事箋に基づき、利用者等告示に示された療養食が提供された場合に算

定すること。なお、当該加算を行う場合は、療養食の献立表が作成されている必要があること。 

② 加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づいて提供

される利用者の年齢、病状等に対応した栄養量及び内容を有する治療食(糖尿病食、腎臓病食、肝

臓病食、胃潰瘍食(流動食は除く。)、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の

検査食をいうものであること。 

③ 前記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を問わないこと。 

④ 減塩食療法等について 

心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取り扱うことができるもので

あるが、高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は、加算の対象とはならないこと。 

また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食については、総量 6.0g未満

の減塩食をいうこと。 

⑤ 肝臓病食について 

肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食(胆石症及び胆嚢炎による閉鎖性黄

疸の場合を含む。)等をいうこと。 

⑥ 胃潰瘍食について 

十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えないこと。手術前後に与える高カロ

リー食は加算の対象としないが、侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事

を提供する場合は、療養食の加算が認められること。また、クローン病、潰瘍性大腸炎等により腸

管の機能が低下している入所者等に対する低残さ食については、療養食として取り扱って差し支

えないこと。 

⑦ 貧血食の対象者となる入所者等について 

療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血中ヘモグロビン濃度が 10g／dl 以

下であり、その原因が鉄分の欠乏に由来する者であること。 

⑧ 高度肥満症に対する食事療法について 

高度肥満症(肥満度が＋70％以上又はＢＭＩ(Body Mass Index)が 35以上)に対して食事療法を

行う場合は、脂質異常症食に準じて取り扱うことができること。 

⑨ 特別な場合の検査食について 

特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸 X線検査・大腸内視鏡検査のために特に残さの

少ない調理済食品を使用した場合は、「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支えないこと。 

⑩ 脂質異常症食の対象となる入所者等について  

療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等は、空腹時定常状態における LDL－

コレステロール値が 140mg／dl 以上である者又は HDL－コレステロール値が 40mg／dl 未満若しく

は血清中性脂肪値が 150mg／dl以上である者であること。 

 

(６) 認知症専門ケア加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準 【※７】に適合しているものとして都道府県知事等に届け出た指

定短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者【※８】に対して専門的な認知症

ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 

① 認知症専門ケア加算(Ⅰ) ３単位 

② 認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※７】別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。 

短期入所生活介護費、短期入所療養介護費（認知症病棟を有する病院における短期入所療養介護費を除く。）、

特定施設入居者生活介護費、認知症対応型共同生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サー

ビス（認知症病棟を有する病院における介護療養施設サービスを除く。）、介護医療院サービス、介護予防短

期入所生活介護費、介護予防短期入所療養介護費（認知症病棟を有する病院における介護予防短期入所療養

介護費を除く。）、介護予防特定施設入居者生活介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における認

知症専門ケア加算の基準 

イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ)  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) 事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれの

ある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者（以下「対象者」という。）の

占める割合が２分の１以上であること。 

(２) 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者（短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設

入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所

療養介護又は介護予防特定施設入居者生活介護を提供する場合にあっては、別に厚生労働大臣が定める

者を含む。）を、対象者の数が 20人未満である場合にあっては、１以上、当該対象者の数が 20人以上で

ある場合にあっては、１に、当該対象者の数が 19を超えて 10又はその端数を増すごとに１を加えて得

た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。 

(３) 当該事業所又は施設の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会

議を定期的に開催していること。 

ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ)  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) イの基準のいずれにも適合すること。 

(２) 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者（短期入所生活介護、短期入所療養介護、特

定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短

期入所療養介護又は介護予防特定施設入居者生活介護を提供する場合にあっては、別に厚生労働大臣が

定める者を含む。）を１名以上配置し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。 

(３) 当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該

計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※８】別に厚生労働大臣が定める利用者の内容は次のとおり。 

指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ(５)の注、ロ(７)の注、ハ(５)の注及びホ

(10)の注の厚生労働大臣が定める者 

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とす

る認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものとする。 

② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が１／２以上の算定方法は、算定日が属する月の

前３月間の利用者実人員数又は利用延人員数（要支援者を含む）の平均で算定すること。また、届

出を行った月以降においても、直近３月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合につき、

毎月継続的に所定の割合以上であることが必要である。なお、その割合については、毎月記録する

ものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに訪問通所サービス通知第１の５の届出を

提出しなければならない。 

③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」（平成 

18年３月 31日老発第 0331010号厚生労働省老健局長通知）、「認知症介護実践者等養成事業の円滑 
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な運営について」（平成 18年３月 31日老計第 0331007号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認 

知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

④ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事

業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全

管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

⑤ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」、

「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」及び 

認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

⑥ 併設事業所及び介護老人保健施設の空床利用について 

  併設事業所であって本体施設と一体的に運営が行われている場合及び介護老人保健施設の空床

を利用して指定短期入所療養介護を行う場合の認知症専門ケア加算の算定は、本体施設である介

護老人保健施設と一体的に行うものとすること。具体的には、本体施設の対象の数と併設事業所の

対象者の数（介護老人保健施設の空床を利用して指定短期入所療養介護を行う場合にあっては、当

該指定短期入所療養介護の対象者の数）を合算した数が２０人未満である場合にあっては、１以

上、当該対象者の数が２０人以上である場合にあっては、１に当該対象者の数が１９を超えて１０

又はその端数を増やすごとに１を 

 加えて得た数以上の③又は⑤に規定する研修を修了した者を配置している場合に算定可能となる。 

 

 (７) 緊急時施設療養費 

利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療

行為につき算定する。 

① 緊急時治療管理(１日につき) ５１８単位 

注１ 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理とし

ての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。 

注２ 同一の利用者について１月に１回、連続する３日を限度として算定する。 

② 特定治療 

注 医科診療報酬点数表第１章及び第２章において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57年

法律第 80 号)第 57 条第３項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビ

リテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)を行

った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第１章及び第２章に定める点数に 10 円を乗じ

て得た額を算定する。 

入所者の病状が著しく変化し、入院による治療が必要とされる場合には、速やかに協力病院等の病

院へ入院させることが必要であるが、こうした場合であっても、介護老人保健施設において緊急その

他やむを得ない事情により施設療養を行うときがあるので、緊急時施設療養費は、このような場合に

行われる施設療養を評価するために設けられていること。 

① 緊急時治療管理 

イ 緊急時治療管理は、入所者の病状が重篤になり、救命救急医療が必要となる入所者に対し、

応急的な治療管理として投薬、注射、検査、処置等が行われた場合に、１日につき 511単位を

算定すること。 

ロ 緊急時治療管理は、１回に連続する３日を限度とし、月１回に限り算定するものであるの

で、例えば、１月に連続しない１日を３回算定することは認められないものであること。 

ハ また、緊急時治療管理と特定治療とは同時に算定することはできないこと。 

ニ 緊急時治療管理の対象となる入所者は、次のとおりであること。 
 

a 意識障害又は昏睡 

b 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪 

c 急性心不全(心筋梗塞を含む。) 

d ショック 

e 重篤な代謝障害 

f その他薬物中毒等で重篤なもの 
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② 特定治療 

イ 特定治療は、介護老人保健施設においてやむを得ない事情により行われるリハビリテーシ

ョン、処置、手術、麻酔又は放射線治療について、診療報酬の算定方法(平成 20年厚生労働省

告示第 59号)別表第一医科診療報酬点数表により算定する点数に 10円を乗じた額を算定する

こと。 

ロ 算定できないものは、95号告示第 67号に示されていること。 

ハ ロの具体的取扱いは、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医

科診療報酬点数表の取扱いの例によること。 
 
 (８) サービス提供体制強化加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準【※９】に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短

期入所療養介護事業所が、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算

定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)  22単位 

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)  18単位 

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)   6単位 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※９】別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

  ㈠ 指定短期入所療養介護を行う短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉

士の占める割合が100分の80以上であること。 

㈡ 指定短期入所療養介護を行う短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数

10年以上の介護福祉士の占める割合が100分の35以上であること。 

(2) 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 指定短期入所療養介護を行う短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の

占める割合が 100分の 60以上であること。 

(2) イ（2）に該当するものであること。 

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

  ㈠ 指定短期入所療養介護を行う短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉

士の占める割合が100分の50以上であること。 

㈡ 指定短期入所療養介護を行う短期入所療養介護事業所の看護・介護職員の総数のうち、常

勤職員の占める割合が100分の75以上であること。 

㈢ 指定短期入所療養介護を行う短期入所療養介護事業所を入所者に直接提供する職員の総数

のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合が 100分の 30以上であること。 

(2) イ(2)に該当するものであること。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

① 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(３月を除く。)の平均を

用いることとする。なお、この場合の介護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所者への

介護業務(計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わら

ない業務を除く。)に従事している時間を用いても差し支えない。 

ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含

む。)については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平均を用い

ることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４月目以降
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届出が可能となるものであること。 

なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。 

② 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合に

つき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記

録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに届出を提出しなければならない。 

③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 

④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他

の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員と

して勤務した年数を含めることができるものとする。 

⑤ 指定短期入所療養介護を利用者に直接提供する職員とは、看護職員、介護職員、支援相談員、理

学療法士、作業療法士又は言語聴覚士として勤務を行う職員を指すものとする。 

⑥ 同一の事業所において指定介護予防短期入所療養介護を一体的に行っている場合においては、

本加算の計算も一体的に行うこととする。 

 

(９) 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対して指定短期入所療養介護を

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月 31 日までの間、次に掲げる単位数を所

定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。 

①  介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(８)までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数 

②  介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(８)までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数 

③  介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(８)までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数 

 

(１０) 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 

① 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)  (１)から(８)までにより算定した単位数の 1000分の 21 

に相当する単位数 

② 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)  (１)から(８)までにより算定した単位数の 1000分の 17 

に相当する単位数 

 

（１１）介護職員等ベースアップ等支援加算（令和４年１０月１日新設） 

共通サービス資料参照 

 

ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費 

留意事項（病院又は診療所における短期入所療養介護費） 

① 療養病床(医療法等の一部を改正する法律(平成 12 年法律第 41 号)附則第２条第３項第５号に規

定する経過的旧療養型病床群を含む。以下同じ。)を有する病院、病床を有する診療所、老人性認知

症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護 

イ 指定介護療養型医療施設の病床であって、介護療養施設サービスが行われるもの(以下「介護

保険適用病床」という。)における短期入所療養介護については、所定単位数の算定(職員の配置
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数の算定)並びに定員超過利用、夜勤体制及び療養環境による所定単位数の減算及び加算につい

ては、本体施設と常に一体的な取扱いが行われるものであり、7の(1)、(3)から(7)まで、(10)①、

③及び⑤並びに(14)を準用すること。この場合、7の(10)①及び⑤の準用に際しては「医師及び

介護支援専門員」とあるのは、「医師」と読み替えるものとする。 

ロ 医療保険適用病床における短期入所療養介護についても、夜勤体制による加算及び減算並びに

療養環境による減算については、介護保険適用病床における短期入所療養介護の場合と同様に行

うものとする。また、適用すべき所定単位数(人員配置)については、人員配置の算定上、配置さ

れている看護職員を適宜介護職員とみなすことにより、最も有利な所定単位数を適用することと

する。例えば、60 床の病棟で、看護職員が 12 人、介護職員が 13 人配置されていて、診療報酬

上、看護職員５：１(12 人以上)、介護職員５：１(12 人以上)の点数を算定している場合につい

ては、看護職員のうち２人を介護職員とみなすことにより、短期入所療養介護については看護職

員６：１(10 人以上)、介護職員４：１(15 人以上)に応じた所定単位数が適用されるものである

こと。なお、7の(1)、(3)から(7)まで、(10)①、③及び⑤並びに(14)は、医療保険適用病床の短

期入所療養介護についても準用する。この場合、7の(10)①及び⑤の準用に際しては「医師及び

介護支援専門員」とあるのは、「医師」と読み替えるものとする。 

ハ 医師は、短期入所療養介護に係る医療行為を行った場合には、その旨を診療録に記載すること。

当該診療録については、医療保険における診療録と分ける必要はないが、短期入所療養介護に係

る記載部分に下線を引くか枠で囲む等により明確に分けられるようにすること。また、診療録の

備考の欄に、介護保険の保険者の番号、利用者の被保険者証の番号、要介護状態区分及び要介護

認定の有効期限を記載すること。なお、これらの取扱いについては、介護保険の訪問看護、訪問

リハビリテーション、居宅療養管理指導及び通所リハビリテーションについても同様であるこ

と。なお、当該医療機関において、当該利用者に対して基本的に短期入所療養介護以外の医療を

行わない場合の診療録の記載については介護療養施設サービスの場合と同様とし、７(２)を準用

するものとする。 

ニ 病院である短期入所療養介護事業所の人員基準欠如による所定単位数の減算の基準は、通所介

護費等の算定方法第４号ロ(２)において規定しているところであるが、具体的な取扱いは以下の

とおりであること。 

ａ 看護職員又は介護職員の員数が居宅サービス基準に定める員数を満たさない場合は、他の

職種の配置数とは関係なく、病院療養病床短期入所療養介護費の(Ⅲ)、病院療養病床経過型

短期入所療養介護費の(Ⅱ)、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費、ユニット型病院

療養病床経過型短期入所療養介護費若しくは特定病院療養病床短期入所療養介護費又は認

知症疾患型短期入所療養介護費にあっては、当該事業所の区分に応じ、認知症疾患型短期入

所療養介護費の(Ⅰ)、(Ⅳ)若しくは(Ⅴ)、認知症疾患型経過型短期入所療養介護費、特定認

知症疾患型短期入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費の

(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)の所定単位数に 100分の 70を乗じて得た単位数が算定される。 

ｂ 短期入所療養介護を行う病棟において、看護・介護職員の員数については居宅サービス基

準に定める員数を満たすが、看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合(以下「正看比

率」という。)が２割未満である場合は、病院療養病床短期入所療養介護費の(Ⅲ)、病院療

養病床経過型短期入所療養介護費の(Ⅱ)、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費、ユ

ニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費若しくは特定病院療養病床短期入所療養

介護費又は認知症疾患型短期入所療養介護費にあっては、当該事業所の区分に応じ、認知症

疾患型短期入所療養介護費の(Ⅰ)、(Ⅳ)若しくは(Ⅴ)、認知症疾患型経過型短期入所療養介

護費、特定認知症疾患型短期入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型短期入所療養
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介護費の(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)に 100分の 90を乗じて得た単位数が算定される。 

ｃ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護

費等の算定方法の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(平成 12 年厚生省告示第 28 号)

各号に掲げる地域(以下次の d 及び７の(8)において「僻地」という。)に所在する病院であ

って、短期入所療養介護を行う病棟における看護・介護職員の員数については居宅サービス

基準に定める員数を満たし、正看比率も２割以上であるが、医師の員数が居宅サービス基準

に定める員数の６割未満であるもの(医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たも

のに限る。)においては、各類型の短期入所療養介護費又は特定病院療養病床短期入所療養

介護費若しくは特定認知症疾患型短期入所療養介護費のうち、看護・介護職員の配置に応じ

た所定単位数から 12単位を控除して得た単位数が算定される。 

ｄ 僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出ていない

病院又は僻地以外に所在する病院であって、短期入所療養介護を行う病棟における看護・介

護職員の員数については居宅サービス基準に定める員数を満たしている(正看比率は問わな

い)が、医師の員数が居宅サービス基準に定める員数の６割未満であるものにおいては、病

院療養病床短期入所療養介護費の(Ⅲ)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費の(Ⅱ)、ユ

ニット型病院療養病床短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介

護費若しくは特定病院療養病床短期入所療養介護費又は認知症疾患型短期入所療養介護費

にあっては、当該事業所の区分に応じ、認知症疾患型短期入所療養介護費の(Ⅰ)、(Ⅳ)若し

くは(Ⅴ)、認知症疾患型経過型短期入所療養介護費、特定認知症疾患型短期入所療養介護費

若しくはユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費の(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)の所定単位数に

100分の 90を乗じて得た単位数が算定される。 

ｅ なお、医師の配置について、人員基準欠如による所定単位数の減算が適用される場合は、

医療法施行規則(昭和 23年厚生省令第 50号)第 49条の規定が適用される病院に係る減算は

適用されない。 

ホ 特定診療費については、別途通知するところによるものとすること。 

ヘ 施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤務等看護(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定

するための届出については、本体施設である介護療養型医療施設について行われていれば、短期

入所療養介護については行う必要がないこと。 

ト 病院療養病床経過型短期入所療養介護費若しくはユニット型病院療養病床経過型短期入所療

養介護費又は認知症疾患型経過型短期入所療養介護費については、平成 24 年３月 31 日におい

て、当該短期入所療養介護費を算定している場合に限り算定できるものである。 

② 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)若しくは(Ⅱ)(ⅱ)若しくは

(ⅳ)又はユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)又は経過的ユニット型病

院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)を算定するための基準について 

イ 当該介護療養型医療施設における短期入所療養介護について、適用すべき所定単位数の算定区

分については、月の末日においてそれぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該

施設基準を満たさなくなった月の翌々月に変更の届出を行い、届出を行った月から当該届出に係

る短期入所療養介護費を算定することとなる。（ただし、翌月の末日において当該施設基準を満

たしていない場合を除く。） 

ロ 施設基準第 14 号ニ(２)(二)ａについては、ハに示す重篤な身体疾患を有する者と二に示す身

体合併症を有する認知症高齢者の合計についてヘに示す方法で算出した割合が、基準を満たすも

のであること。ただし、同一のものについて、重篤な身体疾患を有する者の基準及び身体合併症

を有する認知症高齢者の基準のいずれにも当てはまる場合は、いずれか一方にのみ含めるものと
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する。なお、当該基準を満たす利用者については、給付費請求明細書の摘要欄にハ又はニに示す

いずれの状態に適合するものであるかについて、記載要領に示す記号を用いてその状態を記入す

ること。 

ハ 施設基準 14 号ニ(２)(二)ａの「重篤な身体疾患を有する者」とは、次のいずれかに適合する

者いう。 

ａ ＮＹＨＡ分類Ⅲ以上の慢性心不全の状態 

ｂ Hugh-Jones 分類Ⅳ以上の呼吸困難の状態又は連続する１週間以上人工呼吸器を必要として

いる状態 

ｃ 各週２日以上の人工腎臓の実施が必要であり、かつ、次に掲げるいずれかの合併症を有する

状態。なお、人工腎臓の実施については、他科受診によるものであっても差し支えない。 

(ａ) 常時低血圧（収縮期血圧が 90mmHg以下） 

(ｂ) 透析アミロイド症で毛根管症候群や運動機能障害を呈するもの 

(ｃ) 出血性消化器病変を有するもの 

(ｄ) 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症のもの 

ｄ Child-Pugh分類Ｃ以上の肝機能障害の状態 

ｅ 連続する３日以上、ＪＣＳ100以上の意識障害が継続している状態 

ｆ 単一の凝固因子活性が 40％未満の凝固異常の状態 

ｇ 現に経口により食事を摂取している者であって、著しい摂食機能障害を有し、造影撮影（医

科診療報酬点数表中「造影剤使用撮影」をいう。）又は内視鏡検査（医科診療報酬点数表中「喉

頭ファイバースコピー」をいう。）により誤嚥が認められる（喉頭侵入が認められる場合を含

む。）状態 

ニ 施設基準第 14 号ニ(２)(二)ａの「身体合併症を有する認知症高齢者」とは、次のいずれかに

適合する者をいう。 

ａ 認知症であって、悪性腫瘍と診断された者 

ｂ 認知症であって、次に掲げるいずれかの疾病と診断された者 

(ａ) パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病） 

(ｂ) 多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群） 

(ｃ) 筋萎縮性側索硬化症 

(ｄ) 脊髄小脳変性症 

(ｅ) 広範脊柱管狭窄症 

(ｆ) 後縦靱帯骨化症 

(ｇ) 黄色靱帯骨化症 

(ｈ) 悪性関節リウマチ 

ｃ 認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢｂ、Ⅳ又はＭに該当する者 

ホ 施設基準第 14 号ニ(２)(二)ｂの「経管栄養」の実施とは、経鼻経管又は胃ろう若しくは腸ろ

うによる栄養の実施を指す。ただし、過去１年間に経管栄養が実施されていた者（入院期間が１

年以上である入院患者にあっては、当該入院期間中（入院時を含む。）に経管栄養が実施されて

いた者）であって、経口維持加算を算定している者又は管理栄養士が栄養ケア・マネジメントを

実施する者（令和２年度以前においては、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定されて

いた者）は、経管栄養が実施されている者として取り扱うものとすること。「喀痰吸引」の実施

とは、過去１年間に喀痰吸引が実施されていた者（入院期間が１年以上である入院患者にあって

は、当該入院期間中（入院時を含む。）に喀痰吸引が実施されていた者）であって、口腔衛生管

理加算を算定されている者又は平成 27 年度から令和２年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件
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を満たしている者（平成 26 年度以前においては、口腔機能維持管理加算又は口腔機能維持管理

体制加算を算定されていた者及び平成 27 年度から令和２年度においては口腔衛生管理加算又は

口腔衛生管理体制加算を算定されていた者）については、喀痰吸引が実施されている者として取

り扱うものとすること。「インスリン注射」の実施においては、自ら実施する者は除くものであ

ること。同一の者について、例えば、「喀痰吸引」と「経管栄養」の両方を実施している場合、

２つの処置を実施しているため、喀痰吸引と経管栄養を実施しているそれぞれの人数に含めるこ

と。 

ヘ 施設基準 14 号ニ(２)(二)ａ及び(二)ｂの基準については、次のいずれかの方法によるものと

し、小数点第３位以下は切り上げることとする。なお、ここにおいて入院患者等（当該療養病棟に

おける指定短期療養介護の利用者及び入院患者をいう。）とは、毎日 24時現在当該施設に入院し

ている者をいい、当該施設に入院してその日のうちに退院又は死亡した者を含むものであること。 

ａ 月の末日における該当者の割合によることとし、算定日が属する月の前３月において当該割

合の平均値が当該基準に適合していること 

ｂ 算定日が属する月の前３月において、当該基準を満たす入院患者等の入院述べ日数が全ての

入院患者等の入院述べ日数に占める割合によることとし、算定月の前３月において当該割合の

平均値が当該基準に適合していること。 

ト 施設基準第 14 号ニ(２)(三)の基準については、同号ニ(２)(三)ａからｄまでのすべてに適合

する入院患者等の入院述べ日数が、全ての入院患者等の入院述べ日数に占める割合が、基準を満

たすものであること。当該割合の算出に当たっては、小数点第３位以下は切り上げるものとする。

ただし、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族の来院が見込めないような場合も、

医師、看護職員、介護職員等が入院患者等の状態等に応じて随時、入院患者等に対するターミナ

ルケアについて相談し、共同してターミナルケアを行っていると認められる場合を含む。この場

合には、適切なターミナルケアが行われていることが担保されるよう、職員間の相談日時、内容

等を記録するとともに、本人の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず来院がなかった旨を

記録しておくことが必要である。ターミナルケアにあたっては、厚生労働省「人生の最終段階に

おける医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重

した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共

有等の支援に努めること。 

チ 施設基準第 14 号ニ(２)(四)における「生活機能を維持改善するリハビリテーション」とは、

以下の考え方によるものとする。 

ａ 可能な限りその入院患者等の居宅における生活への復帰を目指し、日常生活動作を維持改善

するリハビリテーションを、医師の指示を受けた作業療法士を中心とする多職種の共同によっ

て、医師の指示に基づき、療養生活の中で随時行うこと。 

ｂ 入院中のリハビリテーションに係るマネジメントについては「リハビリテーション・個別機

能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示について」（令和３年３月 16 日老認発 0316 第３号、老老発 0316 第２号）で考え方等

を示しているところであるが、生活機能を維持改善するリハビリテーションについても、この

考え方は適用されるものである。 

ｃ 具体的には、患者ごとに解決すべき日常生活動作上の課題の把握（アセスメント）を適切に

行い、改善に係る目標を設定し、計画を作成した上で、当該目標を達成するために必要なリハ

ビリテーションを、機能訓練室の内外を問わず、また時間にこだわらず療養生活の中で随時行

い、入院患者等の生活機能の維持改善に努めなければならないこと。 

リ 施設基準第14号ニ(２)(五)における「地域に貢献する活動」とは、以下の考え方によるものとする。 

-49-



 

 

ａ 地域との連携については、基準省令第 34 条において、地域住民又はその自発的な活動等と

の連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないと定めているところである

が、療養機能強化型介護療養型医療施設である医療機関においては、自らの創意工夫によって

更に地域に貢献する活動を行うこと。 

ｂ 当該活動は、地域住民への健康教室、認知症カフェ等、地域住民相互及び地域住民と当該介

護療養型医療施設である医療機関の入院患者等との交流に資するなど地域の高齢者に活動と参

加の場を提供するものであるよう努めること。 

 

 

 

 

 
 

（１）病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき) 

  ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ 

(一)（Ⅰ） 

 

看護６：１ 

介護４：１ 

要介護１ ７０８単位 ７３７単位 ７２７単位 ８１４単位 ８４９単位 ８３７単位 

要介護２ ８１３単位 ８４８単位 ８３６単位 ９２１単位 ９６０単位 ９４６単位 

要介護３ １，０４２単位 １，０８６単位 １，０７１単位 １，１４９単位 １，１９９単位 １，１８１単位 

要介護４ １，１３９単位 １，１８８単位 １，１７１単位 １，２４７単位 １，３００単位 １，２８０単位 

要介護５ １，２２７単位 １，２７９単位 １，２６１単位 １，３３４単位 １，３９１単位 １，３７０単位 

(二)（Ⅱ） 

 

看護６：１ 

介護５：１ 

要介護１ ６５２単位 ６６７単位 ７５９単位 ７７８単位   

要介護２ ７５７単位 ７７６単位 ８６６単位 ８８６単位   

要介護３ ９１４単位 ９３５単位 １，０２０単位 １，０４４単位   

要介護４ １，０６３単位 １，０８８単位 １，１７１単位 １，１９９単位   

要介護５ １，１０４単位 １，１３０単位 １，２１１単位 １，２４０単位   

(三)（Ⅲ） 

 

看護６：１ 

介護６：１ 

要介護１ ６２９単位 ７３８単位     

要介護２ ７３８単位 ８４６単位     

要介護３ ８８５単位 ９９３単位     

要介護４ １，０３７単位 １，１４６単位     

要介護５ １，０７７単位 １，１８６単位     

（２）病院療養病床経過型短期入所療養介護費（1日につき） 

  ⅰ ⅱ 

(一)（Ⅰ） 

 

看護６：１ 

介護４：１ 

要介護１ ７１７単位 ８２５単位 

要介護２ ８２４単位 ９３３単位 

要介護３ ９７１単位 １，０７８単位 

要介護４ １，０５９単位 １，１６８単位 

要介護５ １，１４８単位 １，２５６単位 

(二)（Ⅱ） 

 

看護８：１ 

介護４：１ 

要介護１ ７１７単位 ８２５単位 

要介護２ ８２４単位 ９３３単位 

要介護３ ９３０単位 １，０３７単位 

要介護４ １，０１９単位 １，１２５単位 

要介護５ １，１０７単位 １，２１６単位 
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（３）ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費（１日につき） 

ユニット型 経過的ユニット型 

 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

要介護１ ８３８単位 ８６７単位 ８５６単位 ８３８単位 ８６７単位 ８５６単位 

要介護２ ９４３単位 ９７７単位 ９６５単位 ９４３単位 ９７７単位 ９６５単位 

要介護３ １，１７２単位 １，２１６単位 １，２０１単位 １，１７２単位 １，２１６単位 １，２０１単位 

要介護４ １，２６９単位 １，３１７単位 １，３００単位 １，２６９単位 １，３１７単位 １，３００単位 

要介護５ １，３５６単位 １，４０８単位 １，３９０単位 １，３５６単位 １，４０８単位 １，３９０単位 

（４）ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費（1日につき） 

 ユニット型 経過的ユニット型 

要介護１ ８３８単位 ８３８単位 

要介護２ ９４３単位 ９４３単位 

要介護３ １，０８２単位 １，０８２単位 

要介護４ １，１７０単位 １，１７０単位 

要介護５ １，２５７単位 １，２５７単位 

（５）特定病院療養病床短期入所療養介護費（1日につき） 

（一）３時間以上４時間未満 ６７０単位  

（二）４時間以上６時間未満 ９２８単位  

（三）６時間以上８時間未満 １，２８９単位  

 

注１ (１)から(４)までについて、療養病床(医療法(昭和 23年法律第 205号)第７条第２項第４号に規定す

る療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生

労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関

する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病棟(療養病床に係

るものに限る。)において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別

に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単

位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位

数から 25 単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護

職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところによ

り算定する。 
 

特定診療所短期入所療養介護費について 

注２ (５)について、療養病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大

臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基

準を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病棟(療養病床に係るもの

に限る。)において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、日中のみの指定短期入

所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の

指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該

夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から 25 単位を控除して得た

単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣

が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 

 

ユニットにおける職員に係る減算について 

注３ (３)及び(４)について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、１日につき所定単位数

の 100分の 97に相当する単位数を算定する。 
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病院療養病床療養環境減算について 

注４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所については、病院療養病

床療養環境減算として、１日につき 25単位を所定単位数から減算する。 

 

医師の配置に関する減算について 

注５ 医師の配置について、医療法施行規則(昭和 23年厚生省令第 50号)第 49条の規定が適用されている

病院については、１日につき 12単位を所定単位数から減算する。 
 
夜勤勤務等看護の加算について 

注６ (１)から(４)までについて、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満

たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区

分に従い、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

イ 夜間勤務等看護(Ⅰ) 23単位 

ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ) 14単位 

ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ) 14単位 

ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ) ７単位 
 
認知症行動・心理症状緊急対応加算について 

注７ (１)から(４)までについて、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困

難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入

所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して７日を限度として、１日につき 200単位を

所定単位数に加算する。 
 

緊急短期入所受入加算について 

注８ 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていな

い指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から

起算して７日（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、１４日）

を限度として１日につき 90 単位を所定単位数に加算する。ただし、注７を算定している場合は、算定

しない。 

 

若年性認知症患者受入加算について 

注９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療

養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認

知症利用者受入加算として、(１)から(４)までについては１日につき 120単位を、(５)については１日

につき 60単位を所定単位数に加算する。ただし、注７を算定している場合は、算定しない。 
 

送迎加算について 

注 10 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、

その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき 184単位を所定単位数

に加算する。 
 
注 11 次のいずれかに該当する者に対して、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)、病院療養病床短期入所

療養介護費(Ⅱ)若しくは病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)又は病院療養病床経過型短期入所療養

介護費(Ⅰ)若しくは病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)を支給する場合は、それぞれ、病院療

養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)、病院療養

病床短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)若しくは病院療養

病床短期入所療養介護費(Ⅲ)の病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)又は病院療養病床経過型短期入

所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは病院療養病床経過型短期入

所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)を算定する。 

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者 

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者 

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがある

として、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者 
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注 12 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１及び注６の規定による届出に相当する

介護療養施設サービス(健康保険法等の一部を改正する法律(平成 18年法律第 83号)附則第 130条の２

第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第 26 条の規定による改正前の法第 8 条第

26項に規定する介護療養施設サービスをいう。以下同じ。)に係る届出があったときは、注１及び注６

の規定による届出があったものとみなす。 

 

30日連続の利用について 

注 13 利用者が連続して 30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える

日以降に受けた指定短期入所療養介護については、療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

は、算定しない。 

 

(６) 療養食加算 ８単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の

提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、１

日につき３回を限度として、所定単位数を加算する。 

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。 

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。 

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所におい

て行われていること。 
 
(７) 認知症専門ケア加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事等に届け出た指定短期入

所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合

は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げ

るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

① 認知症専門ケア加算(Ⅰ) ３単位 

② 認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位 
 
(８) 特定診療費 

注 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生

労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に 10 円を乗じて得た額を

算定する。 

 

(９) サービス提供体制強化加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所

療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に

従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

① サービス提供体制強化加算(Ⅰ)  ２２単位 

② サービス提供体制強化加算(Ⅱ)  １８単位 

③ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)   ６単位 

 

(10) 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月３１日までの間、次に掲げる単位数を所

定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。 

① 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)  (１)から(９)までにより算定した単位数の 1000 分の 26 に相

当する単位数 
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② 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)  (１)から(９)までにより算定した単位数の 1000 分の 19 に相

当する単位数 

③ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)  (１)から(９)までにより算定した単位数の 1000 分の 10 に相

当する単位数 
 
 (11) 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算 

定しない。 

① 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)  (１)から(９)までにより算定した単位数の 1000分の 15

に相当する単位数 

② 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)  (１)から(９)までにより算定した単位数の 1000分の 11

に相当する単位数 
 

（12）介護職員等ベースアップ等支援加算（令和４年１０月１日新設） 

共通サービス資料参照 

 

ハ 診療所における短期入所療養介護費 

（１）診療所短期入所療養介護費(1日につき) 

  ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ 

(一)（Ⅰ） 

 

看護６：１ 

介護６：１ 

要介護１ ６９０単位 ７１７単位 ７０８単位 ７９６単位 ８２９単位 ８１８単位 

要介護２ ７４０単位 ７７０単位 ７５９単位 ８４６単位 ８８２単位 ８７０単位 

要介護３ ７８９単位 ８２２単位 ８１０単位 ８９７単位 ９３４単位 ９２１単位 

要介護４ ８３９単位 ８７４単位 ８６１単位 ９４５単位 ９８５単位 ９７１単位 

要介護５ ８８９単位 ９２６単位 ９１３単位 ９９５単位 １,０３７単位 １,０２３単位 

(二)（Ⅱ） 

 

看護・介護 

３：１ 

要介護１ ６１１単位 ７１９単位     

要介護２ ６５６単位 ７６３単位     

要介護３ ７００単位 ８０８単位     

要介護４ ７４６単位 ８５３単位     

要介護５ ７９０単位 ８９８単位     

（２）ユニット型診療所短期入所療養介護費（1日につき） 

ユニット型 経過的ユニット型 

 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

要介護１ ８１８単位 ８４６単位 ８３６単位 ８１８単位 ８４６単位 ８３６単位 

要介護２ ８６９単位 ８９９単位 ８８８単位 ８６９単位 ８９９単位 ８８８単位 

要介護３ ９１８単位 ９５０単位 ９３９単位 ９１８単位 ９５０単位 ９３９単位 

要介護４ ９６７単位 １，００１単位 ９８９単位 ９６７単位 １，００１単位 ９８８単位 

要介護５ １，０１７単位 １，０５４単位 １，０４０単位 
 １，０１７単

位 
１，０５４単位 １，０４０単位 

（３）特定診療所療養病床短期入所療養介護費（1日につき） 

（一）３時間以上４時間未満 ６７０単位  

（二）４時間以上６時間未満 ９２８単位  

（三）６時間以上８時間未満 １，２８９単位  
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注１ (１)及び(２)について、診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定

める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病室に

おいて、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定

める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。た

だし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるとこ

ろにより算定する。 

 

注２ (３)について、診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設

基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病室において、利

用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合

に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を

行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大

臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 

 

ユニットにおける職員に係る減算について 

注３ (２)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、１日につき所定単位数の 100

分の 97に相当する単位数を算定する。 
 
診療所設備基準減算 

注４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所については、診療所設備

基準減算として、１日につき 60単位を所定単位数から減算する。 

 

注５ 別に厚生労働大臣が定める施設基準【※７】に該当する指定短期入所療養介護事業所については、１

日につき 25単位を所定単位数から減算する。 

……………………………………………………………………………………………………………………………

【※７】別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。 

指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のハ(１)か(３)までの注５における別に厚生労働大臣が定める施

設基準 

指定短期入所療養介護事業所において食堂を有していないこと。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

認知症行動・心理症状緊急対応加算について 

注６ (１)及び(２)について、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難で

あり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所療

養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して７日を限度として、１日につき 200単位を所定

単位数に加算する。 

 

緊急短期入所受入加算について 

注７ 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていな

い指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から

起算して７日（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、１４日）

を限度として１日につき 90 単位を所定単位数に加算する。ただし、注６を算定している場合は、算定

しない。 

 

若年性認知症利用者受入加算について 

注８ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療

養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認

知症利用者受入加算として、(１)及び(２)については１日につき 120単位を、(３)については１日につ

き 60単位を所定単位数に加算する。ただし、注６を算定している場合は、算定しない。 
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送迎加算について 

注９ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、

その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき 184単位を所定単位数

に加算する。 

 

注 10 次のいずれかに該当する者に対して、診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)又は診療所短期入所療養介護

費(Ⅱ)を支給する場合は、それぞれ、診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)の診療所短期入所療養介護費(ⅳ)、

(ⅴ)若しくは(ⅵ)又は診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)の診療所短期入所療養介護費(ⅱ)を算定する。 

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者 

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者 

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがある

として、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者 

 

注 11 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１の規定による届出に相当する介護療養

施設サービスに係る届出があったときは、注１の規定による届出があったものとみなす。 

 

30日連続の利用について 

注 12 利用者が連続して 30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える

日以降に受けた指定短期入所療養介護については、診療所における短期入所療養介護費は、算定しない。 

 

(４) 療養食加算 ８単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の

提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、１

日につき３回を限度として、所定単位数を加算する。 

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。 

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。 

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所におい

て行われていること。 

 

(５) 認知症専門ケア加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所

療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるい

ずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

① 認知症専門ケア加算(Ⅰ) ３単位 

② 認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位 

 

(６) 特定診療費 

注 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生

労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に 10 円を乗じて得た額を

算定する。 
 
 
(７) サービス提供体制強化加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所

療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に

従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

① サービス提供体制強化加算(Ⅰ)  ２２単位 

② サービス提供体制強化加算(Ⅱ)  １８単位 

③ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)   ６単位 
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(８) 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月３１日までの間、次に掲げる単位数を所

定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。 

① 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)  (１)から(７)までにより算定した単位数の 1000 分の 26 に相

当する単位数 

② 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)  (１)から(７)までにより算定した単位数の 1000 分の 19 に相

当する単位数 

③ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)  (１)から(７)までにより算定した単位数の 1000 分の 10 に相

当する単位数 

 

(９) 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 

① 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)  (１)から(７)までにより算定した単位数の 1000分の 15

に相当する単位数 

② 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)  (１)から(７)までにより算定した単位数の 1000分の 11

に相当する単位数 

 

（１０）介護職員等ベースアップ等支援加算（令和４年１０月１日新設） 

共通サービス資料参照 

 

 

ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費 

（１）認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき) 

  ⅰ ⅱ 

(一)（Ⅰ） 

 

看護３：１ 

介護６：１ 

〈大学病院等〉 

要介護１ １，０４２単位 １，１５０単位 

要介護２ １，１０８単位 １，２１６単位 

要介護３ １，１７３単位 １，２８０単位 

要介護４ １，２３９単位 １，３４８単位 

要介護５ １，３０５単位 １，４１２単位 

(二)（Ⅱ） 

 

看護４：１ 

介護４：１ 

〈一般病院〉 

要介護１ ９８６単位 １，０９４単位 

要介護２ １，０５５単位 １，１６３単位 

要介護３ １，１２４単位 １，２３０単位 

要介護４ １，１９３単位 １，３０２単位 

要介護５ １，２６０単位 １，３６９単位 

(三)（Ⅲ） 

 

看護４：１ 

介護５：１ 

〈一般病院〉 

要介護１ ９５８単位 １，０６６単位 

要介護２ １，０２５単位 １，１３２単位 

要介護３ １，０９１単位 １，２００単位 

要介護４ １，１５８単位 １，２６６単位 

要介護５ １，２２４単位 １，３３３単位 
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(四)（Ⅳ） 

 

看護４：１ 

介護６：１ 

〈一般病院〉 

要介護１ ９４２単位 １，０４９単位 

要介護２ １，００８単位 １，１１６単位 

要介護３ １，０７３単位 １，１８０単位 

要介護４ １，１３８単位 １，２４７単位 

要介護５ １，２０４単位 １，３１２単位 

(五)（Ⅴ） 

 

経過措置型 

〈一般病院〉 

要介護１ ８８１単位 ９９０単位 

要介護２ ９４７単位 １，０５５単位 

要介護３ １，０１３単位 １，１２１単位 

要介護４ １，０７８単位 １，１８６単位 

要介護５ １，１４３単位 １，２５１単位 

（２）認知症疾患型経過型短期入所療養介護費（1日につき） 

 Ⅰ Ⅱ 

要介護１ ７８６単位 ８９４単位 

要介護２ ８５０単位 ９６０単位 

要介護３ ９１７単位 １，０２５単位 

要介護４ ９８３単位 １，０９１単位 

要介護５ １，０４８単位 １，１５６単位 

（３）ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（1日につき） 

  ユニット型 経過的ユニット型 

(一)（Ⅰ） 

 

〈大学病院等〉 

要介護１ １，１７１単位 １，１７１単位 

要介護２ １，２３６単位 １，２３６単位 

要介護３ １，３０３単位 １，３０３単位 

要介護４ １，３６８単位 １，３６８単位 

要介護５ １，４３４単位 １，４３４単位 

(二)（Ⅱ） 

 

〈一般病院〉 

要介護１ １，１１５単位 １，１１５単位 

要介護２ １，１８３単位 １，１８３単位 

要介護３ １，２５３単位 １，２５３単位 

要介護４ １，３２２単位 １，３２２単位 

要介護５ １，３９０単位 １，３９０単位 
 
 

 

 

 

 

 

注１ (１)から(３)までについて、老人性認知症疾患療養病棟(指定居宅サービス基準第 144 条に規定する

老人性認知症疾患療養病棟をいう。以下同じ。)を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であ

って、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにお

ける当該届出に係る老人性認知症疾患療養病棟において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該

施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区

分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職

員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより

算定する。 

 

（４）特定認知症疾患型短期入所療養介護費 

（一）３時間以上４時間未満 ６７０単位  

（二）４時間以上６時間未満 ９２７単位  

（三）６時間以上８時間未満 １，２８８単位  
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特定認知症対応型短期入所療養介護費について 

注２ (４)について、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける

当該届出に係る老人性認知症疾患療養病棟において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に

対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介

護計画に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定

単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大

臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 

 

ユニットにおける職員に係る減算について 

注３ (３)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、１日につき所定単位数の 100

分の 97に相当する単位数を算定する。 

 

緊急短期入所受入加算について 

注４ 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていな

い指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から

起算して７日（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、１４日）

を限度として１日につき 90単位を所定単位数に加算する。 

 

送迎加算 

注５ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、

その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき 184単位を所定単位数

に加算する。 

 

注６ 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)、認知症疾患型短期入所

療養介護費(Ⅱ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)若しく

は認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ)又は認知症疾患型経過型短期入所療養介護費を支給する場合

は、それぞれ、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症

疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型短期入所療養介

護費(Ⅲ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)の認知症疾患

型短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ)の認知症疾患型短期入所療

養介護費(ⅱ)又は認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定する。 

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者 

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者 

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがある

として、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者 

 

注７ 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１の規定による届出に相当する介護療養施

設サービスに係る届出があったときは、注１の規定による届出があったものとみなす。 

 

30日連続の利用について 

注８ 利用者が連続して 30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える

日以降に受けた指定短期入所療養介護については、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短

期入所療養介護費は、算定しない。 

 

(５) 療養食加算 ８単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の

提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、１

日につき３回を限度として、所定単位数を加算する。 

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。 

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。 
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ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所におい

て行われていること。 
 
(６) 特定診療費 

注 利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定め

るものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に 10円を乗じて得た額を算定する。 

 

(７) サービス提供体制強化加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所

療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に

従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

① サービス提供体制強化加算(Ⅰ)  ２２単位 

② サービス提供体制強化加算(Ⅱ)  １８単位 

③ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)   ６単位 

 

(８) 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして

都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行っ

た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月３１日までの間、次に掲げる単位数を所定単位

数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他

の加算は算定しない。 

① 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)  (１)から(７)までにより算定した単位数の 1000 分の 26 に相

当する単位数 

② 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)  (１)から(７)までにより算定した単位数の 1000 分の 19 に相

当する単位数 

③ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)  (１)から(７)までにより算定した単位数の 1000 分の 10 に相

当する単位数 

 

 (９) 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして

都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行っ

た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し

ない。 

① 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)  (１)から(７)までにより算定した単位数の 1000分の 15

に相当する単位数 

② 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)  (１)から(７)までにより算定した単位数の 1000分の 11

に相当する単位数 

 

（１０）介護職員等ベースアップ等支援加算（令和４年１０月１日新設） 

共通サービス資料参照 

 

ホ 介護医療院における短期入所療養介護費 
留意事項（病院又は診療所における短期入所療養介護費） 

① 介護医療院短期入所療養介護費を算定するための基準について 

イ この場合の短期入所療養介護には、介護医療院の空きベッドを利用して行われるものであることから、

所定単位数の算定（職員の配置数の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介護支援専門員に係るものを除

く。）・夜勤体制及び療養環境による所定単位数の減算及び加算については、介護医療院の本体部分と常
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に一体的な取扱いが行われるものであること。したがって、緊急時施設診療費については、８の(29)を

準用すること。また、注 11 により、施設基準及び夜勤職員の基準を満たす旨の届出については、本体

施設である介護医療院について行われていれば、短期入所療養介護については行う必要がないこと。 

ロ 介護医療院である短期入所療養介護事業所の人員基準欠如による所定単位数の減算の基準は、通所介

護費等の算定方法第４号ニ(２)において規定しているところであるが、具体的な取扱いは以下のとおり

であること。 

ａ 医師、薬剤師、看護職員及び介護職員の員数が居宅サービス基準に定める員数を満たさない場合は、

所定単位数に 100分の 70を乗じて得た単位数が算定される。 

ｂ 短期入所療養介護を行う療養棟において、看護・介護職員の員数については居宅サービス基準に定

める員数を満たすが、看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合が２割未満である場合は、Ⅰ型

介護医療院短期入所療養介護費の(Ⅲ)、Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費、ユニット型Ⅰ型介

護医療院短期入所療養介護費の(Ⅱ)、ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費に 100分の

90を乗じて得た単位数が算定される。 

ハ 特別診療費については、別途通知するところによるものとすること。 

ニ 施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤務等看護(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定するため

の届出については、本体施設である介護医療院について行われていれば、短期入所療養介護については

行う必要がないこと。 

② Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費（併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う短期入所療養介

護の場合）又はユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費（併設型小規模ユニット型介護医療院以外

のユニット型介護医療院が行う短期入所療養介護の場合）を算定するための基準について 

イ 当該介護医療院における短期入所療養介護について、適用すべき所定単位数の算定区分については、

月の末日においてそれぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさなく

なった月の翌々月に変更の届出を行い、届出を行った月から当該届出に係る短期入所療養介護費を算定

することとなる。（ただし、翌月の末日において当該施設基準を満たしている場合を除く。） 

ロ 施設基準第 14 号ヨ(１)(一)ｈⅰ又は施設基準第 14 号ヨ(２)(一)ｂⅰについては、ハに示す重篤な身

体疾患を有する者とニに示す身体合併症を有する認知症高齢者の合計についてトに示す方法で算出し

た割合が、基準を満たすものであること。ただし、同一の者について、重篤な身体疾患を有する者の基

準及び身体合併症を有する認知症高齢者の基準のいずれにも当てはまる場合は、いずれか一方にのみ含

めるものとする。なお、当該基準を満たす利用者については、給付費請求明細書の摘要欄に、ハ又はニ

に示すいずれの状態に適合するものであるかについて、記載要領に示す記号を用いてその状態を記入す

ること。 

ハ 施設基準第14号ヨ(１)(一)ｈⅰ又は施設基準第14号ヨ(２)(一)ｂⅰの「重篤な身体疾患を有する者」

とは、次のいずれかに適合する者をいう。 

ａ ＮＹＨＡ分類Ⅲ以上の慢性心不全の状態 

ｂ Ｈｕｇｈ－Ｊｏｎｅｓ分類Ⅳ以上の呼吸困難の状態又は連続する１週間以上人工呼吸器を必要と

している状態 

ｃ 各週２日以上の人工腎臓の実施が必要であり、かつ、次に掲げるいずれかの合併症を有する状態。

なお、人工腎臓の実施については、他科受診によるものであっても差し支えない。 

(a) 常時低血圧（収縮期血圧が 90mmHg以下） 

(b) 透析アミロイド症で毛根管症候群や運動機能障がいを呈するもの 

(c) 出血性消化器病変を有するもの 

(d) 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症のもの 

ｄ Ｃｈｉｌｄ－Ｐｕｇｈ分類Ｃ以上の肝機能障がいの状態 
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ｅ 連続する３日以上、ＪＣＳ100以上の意識障がいが継続している状態 

ｆ 単一の凝固因子活性が 40％未満の凝固異常の状態 

ｇ 現に経口により食事を摂取している者であって、著しい摂食機能障がいを有し、造影撮影（医科

診療報酬点数表中「造影剤使用撮影」をいう。）又は内視鏡検査（医科診療報酬点数表中「喉頭ファ

イバースコピー」をいう。）により誤嚥が認められる（喉頭侵入が認められる場合を含む。）状態 

ニ 施設基準第 14 号ヨ(１)(一)ｈⅰ又は施設基準第 14 号ヨ(２)(一)ｂⅰの「身体合併症を有する認知症

高齢者」とは、次のいずれかに適合する者をいう。 

ａ 認知症であって、悪性腫瘍と診断された者 

ｂ 認知症であって、次に掲げるいずれかの疾病と診断された者 

(a) パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病） 

(b) 多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群） 

(c) 筋萎縮性側索硬化症 

(d) 脊髄小脳変性症 

(e) 広範脊柱管狭窄症 

(f) 後縦靱帯骨化症 

(g) 黄色靱帯骨化症 

(h) 悪性関節リウマチ 

ｃ 認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢｂ、Ⅳ又はＭに該当する者 

ホ 施設基準第 14 号ヨ(１)(一)ｈⅱ又は施設基準第 14 号ヨ(２)(一)ｂⅱについては、喀痰吸引、経管栄

養又は 

インスリン注射が実施された者の合計についてトに示す方法で算出した割合が、基準を満たすものであるこ

と。 

へ 施設基準第 14 号ヨ(１)(一)ｈⅱ又は施設基準第 14 号ヨ(２)(一)ｂⅱの「経管栄養」の実施とは、経

鼻経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を指す。ただし、過去１年間に経管栄養が実施され

ていた者（入所期間が１年以上である入所者にあっては、当該入所期間中（入所時を含む。）に経管栄

養が実施されていた者）であって、経口維持加算を算定している者又は管理栄養士が栄養ケア・マネジ

メントを実施する者（令和２年度以前においては、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定され

ていた者）については、経管栄養が実施されている者として取り扱うものとすること。「喀痰吸引」の

実施とは、過去１年間に喀痰吸引が実施されていた者（入所期間が１年以上である入所者にあっては、

当該入所期間中（入所時を含む。）に喀痰吸引が実施されていた者）であって、口腔衛生管理加算を算

定されている者又は平成３０年度から令和２年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしている

者（平成３０年度から令和２年度においては口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されて

いた者）については、喀痰吸引が実施されている者として取り扱うものとすること。「インスリン注射」

の実施においては、自ら実施する者は除くものであること。同一の者について、例えば、「喀痰吸引」

と「経管栄養」の両方を実施している場合、２つの処置を実施しているため、喀痰吸引と経管栄養を実

施しているそれぞれの人数に含めること。 

ト 施設基準第 14 号ヨ(１)(一)ｈのⅰ及びⅱ又は施設基準第 14 号ヨ(２)(一)ｂのⅰ及びⅱの基準につい

ては、次のいずれかの方法によるものとし、小数点第３位以下は切り上げることとする。なお、ここに

おいて入所者等（当該介護医療院における指定短期入所療養介護の利用者及び入所者をいう。以下３に

おいて同じ。）とは、毎日 24時現在当該施設に入所している者をいい、当該施設に入所してその日のう

ちに退所又は死亡した者を含むものであること。 

ａ 月の末日における該当者の割合によることとし、算定日が属する月の前３月において当該割合の

平均値が当該基準に適合していること 
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ｂ 算定日が属する月の前３月において、当該基準を満たす入所者等の入所延べ日数が全ての入所者

等の入所延べ日数に占める割合によることとし、算定月の前３月において当該割合の平均値が当該

基準に適合していること。 

チ 施設基準第 14 号ヨ(１)(一)ｉ又は施設基準第 14 号ヨ(２)(一)ｃの基準については、同号ⅰからⅲま

でのすべてに適合する入所者等の入所延べ日数が、全ての入所者等の入所延べ日数に占める割合が、基

準を満たすものであること。当該割合の算出にあたっては、小数点第３位以下は切り上げるものとする。

ただし、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族の来所が見込めないような場合も、医師、

看護職員、介護職員等が入所者等の状態等に応じて随時、入所者等に対するターミナルケアについて相

談し、共同してターミナルケアを行っていると認められる場合を含む。この場合には、適切なターミナ

ルケアが行われていることが担保されるよう、職員間の相談日時、内容等を記録するとともに、本人の

状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず来所がなかった旨を記載しておくことが必要である。ター

ミナルケアにあたっては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガ

イドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が

連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等の支援に努めること。 

リ 施設基準第 14号ヨ(１)(一)ｆにおける「生活機能を維持改善するリハビリテーション」とは、以下の

考え方によるものとする。 

ａ 可能な限りその入所者等の居宅における生活への復帰を目指し、日常生活動作を維持改善するリ

ハビリテーションを、医師の指示を受けた作業療法士を中心とする多職種の共同によって、医師の

指示に基づき、療養生活の中で随時行うこと。 

ｂ 生活機能を維持改善するリハビリテーションについても、「リハビリテーション・個別機能訓練、

栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ

いて」第２のⅢの考え方は適用されるものである。具体的には、入所者等ごとに解決すべき日常生

活動作上の課題の把握（アセスメント）を適切に行い、改善に係る目標を設定し、計画を作成した

上で、当該目標を達成するために必要なリハビリテーションを、機能訓練室の内外を問わず、また

時間にこだわらず療養生活の中で随時行い、入所者等の生活機能の維持改善に努めなければならな

いこと。 

ヌ 施設基準第 14号ヨ(１)(一)ｇにおける「地域に貢献する活動」とは、以下の考え方によるものとする。 

ａ 地域との連携については、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成 30 年

厚労省令第５号。以下「介護医療院基準」という。）第 39条において、地域住民又はその自発的な

活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないと定めているところで

あるが、Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき介護医療院においては、自らの創意

工夫によって更に地域に貢献する活動を行うこと。 

ｂ 当該活動は、地域住民への介護予防を含む健康教室、認知症カフェ等、地域住民相互及び地域住

民と当該介護医療院の入所者等との交流に資するなど地域の高齢者に活動と参加の場を提供する

ものであるよう努めること。 

③ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費（併設型小規模介護医療院の介護医療院が行う短期入所療養介護の

場合）又はユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費（併設型小規模ユニット型介護医療院のユニッ

ト型介護医療院が行う短期入所療養介護の場合）を算定するための基準について 

②を準用する。この場合において、②ヘ中「経鼻経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施」と

あるのは「経鼻経管、胃ろう若しくは腸ろう又は中心静脈栄養による栄養の実施」と、同チ中「同号ⅰか

らⅳまでのすべてに適合する入所者等の入所延べ日数が、全ての入所者等の入所延べ日数に占める割合」

とあるのは「同号ⅰからⅳまでのすべてに適合する入所者等の入所延べ日数が、全ての入所者等の入所延

べ日数に占める割合と、19 を当該併設型小規模介護医療院におけるⅠ型療養床数で除した数で除した数
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との積」と読み替えるものとする。 

④ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費（併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う短期入所療養介

護の場合）又はユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費（併設型小規模ユニット型介護医療院以外

の介護医療院が行う短期入所療養介護の場合）を算定するための基準について 

イ 当該介護医療院における短期入所療養介護について、適用すべき所定単位数の算定区分については、

月の末日においてそれぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさなく

なった月の翌々月に変更の届出を行い、届出を行った月から当該届出に係る短期入所療養介護費を算定

することとなる。（ただし、翌月の末日において当該施設基準を満たしている場合を除く。） 

ロ 施設基準第 14号タ(１)(一)ｅⅰについては、認知症高齢者の日常生活自立度のランクＭに該当する者

の合計についてヘに示す方法で算出した割合が、基準を満たすものであること。 

ハ 施設基準第 14号タ(１)(一)ｅⅱについては、喀痰吸引又は経管栄養が実施された者の合計についてヘ

に示す方法で算出した割合が、基準を満たすものであること。 

ニ 施設基準第 14号タ(１)(一)ｅⅱの「経管栄養」の実施とは、経鼻経管又は胃ろう若しくは腸ろうによ

る栄養の実施を指す。ただし、過去１年間に経管栄養が実施されていた者（入所期間が１年以上である

入所者にあっては、当該入所期間中（入所時を含む。）に経管栄養が実施されていた者）であって、経

口維持加算を算定している者又は管理栄養士が栄養ケア・マネジメントを実施する者（令和２年度以前

においては、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定されていた者）は、経管栄養が実施されて

いる者として取り扱うものとすること。「喀痰吸引」の実施とは、過去１年間に喀痰吸引が実施されて

いた者（入所期間が１年以上である入所者にあっては、当該入所期間中（入所時を含む。）に喀痰吸引

が実施されていた者）であって、口腔衛生管理加算を算定されている者又は平成 30 年度から令和２年

度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしている者（平成 30 年度から令和２年度においては口腔

衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されていた者）については、喀痰吸引が実施されている

者として取り扱うものとすること。同一の者について、例えば、「喀痰吸引」と「経管栄養」の両方を実

施している場合、２つの処置を実施しているため、喀痰吸引と経管栄養を実施しているそれぞれの人数

に含める。 

ホ 施設基準第 14号タ(１)(一)ｅⅲについては、認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅣ又はＭに該当

する者の合計についてヘに示す方法で算出した割合が、基準を満たすものであること。 

ヘ 施設基準第 14号タ(１)(一)ｅのⅰからⅲの基準については、次のいずれかの方法によるものとし、小

数点第３位以下は切り上げることとする。なお、ここにおいて入所者等（当該介護医療院における指定

短期入所療養介護の利用者及び入所者をいう。以下３において同じ。）とは、毎日 24時現在当該施設に

入所している者をいい、当該施設に入所してその日のうちに退所又は死亡した者を含むものであること。 

ａ 月の末日における該当者の割合によることとし、算定日が属する月の前３月において当該割合の

平均値が当該基準に適合していること 

ｂ 算定日が属する月の前３月において、当該基準を満たす入所者等の入所延べ日数が全ての入所者

等の入所延べ日数に占める割合によることとし、算定月の前３月において当該割合の平均値が当該

基準に適合していること。 

⑤ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費（併設型小規模介護医療院が行う短期入所療養介護の場合）又はユ

ニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費（併設型小規模ユニット型介護医療院が行う短期入所療養介

護の場合）を算定するための基準について 

イ ④イを準用する。 

ロ 施設基準第 14号タ(１)(二)ｄⅰについては、認知症高齢者の日常生活自立度のランクＭに該当する者

の合計についてヘに示す方法で算出した割合と 19 を当該小規模介護医療院におけるⅡ型療養床数で除

した数との積が基準を満たすものであること。 
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ハ 施設基準第 14号タ(１)(二)ｄⅱについては、喀痰吸引又は経管栄養が実施された者の合計についてヘ

に示す方法で算出した割合と 19 を当該小規模介護医療院におけるⅡ型療養床数で除した数との積が基

準を満たすものであること。 

ニ 施設基準第 14号タ(１)(二)ｄⅱの「経管栄養」の実施とは、経鼻経管又は胃ろう若しくは腸ろうによ

る栄養の実施を指す。ただし、過去１年間に経管栄養が実施されていた者（入所期間が１年以上である

入所者にあっては、当該入所期間中（入所時を含む。）に経管栄養が実施されていた者）であって、経

口維持加算を算定している者又は管理栄養士が栄養ケア・マネジメントを実施する者（令和２年度以前

においては、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定されていた者）は、経管栄養が実施されて

いる者として取り扱うものとすること。「喀痰吸引」の実施とは、過去１年間に喀痰吸引が実施されて

いた者（入所期間が１年以上である入所者にあっては、当該入所期間中（入所時を含む。）に喀痰吸引

が実施されていた者）であって、口腔衛生管理加算を算定されている者又は平成 30 年度から令和２年

度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしている者（平成 30 年度から令和２年度においては口腔

衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されていた者）については、喀痰吸引が実施されている

者として取り扱うものとすること。同一の者について、例えば、「喀痰吸引」と「経管栄養」の両方を実

施している場合、２つの処置を実施しているため、喀痰吸引と経管栄養を実施しているそれぞれの人数

に含める。 

ホ 施設基準第 14号タ(１)(二)ｄⅲについては、認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅣ又はＭに該当

する者の合計についてヘに示す方法で算出した割合と 19 を当該小規模介護医療院におけるⅡ型療養床

数で除した数との積が基準を満たすものであること。 

ヘ 施設基準第 14号タ(１)(二)ｄのⅰからⅲの基準については、次のいずれかの方法によるものとし、小

数点第３位以下は切り上げることとする。なお、ここにおいて入所者等（当該介護医療院における指定

短期入所療養介護の利用者及び入所者をいう。以下３において同じ。）とは、毎日 24時現在当該施設に

入所している者をいい、当該施設に入所してその日のうちに退所又は死亡した者を含むものであること。 

ａ 月の末日における該当者の割合によることとし、算定日が属する月の前３月において当該割合の

平均値が当該基準に適合していること 

ｂ 算定日が属する月の前３月において、当該基準を満たす入所者等の入所延べ日数が全ての入所者

等の入所延べ日数に占める割合によることとしは改正部分、算定月の前３月において当該割合の平

均値が当該基準に適合していること。 

⑥ 特別介護医療院短期入所療養介護費又はユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費を算定するため

の基準について 

施設基準第 14号レ又はネを満たすものであること。 

⑦ 特定介護医療院短期入所療養介護費について 

１ 利用対象者は、在宅において生活しており、当該サービスを提供するに当たり、常時介護職員による観

察を必要とする難病等を有する重度者又はがん末期の利用者を想定している。 

２ 所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内

容の短期入所療養介護を行うための標準的な時間によることとされたところであり、単に、当日のサービ

ス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、

短期入所療養介護のサービスが提供されているとは認められないものであること。したがって、この場合

は当初計画に位置付けられた所要時間に応じた所定単位数が算定されるものであること（このような家族

等の出迎え等までの間の「預かり」サービスについては、利用者から別途料金を徴収して差し支えない。）

また、ここでいう短期入所療養介護を行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含まれないものであ

ること。 

これに対して、短期入所療養介護計画上６時間以上８時間未満の短期入所療養介護を予定していたが、

-65-



 

 

当日の利用者の心身の状況から、５時間の短期入所療養介護を行った場合には、６時間以上８時間未満の

短期入所療養介護の単位数を算定できる。 

⑧ 栄養管理について 

栄養士が、各利用者の年齢等に応じて適切な栄養量及び内容の食事提供を行う体制を整備し、各利用者の

栄養状態にあった栄養管理を行うこと。 
 

(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費（１日につき） 

  a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(i)  b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)  

(一)Ⅰ型介

護医療院短

期入所療養

介護費(Ⅰ) 

要介護１ ７６２単位      ８７５単位      

要介護２ ８７４単位      ９８５単位      

要介護３ １，１１２単位      １，２２４単位      

要介護４ １，２１４単位      １，３２５単位      

要介護５ １，３０５単位      １，４１６単位      

(二)Ⅰ型介

護医療院短

期入所療養

介護費(Ⅱ) 

要介護１ ７５２単位      ８６２単位      

要介護２ ８６１単位      ９７２単位      

要介護３ １，０９６単位      １，２０７単位      

要介護４ １，１９７単位      １，３０６単位      

要介護５ １，２８７単位      １，３９６単位      

(三)Ⅰ型介

護医療院短

期入所療養

介護費(Ⅲ) 

要介護１ ７３６単位      ８４６単位      

要介護２ ８４５単位      ９５５単位      

要介護３ １，０８０単位      １，１９０単位      

要介護４ １，１８０単位      １，２９０単位      

要介護５ １，２７０単位      １，３８０単位      

 

（２）Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費（１日につき） 

  a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(i)  b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)  

(一)Ⅱ型介

護医療院短

期入所療養

介護費(Ⅰ) 

 

要介護１ ７１６単位      ８２８単位      

要介護２ ８１２単位      ９２５単位      

要介護３ １，０２２単位      １，１３３単位      

要介護４ １，１１１単位      １，２２３単位      

要介護５ １，１９２単位      １，３０３単位      

(二)Ⅱ型介

護医療院短

期入所療養

介護費(Ⅱ) 

 

要介護１ ７００単位      ８１１単位      

要介護２ ７９６単位      ９０８単位      

要介護３ １，００６単位      １，１１７単位      

要介護４ １，０９４単位      １，２０７単位      

要介護５ １，１７５単位      １，２８７単位      

(三)Ⅱ型介

護医療院短

期入所療養

介護費(Ⅲ) 

 

要介護１ ６８９単位      ８００単位      

要介護２ ７８５単位      ８９７単位      

要介護３ ９９４単位      １，１０６単位      

要介護４ １，０８３単位      １，１９６単位      

要介護５ １，１６３単位      １，２７５単位      
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(3) 特別介護医療院短期入所療養介護費（１日につき） 

  a 特別介護医療院短期入所療養介護費(i)  b 特別介護医療院短期入所療養介護費(ii)  

(一)Ⅰ型特

別介護医療

院短期入所

療養介護費 

 

要介護１ ７０２単位      ８０５単位      

要介護２ ８０４単位      ９１０単位      

要介護３ １，０２９単位      １，１３２単位      

要介護４ １，１２３単位      １，２２８単位      

要介護５ １，２１０単位      １，３１３単位      

(二)Ⅱ型特

別介護医療

院短期入所

療養介護費 

 

要介護１ ６５６単位      ７６２単位      

要介護２ ７４８単位      ８５５単位      

要介護３ ９４７単位      １，０５４単位      

要介護４ １，０３２単位      １，１３７単位      

要介護５ １，１０８単位      １，２１４単位      

 

(4) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費（１日につき） 

  a ユニット型介護医療院短期入所療養介護費(i)  b 経過的ユニット型介護医療院短期入所療養介護費  

(一)ユニッ

ト型Ⅰ型介

護医療院短

期入所療養

介護費(Ⅰ) 

要介護１ ８９２単位      ８９２単位      

要介護２ １，００２単位      １，００２単位      

要介護３ １，２４２単位      １，２４２単位      

要介護４ １，３４３単位      １，３４３単位      

要介護５ １，４３４単位      １，４３４単位      

(二)ユニッ

ト型Ⅰ型介

護医療院短

期入所療養

介護費(Ⅱ) 

要介護１ ８８２単位      ８８２単位      

要介護２ ９９０単位      ９９０単位      

要介護３ １，２２６単位      １，２２６単位      

要介護４ １，３２５単位      １，３２５単位      

要介護５ １，４１５単位      １，４１５単位      

 

(5) ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費（１日につき） 

(一)ユニッ

ト型Ⅱ型介

護医療院短

期入所療養

介護費 

要介護１ ８９１単位      

要介護２ ９９３単位      

要介護３ １，２１５単位      

要介護４ １，３０９単位      

要介護５ １，３９４単位      

(二)経過的

ユニット型

Ⅱ型介護医

療院短期入

所療養介護

費 

要介護１ ８９１単位      

要介護２ ９９３単位      

要介護３ １，２１５単位      

要介護４ １，３０９単位      

要介護５ 
１，３９４単位      
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(6) ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費（１日につき） 

  a ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(i)  b 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費( 

(一)ユニッ

ト型Ⅰ型特

別介護医療

院短期入所

療養介護費 

要介護１ ８４１単位      ８４１単位      

要介護２ ９４３単位      ９４３単位      

要介護３ １，１６８単位      １，１６８単位      

要介護４ １，２６２単位      １，２６２単位      

要介護５ １，３４７単位      １，３４７単位      

(二)ユニッ

ト型Ⅱ型特

別介護医療

院短期入所

療養介護費 

要介護１ ８４９単位      ８４９単位      

要介護２ ９４６単位      ９４６単位      

要介護３ １，１５６単位      １，１５６単位      

要介護４ １，２４７単位      １，２４７単位      

要介護５ １，３２６単位      １，３２６単位      

 

(7) 特定介護医療院短期入所療養介護 

(一) ３時間以上４時間未満 ６７０単位      

(二) ４時間以上６時間未満 ９２８単位      

(三) ６時間以上８時間未満 １，２８９単位      

 

注１ (1)から(6)までについて、介護医療院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大

臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基

準を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る療養棟（指定施設サービス

等介護給付費単位数表に規定する療養棟をいう。注２において同じ。）において、指定短期入所療養介

護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、

利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤

務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から 25 単位を控除して得た単位数を算定する。

なお、利用者の数又は医師、薬剤師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基

準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 

 

  特定介護医療院短期入所療養介護費 

  注２ (7)について、介護医療院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定

める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る療養棟

において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養

介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指

定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。なお、利用

者の数又は医師、薬剤師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該

当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 

 

 ユニットにおける職員に係る減算について 

  注３ (4)から(6)までについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、１日につき所定

単位数の 100分の 97に相当する単位数を算定する。 

ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満たない場合の減算については、ある

月（暦月）において基準に満たない状況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たない状況が解消さ

れるに至った月まで、入所者全員について、所定単位数が減算されることとする（ただし、翌月の末日に
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おいて基準を満たすに至っている場合を除く。）。 

 

 

  療養環境減算について 

注４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所について、療養環境

減算として、当該施設基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減

算する。 

① 療養環境減算(Ⅰ) 25単位 

② 療養環境減算(Ⅱ) 25単位 

イ 療養環境減算(Ⅰ)は、介護医療院における短期入所療養介護を行う場合に、当該介護医療院の療養室

に隣接する廊下幅が、内法による測定で壁から測定して、1.8メートル未満である場合に算定するもので

ある。なお、両側に療養室がある場合の廊下の場合にあっては、内法による測定で壁から測定して、2.7

メートル未満である場合に算定することとする。 

ロ 療養環境減算(Ⅱ)は、介護医療院における短期入所療養介護を行う場合に、当該介護医療院の療養室

に係る床面積の合計を入所定員で除した数が８未満である場合に算定すること。療養室に係る床面積の

合計については、内法による測定とすること。 

 

  夜勤勤務等看護の加算について 

注５ (1)から(6)までについて、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を

満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げ

る区分に従い、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

イ 夜間勤務等看護(Ⅰ) 23単位 

ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ) 14単位 

ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ) 14単位 

ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ) ７単位 

施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜勤勤務等看護(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定するため

の届出については、本体施設である介護医療院について行われていれば、短期入所療養介護については行

う必要がないこと。 

 

認知症行動・心理症状緊急対応加算について 

注６ (１)から(６)までについて、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困

難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入

所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して７日を限度として、１日につき 200単位を

所定単位数に加算する。 
 
緊急短期入所受入加算について 

注７ 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていな

い指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から

起算して７日（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、１４日）

を限度として１日につき 90 単位を所定単位数に加算する。ただし、注６を算定している場合は、算定

しない。 

 

若年性認知症患者受入加算について 

注８ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療

養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認

知症利用者受入加算として、(１)から(６)までについては１日につき 120単位を、(７)については１日

につき 60単位を所定単位数に加算する。ただし、注７を算定している場合は、算定しない。 
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送迎加算について 

注９ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、

その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき 184単位を所定単位数

に加算する。 

 

注 10 次のいずれかに該当する者に対して、Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)、Ⅰ型介護医療院短期

入所療養介護費(Ⅱ)若しくはⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介

護費(Ⅰ)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくはⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)又

はⅠ型特別介護医療院短期入所療養介護費若しくはⅡ型特別介護医療院短期入所療養介護費を支給す

る場合は、それぞれⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)、

Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)若しくはⅠ型介護

医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)、Ⅱ型介護医療院短期入所療

養介護費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅡ

型介護医療院短期入所療養介護費(ii)若しくはⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅡ型介護医

療院短期入所療養介護(ii)又はⅠ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ii)若しくはⅡ型特別介護医

療院短期入所療養介護費(ii)を算定する。 

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者 

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者 

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあると

して、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者 

 

注 11 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１及び注５の規定による届出に相当する

介護医療院サービス(介護保険法第８条第 29 項に規定する介護医療院サービスをいう。)に係る届出が

あったときは、注１及び注５の規定による届出があったものとみなす。 

 

３０日連続の利用について 

注 12 利用者が連続して 30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える

日以降に受けた指定短期入所療養介護については、介護医療院における短期入所療養介護費は、算定し

ない。 

 

注 13 ホ(3)又は(6)を算定している介護医療院である指定短期入所療養介護事業所については、(12)は算定しない。 

 

(8) 療養食加算 ８単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の

提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、１

日につき３回を限度として、所定単位数を加算する。 

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。 

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。 

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所におい

て行われていること。 
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(9) 緊急時施設診療費 

利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行

為につき算定する。 

イ 緊急時治療管理（１日につき） 518単位 

注１ 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理とし

ての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。 

注２ 同一の利用者について１月に１回、連続する３日を限度として算定する。 

ロ 特定治療 

注 医科診療報酬点数表第１章及び第２章において、高齢者の医療の確保に関する法律第 57 条第

３項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手

術、麻酔又は放射線治療（別に厚生労働大臣が定めるものを除く。を行った場合に、当該診療に

係る医科診療報酬点数表第１章及び第２章に定める点数に 10円を乗じて得た額を算定する。 

 

(10) 認知症専門ケア加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所

療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるい

ずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

① 認知症専門ケア加算(Ⅰ) ３単位 

② 認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位 

 

(11) 重度認知症疾患療養体制加算 

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準【※】に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定

短期入所療養介護事業所において、利用者に対して、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施

設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ１日につき次に掲げる所定

単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる

その他の加算は算定しない。 

(1) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ) 

① 要介護１又は要介護２ 140単位 

② 要介護３、要介護４又は要介護５ 40単位 

(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ) 

① 要介護１又は要介護２ 200単位 

② 要介護３、要介護４又は要介護５ 100単位 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※】別に厚生労働大臣が定める施設基準は次のとおり。 

イ 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)の基準 

(1) 看護職員の数が、常勤換算方法で、当該介護医療院における指定短期入所療養介護の利用者及び入

所者（以下この号において「入所者等」という。）の数の合計数が４又はその端数を増すごとに１以上

であること。ただし、入所者等の数を４をもって除した数(その数が１に満たないときは、１一とし、

端数は切り上げるものとする。)から６をもって除した数(その数が１に満たない端数が生じるときは

これを切り上げる。)を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。 

(2) 専任の精神保健福祉士（精神保健福祉士法（平成９年法律第131号）第２条に規定する精神保健福祉

士をいう。ロにおいて同じ。）又はこれに準ずる者及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がそれ

ぞれ１名以上配置されており、各職種が共同して入所者等に対しサービスを提供していること。 
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(3) 入所者等が全て認知症の者であり、届出を行った日の属する月の前３月において日常生活に支障を

来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の割合が２分の１

以上であること。 

(4) 近隣の精神科病院(精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第19条の

５に規定する精神科病院をいう。以下この(4)及びロにおいて同じ。)と連携し、当該精神科病院が、必

要に応じ入所者等を入院(同法に基づくものに限る。ロにおいて同じ。)させる体制及び当該精神科病院

に勤務する医師の入所者等に対する診察を週４回以上行う体制が確保されていること。 

(5) 届出を行った日の属する月の前３月間において、身体拘束廃止未実施減算を算定していないこと。 

ロ 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)の基準 

(1) 看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数が４又はその端数を増すごとに１以上 

(2) 当該介護医療院に専ら従事する精神保健福祉士又はこれに準ずる者及び作業療法士がそれぞれ１

名以上配置されており、各職種が共同して入所者等に対しサービスを提供していること。 

(3) 60平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えた生活機能回復訓練室を有してい

ること。 

(4) 入所者等が全て認知症の者であり、届出を行った日の属する月の前３月において日常生活に支障を

来すおそれのある症状又は行動が認められることから特に介護を必要とする認知症の者の割合が２分

の１以上であること。 

(5) 近隣の精神科病院と連携し、当該精神科病院が、必要に応じ入所者等を入院させる体制及び当該精

神科病院に勤務する医師の入所者等に対する診察を週４回以上行う体制が確保されていること。 

(6) 届出を行った日の属する月の前３月間において、身体拘束廃止未実施減算を算定していないこと。 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

イ 重度認知症疾患療養体制加算については、施設単位で体制等について届け出ること。 

ロ３イ(３)及び３ロ(４)の基準において、入所者等が全て認知症の者とあるのは、入所者等が全て認

知症と確定診断されていることをいう。ただし、入所者については、入所後３か月間に限り、認知

症の確定診断を行うまでの間はＭＭＳＥ（Mini Mental State Examination）において 23点以下の

者又はＨＤＳ―Ｒ（改訂長谷川式簡易知能評価スケール）において 20点以下の者を含むものとす

る。介護医療医院の利用者については、認知症と確定診断を受けた者に限る。なお、認知症の確定

診断を行った結果、認知症でないことが明らかになった場合には、遅滞なく適切な措置を講じなけ

ればならない。 

ハ イ(３)の基準において、届出を行った日の属する月の前３月において日常生活に支障を来すおそ

れのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の割合については、以

下の式により計算すること。 

(a) (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数 

(ⅰ) 届出を行った日の属する月の前３月における認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢ

b以上に該当する者の延入所者数 

(ⅱ) 届出を行った日の属する月の前３月における認知症の者の延入所者数 

ニ ロ(４)の基準において、届出を行った日の属する月の前３月において日常生活に支障を来すおそ

れのある症状又は行動が認められることから特に介護を必要とする認知症の者の割合については、

以下の式により計算すること。 

(a) (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数 

(ⅰ) 届出を行った日の属する月の前３月における認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅣ

以上に該当する者の延入所者数 

(ⅱ) 届出を行った日の属する月の前３月における認知症の者の延入所者数 

ホ ロ(３)の基準における生活機能回復訓練室については、「介護医療院の人員、設備及び運営に関す

る基準について」（平成 30年３月 22日老老発 0322第１号）のとおり、機能訓練室、談話室、食堂
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及びレクリエーション・ルーム等と区画せず、１つのオープンスペースとすることは差し支えな

い。また、生活機能回復訓練室については、入所者に対する介護医療院サービスの提供に支障を来

さない場合は、他の施設と兼用して差し支えない。 

ヘ イ(４)及びロ(５)の基準で規定している医師が診察を行う体制については、連携する近隣の精神

科病院に勤務する医師が当該介護医療院を週４回以上訪問し、入所者等の状況を把握するととも

に、必要な入所者等に対し診察を行っていること。ただし、老人性認知症疾患療養病棟（介護保険

法施行令（平成 10年政令第 412号）第４条第２項に規定する病床により構成される病棟を有する

病院の当該精神病床）の全部又は一部を転換し開設した介護医療院にあっては、当該介護医療院の

精神科医師又は神経内科医師が入所者等の状況を把握するとともに、必要な入所者等に対し診察

を週４回以上行うことで差し支えない。なお、その場合であっても、近隣の精神科病院と連携し、

当該精神科病院が、必要に応じ入所者等を入院させる体制が確保されている必要がある。 
 

(12) 特別診療費  

注 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生

労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に 10 円を乗じて得た額を

算定する。 
 
(13) サービス提供体制強化加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所

療養介護事業所が、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に

従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

① サービス提供体制強化加算(Ⅰ)  ２２単位 

② サービス提供体制強化加算(Ⅱ)  １８単位 

③ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)   ６単位 
 

(14) 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対して指定短期入所療養介護を

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月３１日までの間、次に掲げる単位数を所

定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。 

① 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数 

② 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数 

③ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数 
 

(15) 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対して指定短期入所療養介護を

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

① 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数 

② 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数 
 

（16）介護職員等ベースアップ等支援加算（令和４年１０月１日新設） 

共通サービス資料参照 
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介護サービス関係 Q&A集

平成31年2月5日
Q&A以前

平成31年３月15日
Q＆A以降

文書名 問番号

老人保健課 1368

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 連続３０日を超える短期入所 連続30日を超え短期入所療養介護の算定を行えない日については緊急時施設療養費、特
定診療費も算定できないか。

算定できない。 13.8.29
事務連絡
介護保険最新情報vol.116
訪問通所サービス及び短
期入所サービスの支給限
度額の一本化に係るQ&A
及び関連帳票の記載例に
ついて

Ⅱ1

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1479

19 短期入所療養介護
事業

3 運営 サービス利用提供前の健康診
断の費用負担とサービス提供拒
否

サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできる
か。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。（短期入所生
活介護、介護老人保健施設における短期入所療養介護）

短期入所生活介護、老人保健施設における短期入所療養介護については通常相当期間以
上にわたって集団的な生活を送るサービスではないことから、必ずしも健康診断書の提出
等による事前の健康状態の把握が不可欠であるとは言えないが、サービス担当者会議に
おける情報の共有や居宅療養管理指導による主治医からの情報提供等によっても健康状
態の把握ができない場合に事業所として利用申込者に健康診断書の提出を求めることは
可能であり、その費用の負担については利用申込者とサービス提供事業者との協議による
ものと考える。
しかし、そうした求めに利用申込者が応じない場合であっても、一般的にはサービス提供拒
否の正当な事由に該当するものではないと考えられる。
なお、集団的なサービス提供が相当期間以上にわたる場合も考えられるが、居宅サービス
として位置づけられ、利用者からの緊急な申込みにも対応するという役割を担うべきことか
ら、利用申込者からの健康診断書の提出がない場合にもサービス提供を拒否することは適
切ではない。

13.3.28
事務連絡
介護保険最新情報vol.106
運営基準等に係るＱ＆Ａ

Ⅱの1

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1480

19 短期入所療養介護
事業

3 運営 食費関係 食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持っ
てきてもよいのか。

デイサービスやショートステイに利用者が弁当を持参することは、差し支えない。 17.9.7全国介護保険指定
基準・監査担当者会議資
料
平成17年10月改定関係
Q&A

93

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1481

19 短期入所療養介護
事業

3 運営 食費関係 突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支え
ないか。

食費は利用者との契約で定められるものであるが､あらかじめ利用者から連絡があれば食
事を作らないことは可能であり、また、利用者の責に帰さない事情によりやむを得ずキャン
セルした場合に徴収するかどうかは、社会通念に照らして判断すべきものと考えている。

17.9.7全国介護保険指定
基準・監査担当者会議資
料
平成17年10月改定関係
Q&A

95

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1482

19 短期入所療養介護
事業

3 運営 居住費関係 例えば、午前中にショートステイを退所した場合、退所日の居住費は徴収しないことは可能
か。

利用者との契約で定められるものであり、どちらでも差し支えない。 17.9.7全国介護保険指定
基準・監査担当者会議資
料
平成17年10月改定関係
Q&A

96

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1483

19 短期入所療養介護
事業

3 運営 居住費関係 短期入所生活介護における新規入所者に対する経過措置の「感染症等」の判断について、
①医師の判断は短期入所生活介護の利用ごとに必要になるのか。
②医師の判断はショートステイ事業者が仰ぐのか。
③医師とは、主治医、配置医師どちらでもよいのか。

①　原則として、利用ごとに医師の判断が必要である。ただし、当該医師の判断に係る期間
内の再利用の場合には、この限りでない。
②　御指摘のとおりである。
③　配置医師の判断を原則とし、必要に応じて、ケアカンファレンス等を通じ、主治医より情
報提供を受けるなどの対応をされたい。

17.10.27
介護制度改革information
vol.37
平成17年10月改定Q＆
A(追補版)等について

6

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1484

19 短期入所療養介護
事業

3 運営 居住費関係 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所又は介護保険施設(以下「介護保険
施設等」という。）から退所し、同一敷地内にある他の介護保険施設等又は病院に入所又は
入院した場合の補足給付の取扱い如何。

40号通知の通則（2）に同―敷地内における入退所の取扱いを示しているところであるが、
居住費・食費に係る補足給付についても、この取扱いに準じて扱われたい。

17.10.27
介護制度改革information
vol.37
平成17年10月改定Q＆
A(追補版)等について

11

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1485

19 短期入所療養介
護事業

3 運営 食費関係 　短期入所事業所の食事代を3食に分けて設定している事業所で当日食事の
キャンセルが発生した場合の補足給付についてどのように取り扱うべき
か。
(例）食事代設定…朝食300円、昼食400円、夕食500円で、利用者負担第3段
階の利用者が、朝食と昼食の提供を受けた場合、650円が自己負担、50円が
補足給付されることとなるが、本人都合により昼食を摂取しなかった場
合。

　実際に本人が摂取した否かにかかわらず、事業所が契約により食事を提
供した場合には食事代を請求することは可能であり、したがって、御指摘
の場合でも、利用者から食事代として650円を徴収した場合には、50円の補
足給付が受けられる。

17.10.27
介護制度改革information
vol.37
平成17年10月改定Q＆
A(追補版)等について 13

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1486

19 短期入所療養介護
事業

3 運営 居住費関係 支給限度額を超えて短期入所を利用した場合、超えた日よりも後の日について補足給付の
対象となるか。また、費用の一部について支給限度額内に収まる場合には、その超えた日
は対象となるのか。

支給限度額を超えた日以降については、補足給付の対象とならないが、費用の一部が支給
限度額内に収まる場合には、その超えた日は全額補足給付の対象となる。（介護保険法施
行規則第83条の5及び第97条の3）

17.10.27
介護制度改革information
vol.37
平成17年10月改定Q＆
A(追補版)等について

14

回答
ＱＡ発出時期、文書番号等

担当課 連番
サービス種別

基準種別 項目 質問
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介護サービス関係 Q&A集

平成31年2月5日
Q&A以前

平成31年３月15日
Q＆A以降

文書名 問番号
回答

ＱＡ発出時期、文書番号等
担当課 連番

サービス種別
基準種別 項目 質問

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1487

19 短期入所療養介護
事業

3 運営 療養食加算 短期入所を利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行するとあるが、特養併
設の短期入所の場合、利用開始日に配置医師がおらず、在宅の主治医に発行を依頼する
ケースが多くなると思われる。こうした場合には、その都度、利用者が主治医から食事せん
の交付を受け短期入所事業所が主治医に交付を依頼するのか。

1　短期入所を利用する者のうち療養食を必要とする者に対する食事せんについては、配置
医師が交付することとする。
2　なお、設問のような場合については、運営基準において、「短期入所事業者は、指定短
期入所生活介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサー
ビス担当者会議等を通じて利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保険医療
サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めること」とされているところであり、
療養食の可能性についてもサービス担当者会議等を通じて把握するとともに、利用開始日
に配置医師が不在の場合は、あらかじめ、食事せんの発行を行っておくなど適宜工夫して
行われたい。

17.10.27
介護制度改革information
vol.37
平成17年10月改定Q＆
A(追補版)等について 29

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1488

19 短期入所療養介護
事業

3 運営 日帰り利用関係 日帰り利用の場合のサービス提供時間の規定は設けないのか。 短期入所生活(療養)介護においては、サービス提供時間については、ケアプランにおいて
位置づけられるものであり、規定は設けられていない。

18.3.22
介護制度改革information
vol.78
平成18年4月改定関係Q
＆A(vol.1)

67

老人保健課 1489

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 介護療養型医療施設の短期入
所療養介護における特定診療
費

特定診療費の初期入院診療管理は、介護療養型医療施設の短期入所療養介護の利用者
についても算定できるか。

初期入院診療管理は入院患者に対して算定されるものであり、短期入所療養介護利用者
には算定できない。

12.4.28事務連絡
介護保険最新情報vol.71
介護報酬等に係るQ&A
vol.2 Ⅰ(1）⑦1

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1490

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 連続３０日を超える短期入所 二つの要介護認定期間をまたがる短期入所で、連続利用日数が30日を超えた場合は報酬
算定可能か。

二つの要介護認定期間をまたがる入所であっても、30日を超えて算定できない。 13.8.29
事務連絡
介護保険最新情報vol.116
訪問通所サービス及び短
期入所サービスの支給限
度額の一本化に係るQ&A
及び関連帳票の記載例に
ついて

Ⅱ3

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1491

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 連続３０日を超える短期入所 短期入所において、同一サービス事業所から退所した翌日入所した場合、算定日は連続し
ているが、連続入所とはみなさないと考えてよいか。

退所の翌日入所した場合は、連続して入所しているものとしてあつかう。 13.8.29
事務連絡
介護保険最新情報vol.116
訪問通所サービス及び短
期入所サービスの支給限
度額の一本化に係るQ&A
及び関連帳票の記載例に
ついて

Ⅱ4

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1492

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 連続３０日を超える短期入所 短期入所中に転居等により保険者が変わった場合で、その前後にまたがる短期入所の連
続利用が30 日を超えた場合は報酬算定可能か。

保険者が変わった場合においても、30日を超えて算定できない(ただし月の途中で保険者が
変わった場合、介護給付費明細書は2件提出することとなる)。

13.8.29
事務連絡
介護保険最新情報vol.116
訪問通所サービス及び短
期入所サービスの支給限
度額の一本化に係るQ&A
及び関連帳票の記載例に
ついて

Ⅱ5

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1493

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 送迎加算 短期入所における送迎の実施について、通所サービスの送迎のための乗合形式のバス等
を利用する場合は､送迎加算は算定できるか。

短期入所の送迎加算は、利用者の心身の状況等に応じて個別に送迎を実施することを前
提としており、事業者が画一的に時刻やルート等を定めてサービスのバス等に乗車させる
場合は､算定できない。
ただし、当該事業所の送迎が原則として個別に実施されている場合において、利用者の人
身の状況等から問題がなく、たまたま時刻やルートが重なったなどの場合に限り､乗合形式
で送迎を行ってもよい。

15.5.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.151
介護報酬に係るQ&A

1

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1494

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 送迎加算 短期入所事業所等を退所したその日に他の短期入所事業所に入所する場合の送迎加算
の算定について

短期入所の送迎加算については、利用者の心身の状況、家族等の事情等から見て送迎を
行うことが必要と認められる利用者に対して､原則として、送迎車により利用者の居宅まで
個別に送迎する場合について算定されるものであり、短期入所サービス費の算定の有無に
かかわらず、事業所間を直接移動した場合には送迎加算は算定できない。

15.5.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.151
介護報酬に係るQ&A

2

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1495

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 ユニット型個室等 本年9月30日から10月にかけてショートスティの従来型個室利用者には平成21年度までの
間ずっと多床室の報酬が適用されるのか。

ショートステイの利用者の従来型個室に係る経過措置については、当該利用者が退所する
までの間のみ適用されるものであり、いったん退所した後には当該利用者に対して当該経
過措置が適用されることはない。

17.9.7全国介護保険指定
基準・監査担当者会議資
料
平成17年10月改定関係
Q&A

23

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1496

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 療養食加算 ショートステイを数回利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行となるのか。 短期入所生活（療養）介護の利用毎に食事せんを発行することになる。 17.9.7全国介護保険指定
基準・監査担当者会議資
料
平成17年10月改定関係
Q&A

89
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介護サービス関係 Q&A集

平成31年2月5日
Q&A以前

平成31年３月15日
Q＆A以降

文書名 問番号
回答

ＱＡ発出時期、文書番号等
担当課 連番

サービス種別
基準種別 項目 質問

老人保健課 1497

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 摂食機能療法 医療保険と介護保険における「摂食機能療法」は、誰が実施する場合に算定できるのか。 1　摂食機能療法は、
・医師又は歯科医師が直接行う場合
・医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法
士又は作業療法士が行う場合
に算定できる。
（介護保険の介護療養型医療施設及び療養病床を有する病院又は診療所である短期入所
療養介護事業所の特定診療費における摂食機能療法については、「介護報酬に係るＱ＆
Ａ」（平成15年5月30日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡）において、「理学療法
士、作業療法士を含まない」とされているところであるが、摂食の際の体位の設定等につい
ては理学療法士又は作業療法士も行うことができることから、これらを摂食機能療法として
算定することができるものとする。）
2　なお、摂食機能療法に含まれる嚥下訓練については、
・医師又は歯科医師
・医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、又は歯科衛生士
に限り行うことが可能である。

19.7.3
事務連絡
摂食機能療法の算定基準
に係るQ&A

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課、

高齢者支援課
（共通）

1498

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 栄養管理体制加算（施設サービ
ス・短期入所サービス）

管理栄養士又は栄養士を配置したことに対する栄養管理体制加算が包括化されたが、どの
ように考えればいいのか。

今回の改定では、常勤の管理栄養士又は栄養士により利用者の年齢、心身の状況に応じ
た適切な栄養量及び内容の食事提供を行う体制への評価を行っていた栄養管理体制加算
については基本サービス費への包括化を行ったところである。
これは、当該加算の算定状況等を踏まえ、報酬体系の簡素化等の観点から行ったものであ
り、包括化を行っても利用者の栄養状態の管理の重要性は変わらないものであることから、
各事業所においては、引き続き、これを適切に実施できる体制を維持すること。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q
＆A(vol.1) 17

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課、

高齢者支援課
（共通）

1499

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 療養食加算（施設サービス・短
期入所サービス）

療養食加算のうち、貧血食の対象となる入所者等について、原因が鉄分の欠乏に由来する
者とは。

対象となる者は、その貧血の原因が鉄分の欠乏に由来すると医師が認める者である。 21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q
＆A(vol.1) 18

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課、

高齢者支援課
（共通）

1500

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 夜勤職員配置加算（施設サービ
ス・短期入所サービス）

(夜勤職員配置加算）ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。 施設全体に対しての加算であるが、一部ユニット型については、ユニット部分及び多床部分
それぞれで要件を満たす必要があること。なお、この場合にあっては、要件を満たしている
部分に対して加算を算定するものであること。専門棟についても同様である。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q
＆A(vol.1) 19

老人保健課 1501

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 若年性認知症利用者受入加算 一度本加算制度の対象者となった場合、６５歳以上になっても対象のままか。 ６５歳の誕生日の前々日までは対象である。 21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q
＆A(vol.1) 101

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課、

高齢者支援課
（共通）

1502

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 若年性認知症利用者受入加算 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めてい
ただきたい。人数や資格等の要件は問わない。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q
＆A(vol.1) 102

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1503

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 認知症行動・心理症状緊急対応
加算

入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっ
ても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、７日分算定が可能か。

当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症状により緊急に入所した日から７日間以
内で算定できる。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q
＆A(vol.1) 110

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1504

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 認知症行動・心理症状緊急対応
加算

入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定で
きるか。

本加算制度は予定外で緊急入所した場合の受入れの手間を評価するものであることから、
予定どおりの入所は対象とならない。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q
＆A(vol.1) 111

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課、

高齢者支援課
（共通）

1505

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 療養食加算 療養食加算の対象となる脂質異常症の入所者等について、薬物療法や食事療法により、
血液検査の数値が改善された場合でも、療養食加算を算定できるか。

医師が疾病治療の直接手段として脂質異常症食にかかる食事せんの発行の必要性を認め
なくなるまで算定できる。

21.4.17
介護保険最新情報vol.79
平成21年4月改定関係Q
＆A(vol.2) 10

-76-



介護サービス関係 Q&A集

平成31年2月5日
Q&A以前

平成31年３月15日
Q＆A以降

文書名 問番号
回答

ＱＡ発出時期、文書番号等
担当課 連番

サービス種別
基準種別 項目 質問

老人保健課 1506

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 連続３０日を超える短期入所 区分支給限度基準額を超えて短期入所療養介護を利用している月において、緊急時施設
療養費、特定診療費がある場合、どこまでを支給限度基準内とみなして請求可能か。

区分限度管理対象となる単位数を日別に積み上げて、支給限度基準額を使い切った翌日
からは保険給付対象とならない。

13.8.29
事務連絡
介護保険最新情報vol.116
訪問通所サービス及び短
期入所サービスの支給限
度額の一本化に係るQ&A
及び関連帳票の記載例に
ついて

Ⅱ2

認知症施策・地域介護
推進課、老人保健課

（共通）
1507

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 緊急短期入所受入加算 緊急短期入所受入加算を算定している者の緊急利用期間が月をまたいだ場合はどのよう
に取り扱うのか。

緊急利用期間が月をまたいだ場合であっても、通算して７日を限度として算定可能である。 24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成２４年度介護報酬改
定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)
（平成24 年3 月16 日）」の
送付について

99

老人保健課 1508

19 短期入所療養介護
事業

4 報酬 緊急短期入所受入加算 当初から居宅サービス計画に位置づけて予定どおり利用している利用者について、家族等
の事情により急遽、緊急的に延長した場合に緊急短期入所受入加算は算定できるのか。

算定できない。 24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成２４年度介護報酬改
定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)
（平成24 年3 月16 日）」の
送付について

100

老人保健課 1509

19 短期入所療養介護
事業

【短期入所療養介護（介
護老人保健施設）】

4 報酬 総合医学管理加算 短期入所療養介護利用中に発熱等の状態変化等により利用を延長することとなった場合で
あって、当該延長が居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない場合は、治
療管理を開始した日以降、当該加算を算定することは可能か。

算定可能である。 3.3.23
事務連絡
介護保険最新情報vol.948
「令和3年度介護報酬改定
に関するQ&A（vol.2）（令和
3年3月23日）」の送付につ
いて

38

老人保健課 1510

19 短期入所療養介護
事業

【（介護予防）短期入所
生活介護、（介護予防）
短期入所療養介護】

4 報酬 連続利用日数の考え方 連続して30日を超えてサービス提供を受けている場合、30日を超える日以降に受けたサー
ビスについては介護報酬の請求が認められていないが、この連続利用日数を計算するにあ
たり、例えばＡ事業所にて連続15日間（介護予防）短期入所介護費を請求した後、同日にＢ
事業所（Ａ事業所と同一、隣接若しくは近接する敷地内にない事業所）の利用を開始し、利
用開始日を含めて連続15日間（介護予防）短期入所生活介護費を請求した場合、連続利用
日数は何日となるのか。

30日となる。（介護予防）短期入所生活介護の利用日数は、原則として利用を開始した日及
び利用を終了した日の両方を含むものとされており、連続利用日数の考え方もこれに連動し
て介護報酬を請求した日数をもとに算定されるものである。このため、Ａ事業所からＢ事業
所に利用する事業所を変更した日については、Ａ事業所・Ｂ事業所とも介護報酬請求を行う
ことから、利用変更日は２日と計算される。なお、上記の事例におけるＢ事業所がＡ事業所
と同一敷地内にある場合、又は隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設等であっ
て相互に職員の兼務や施設の共用等が行われている事業所であった場合は、Ａ事業所は
利用を終了した日の介護報酬請求はできないこととなっていることから、連続利用日数は29
日となる。

3.3.26
事務連絡
介護保険最新情報vol.952
「令和3年度介護報酬改定
に関するQ&A（vol.3）（令和
3年3月26日）」の送付につ
いて

67

老人保健課 1511

19 短期入所療養介護
事業

【（介護予防）短期入所
生活介護、（介護予防）
短期入所療養介護】

4 報酬 連続利用日数の考え方 連続して30日を超えてサービス提供を受けている場合、30日を超える日以降に受けたサー
ビスについては介護報酬の請求が認められていないが、例えばＡ事業所にて連続30日間
（介護予防）短期入所生活介護費を請求し、同日にＢ事業所（Ａ事業所と同一、隣接若しくは
近接する敷地内にない事業所）の利用を開始した場合、Ｂ事業所は利用開始日から介護報
酬を請求することが可能であるか。

Ａ事業所においてすでに連続して30日間（介護予防）短期入所生活介護費を請求しているこ
とから、Ｂ事業所は利用開始日においては介護報酬を請求することはできず、当該日の
サービス提供に係る費用は利用者の自己負担によることとなり、利用開始日の翌日からは
介護報酬を請求することができる。
なお、上記の事例におけるＢ事業所がＡ事業所と同一敷地内にある場合、又は隣接若しく
は近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行
われている事業所であった場合は、Ａ事業所は利用を終了した日の介護報酬は請求できな
いこととなっていることから、Ｂ事業所は利用開始日には介護報酬を請求することができる
が、Ｂ事業所の利用開始日をもって連続して30日間（介護予防）短期入所生活介護費を算
定していることとなることから、利用開始日の翌日は介護報酬を請求することはできず、当
該日のサービス提供に係る費用は利用者の自己負担によることとなり、利用開始日の翌々
日から再び介護報酬を請求することができる。

3.3.26
事務連絡
介護保険最新情報vol.952
「令和3年度介護報酬改定
に関するQ&A（vol.3）（令和
3年3月26日）」の送付につ
いて 68

老人保健課 1512

19 短期入所療養介護
事業

【（介護予防）短期入所
生活介護、（介護予防）
短期入所療養介護】

4 報酬 利用者に対して送迎を行う場合 訪問介護員等による送迎で短期入所サービスを利用する場合、介護報酬はどのよう算定す
ればよいか。

・送迎については、短期入所サービスの利用者に対して送迎を行う場合の加算において評
価することとしており、利用者の心身の状況により短期入所サービスの事業所の送迎車を
利用することができないなど特別な事情のない限り、訪問介護員等による送迎を別途訪問
介護費として算定することはできない。
・ただし、利用者が、居宅から病院等の目的地を経由して短期入所サービスの事業所へ行く
場合や、短期入所サービスの事業所から病院等の目的地を経由して居宅へ帰る場合等、
一定の条件の下に、令和３年度から訪問介護費を算定することができることとする。
・なお、訪問介護員等により送迎が行われる場合、当該利用者が利用している短期入所
サービスの事業所の従業者が、当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していないた
め、利用者に対して送迎を行う場合の加算を算定することはできないことに留意すること。

3.3.26
事務連絡
介護保険最新情報vol.952
「令和3年度介護報酬改定
に関するQ&A（vol.3）（令和
3年3月26日）」の送付につ
いて 69
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介護サービス関係 Q&A集

平成31年2月5日
Q&A以前

平成31年３月15日
Q＆A以降

文書名 問番号
回答

ＱＡ発出時期、文書番号等
担当課 連番

サービス種別
基準種別 項目 質問

老人保健課 1513

19 短期入所療養介護
事業

【（介護予防）短期入所
生活介護、（介護予防）
短期入所療養介護】

4 報酬 利用者に対して送迎を行う場合 Ａ事業所の利用者について、Ａ事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、当該利
用者の居宅とＡ事業所との間の送迎が行われた場合、利用者に対して送迎を行う場合の加
算は算定できるのか。

指定短期入所生活介護等事業者は、指定短期入所生活介護等事業所ごとに、当該指定短
期入所生活介護事業所の従業者によって指定短期入所生活介護等を提供しなければなら
ないこととされている。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務についてはこの
限りではないことから、各指定短期入所生活介護等事業所の状況に応じ、送迎に係る業務
について第三者へ委託等を行うことも可能である。なお、問中の事例について、送迎に係る
業務が委託され、受託した事業者により、利用者の居宅と事業所との間の送迎が行われた
場合は、利用者に対して送迎を行う場合の加算を算定することができる。

3.3.26
事務連絡
介護保険最新情報vol.952
「令和3年度介護報酬改定
に関するQ&A（vol.3）（令和
3年3月26日）」の送付につ
いて 70

老人保健課 1514

19 短期入所療養介護
事業

【訪問介護、定期巡回・
随時対応型訪問介護看
護、夜間対応型訪問介
護、（介護予防）訪問入
浴介護、通所介護、地
域密着型通所介護、（介
護予防）短期入所生活
介護、（介護予防）短期
入所療養介護、（介護予
防）特定施設入居者生
活介護、地域密着型特
定施設入居者生活介
護、（介護予防）認知症
対応型共同生活介護、
介護老人福祉施設、地
域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護、
介護老人保健施設、介
護療養型医療施設、介
護医療院】

4 報酬 認知症専門ケア加算 認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症
介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなも
のがあるか。

・現時点では、以下のいずれかの研修である。
①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護
師教育課程
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
・ただし、③については認定証が発行されている者に限る。

3.3.29
事務連絡
介護保険最新情報vol.953
「令和3年度介護報酬改定
に関するQ&A（vol.4）（令和
3年3月29日）」の送付につ
いて

29

老人保健課 1515

19 短期入所療養介護
事業

【訪問介護、定期巡回・
随時対応型訪問介護看
護、夜間対応型訪問介
護、（介護予防）訪問入
浴介護、（介護予防）短
期入所生活介護、（介護
予防）短期入所療養介
護】

4 報酬 認知症専門ケア加算 認知症専門ケア加算における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提
供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期
に開催される場合であって、当該会議の検討内容の１つが、認知症ケアの技術的指導につ
いての事項で、当該会議に登録ヘルパーを含めた全ての訪問介護員等や全ての従業者が
参加した場合、両会議を開催したものと考えてよいのか。

貴見のとおりである。 3.3.29
事務連絡
介護保険最新情報vol.953
「令和3年度介護報酬改定
に関するQ&A（vol.4）（令和
3年3月29日）」の送付につ
いて

36

老人保健課 1516

19 短期入所療養介護
事業

【訪問介護、定期巡回・
随時対応型訪問介護看
護、夜間対応型訪問介
護、（介護予防）訪問入
浴介護、（介護予防）短
期入所生活介護、（介護
予防）短期入所療養介
護、（介護予防）認知症
対応型共同生活介護、
地域密着型介護老人福
祉施設、施設サービス
共通】

4 報酬 認知症専門ケア加算 認知症専門ケア加算（Ⅱ）を算定するためには、当該加算（Ⅰ）の算定要件の一つである認
知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知
症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。

必要ない。例えば加算の対象者が20名未満の場合、
・　認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者
・　認知症看護に係る適切な研修を修了した者
のいずれかが１名配置されていれば、認知症専門ケア加算（Ⅱ）を算定することができる。
（研修修了者の人員配置例）

3.3.29
事務連絡
介護保険最新情報vol.953
「令和3年度介護報酬改定
に関するQ&A（vol.4）（令和
3年3月29日）」の送付につ
いて

38

老人保健課 1518

19 短期入所療養介護
事業

5 その他 療養病床以外の指定 既に短期入所療養介護のみなし指定を受けている介護療養型医療施設が、今回の改定(平
成21年4月)に伴い、療養病床以外の病床分についても短期入所療養介護の指定を受けよ
うとする場合、どのような手続きを経ればよいのか。

一般病床において短期入所療養介護のサービスを提供する際には、指定の申請を行う必
要がある。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q
＆A(vol.1) 93
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棟
で

医
療

保
険

適
用

と
介

護
保

険
適

用
の

病
床

を
病

室
単

位
で

混
在

で
き

る
場

合
 

(
１

)
 

療
養

病
棟

を
２

病
棟

以
下

し
か

持
た

な
い

病
院

又
は

診
療

所
で

あ
る

こ
と

。
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(
２

)
 

病
院

で
あ

っ
て

、
当

該
病

院
の

療
養

病
棟
（

医
療

保
険

適
用

で
あ

る
も

の
に

限
る

。
）
の

病

室
の

う
ち

、
当

該
病

棟
の

病
室

数
の

２
分

の
１

を
超

え
な

い
数

の
病

室
を

定
め

、
当

該
病

室
に

つ
い

て
指

定
介

護
療

養
型

医
療

施
設

の
指

定
を

受
け

る
こ

と
に

つ
い

て
地

方
厚

生
（

支
）
局

長

に
届

け
出

た
場

合
に

は
、
令

和
６

年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間

に
限

り
、
当

該
病

室
に

お
い

て
行

っ

た
療

養
に

係
る

給
付

は
、

介
護

保
険

か
ら

行
う

も
の

と
す

る
こ

と
。

 

(
３

)
 

病
院
（

指
定

介
護

療
養

型
医

療
施

設
で

あ
る

も
の

に
限

る
。
）
で

あ
っ

て
、
当

該
病

院
の

療

養
病

棟
の

病
室

の
う

ち
、

当
該

病
棟

の
病

室
数

の
２

分
の

１
を

超
え

な
い

数
の

病
室

を
定

め
、

当
該

病
室

に
つ

い
て

指
定

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

指
定

を
除

外
し

、
当

該
病

室
に

入
院

す
る

者
に

つ
い

て
療

養
の

給
付
（

健
康

保
険

法
（

大
正

1
1
年

法
律

第
7
0
号

）
第

6
3
条

第
１

項
の

療
養

の
給

付
を

い
う

。
）
を

行
お

う
と

す
る

こ
と

に
つ

い
て

地
方

厚
生
（

支
）
局

長
に

届
け

出
た

場

合
に

は
、
令

和
６

年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間

に
限

り
、
当

該
病

室
に

お
い

て
行

っ
た

療
養

に
係

る

給
付

は
、

医
療

保
険

か
ら

行
う

も
の

と
す

る
こ

と
。

 

 

２
 

施
設

基
準

関
係

 

(
１

)
 

１
保

険
医

療
機

関
に

お
け

る
介

護
保

険
適

用
の

療
養

病
床
（

以
下
「

介
護

療
養

病
床

」
と

い

う
。
）
と

医
療

保
険

適
用

の
療

養
病

床
（

以
下
「

医
療

療
養

病
床

」
と

い
う

。
）
で

別
の

看
護

師
等

の
配

置
基

準
を

採
用

で
き

る
こ

と
。

 

(
２

)
 

１
病

棟
を

医
療

療
養

病
床

と
介

護
療

養
病

床
に

分
け

る
場

合
に

つ
い

て
は

、
各

保
険

適
用

の

病
床

ご
と

に
、
１

病
棟

全
て

を
当

該
保

険
の

適
用

病
床

と
み

な
し

た
場

合
に

満
た

す
こ

と
の

で

き
る

看
護

師
等

の
配

置
基

準
に

係
る

入
院

基
本

料
等
（

医
療

療
養

病
床

の
場

合
は

療
養

病
棟

入

院
料

１
又

は
２

、
介

護
療

養
病

床
の

場
合

は
療

養
型

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
）
を

採
用

す

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
こ

の
た

め
、
１

病
棟

内
に

お
け

る
医

療
療

養
病

床
と

介
護

療
養

病
床

と

で
、
届

け
出

る
看

護
師

等
の

配
置

基
準

が
異

な
る

こ
と

が
あ

り
得

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
た

だ

し
、
医

療
療

養
病

床
及

び
介

護
療

養
病

床
各

々
に

お
い

て
満

た
す

こ
と

の
で

き
る

看
護

師
等

の

配
置

基
準

に
係

る
入

院
基

本
料

等
を

採
用

す
る

こ
と

も
で

き
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。
な

お
、
医

療
療

養
病

床
に

係
る

届
出

に
つ

い
て

は
、
基

本
診

療
料

の
施

設
基

準
等
（

平
成

2
0
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

6
2
号

）
及

び
「

基
本

診
療

料
の

施
設

基
準

等
及

び
そ

の
届

出
に

関
す

る
手

続
き

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
（

令
和

４
年

３
月

４
日

保
医

発
0
3
0
4
第

２
号

）
に

基
づ

き
、
療

養
病

棟
入

院

料
１

若
し

く
は

２
又

は
有

床
診

療
所

療
養

病
床

入
院

基
本

料
を

届
け

出
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。
 

(
３

)
 

夜
間

勤
務

等
の

体
制

に
つ

い
て

は
、
病

棟
ご

と
に

届
出

を
行

う
こ

と
が

可
能

で
あ

る
が

、
１

病
棟

を
医

療
療

養
病

床
と

介
護

療
養

病
床

と
に

分
け

る
場

合
に

は
、
各

保
険

適
用

の
病

床
ご

と

に
、
１

病
棟

全
て

を
当

該
保

険
の

適
用

病
床

と
み

な
し

た
場

合
に

満
た

す
こ

と
の

で
き

る
夜

間

勤
務

等
の

体
制

を
採

用
す

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
 

 

３
 

入
院

期
間

、
平

均
在

院
日

数
の

考
え

方
に

つ
い

て
 

(
１

)
 

介
護

保
険

適
用

病
床

に
入

院
し

て
い

る
患

者
が

、
急

性
増

悪
等

に
よ

り
一

般
病

棟
で

の
医

療

が
必

要
と

な
り

、
同

病
棟

に
転

棟
し

た
場

合
は

、
転

棟
後

3
0
日

ま
で

の
間

は
、
新

規
入

院
患

者

と
同

様
に

取
り

扱
う

こ
と

。
 

(
２

)
 

(
１

)
以

外
の

場
合

に
つ

い
て

の
入

院
期

間
の

考
え

方
に

つ
い

て
は

、
介

護
保

険
適

用
の

病
床

に
入

院
し

て
い

る
期

間
に

つ
い

て
も

、
医

療
保

険
適

用
病

床
に

入
院

し
て

い
る

場
合

と
同

様
に

取
り

扱
う

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 

(
３

)
 

平
均

在
院

日
数

の
考

え
方

に
つ

い
て

は
、

(
１

)
及

び
(
２

)
と

同
様

で
あ

る
こ

と
。

 

 

４
 

介
護

保
険

適
用

病
床

に
入

院
中

に
医

療
保

険
か

ら
の

給
付

を
受

け
た

場
合

の
取

扱
い

に
つ

い
て

 

(
１

)
 

介
護

保
険

適
用

病
床

に
お

い
て

、
緊

急
そ

の
他

の
場

合
に

お
い

て
療

養
の

給
付

を
受

け
た

場

合
に

お
い

て
、
当

該
医

療
保

険
に

お
け

る
請

求
に

つ
い

て
は

、
「

入
院

外
」
の

レ
セ

プ
ト

を
使

用
す

る
こ

と
。

 

(
２

)
 

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
医

療
保

険
に

お
け

る
患

者
の

一
部

負
担

の
取

扱
い

に
つ

い
て

も
通

常

の
外

来
に

要
す

る
費

用
負

担
に

よ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 

 

５
 

医
療

保
険

の
診

療
項

目
と

介
護

保
険

の
特

定
診

療
費

、
特

別
療

養
費

及
び

特
別

診
療

費
の

算
定

に

お
け

る
留

意
事

項
 

(
１

)
 

同
一

施
設

内
の

医
療

保
険

適
用

病
床

か
ら

介
護

保
険

適
用

病
床

へ
転

床
し

た
場

合
、
当

該
転

床
し

た
月

に
お

い
て

は
、
特

定
診

療
費

と
し

て
定

め
ら

れ
た

初
期

入
院

診
療

管
理

は
算

定
で

き

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
。
た

だ
し

、
当

該
医

療
保

険
適

用
病

床
と

介
護

保
険

適
用

病
床

に
お

け

る
入

院
期

間
が

通
算

し
て

６
月

以
内

の
場

合
で

あ
っ

て
、
当

該
介

護
保

険
適

用
病

床
に

転
床

し

た
患

者
の

病
状

の
変

化
等

に
よ

り
、
診

療
方

針
に

重
要

な
変

更
が

あ
り

、
入

院
診

療
計

画
を

見

直
す

必
要

が
生

じ
た

場
合

に
お

い
て

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

(
２

)
 

同
一

施
設

内
の

医
療

保
険

適
用

病
床

か
ら

、
介

護
医

療
院

若
し

く
は

介
護

療
養

型
老

人
保

健

施
設

に
入

所
し

た
者

又
は

当
該

医
療

機
関

と
一

体
的

に
運

営
さ

れ
る

サ
テ

ラ
イ

ト
型

小
規

模

介
護

療
養

型
老

人
保

健
施

設
に

入
所

し
た

者
に

あ
っ

て
は

、
特

別
療

養
費

又
は

特
別

診
療

費
に

定
め

る
初

期
入

所
診

療
加

算
は

算
定

で
き

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
。
た

だ
し

、
当

該
施

設
の

入

所
期

間
及

び
当

該
施

設
入

所
前

の
医

療
保

険
適

用
病

床
に

お
け

る
入

所
期

間
が

通
算

し
て

６

月
以

内
の

場
合

で
あ

っ
て

、
当

該
入

所
し

た
者

の
病

状
の

変
化

等
に

よ
り

、
診

療
方

針
に

重
要

な
変

更
が

あ
り

、
診

療
計

画
を

見
直

す
必

要
が

生
じ

た
場

合
に

お
い

て
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

(
３

)
 

医
療

保
険

適
用

病
床

か
ら

介
護

保
険

適
用

病
床

に
転

床
又

は
介

護
医

療
院

若
し

く
は

介
護

療
養

型
老

人
保

健
施

設
に

入
所

し
た

場
合

、
当

該
転

床
又

は
入

所
し

た
週

に
お

い
て

、
医

療
保

険
の

薬
剤

管
理

指
導

料
を

算
定

し
て

い
る

場
合

に
は

、
特

定
診

療
費

、
特

別
療

養
費

又
は

特
別

診
療

費
と

し
て

定
め

ら
れ

た
薬

剤
管

理
指

導
は

算
定

で
き

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
。
ま

た
、
介

護
保

険
適

用
病

床
か

ら
医

療
保

険
適

用
病

床
に

転
床

又
は

介
護

医
療

院
若

し
く

は
介

護
療

養

型
老

人
保

健
施

設
か

ら
医

療
保

険
適

用
病

床
に

入
院

し
た

場
合

に
つ

い
て

も
同

様
で

あ
る

こ

と
。

 

(
４

)
 

特
定

診
療

費
又

は
特

別
診

療
費

と
し

て
定

め
ら

れ
た

理
学

療
法

、
作

業
療

法
、
言

語
聴

覚
療

法
、
集

団
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

療
法

及
び

精
神

科
作

業
療

法
並

び
に

特
別

療
養

費
と

し
て

定

め
ら

れ
た

言
語

聴
覚

療
法

及
び

精
神

科
作

業
療

法
を

行
う

施
設

に
つ

い
て

は
、
医

療
保

険
の

疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
及

び
精

神
科

作
業

療
法

を
行

う
施

設
と

同
一

の
場

合
及

び
こ

れ

ら
と

共
用

す
る

場
合

も
認

め
ら

れ
る

も
の

と
す

る
こ

と
。
た

だ
し

、
共

用
す

る
場

合
に

あ
っ

て

は
、
施

設
基

準
及

び
人

員
配

置
基

準
等

に
つ

い
て

、
特

定
診

療
費

、
特

別
療

養
費

又
は

特
別

診

療
費

及
び

医
療

保
険

の
そ

れ
ぞ

れ
に

お
い

て
定

め
ら

れ
た

施
設

基
準

の
両

方
を

同
時

に
満

た

す
必

要
が

あ
る

こ
と

。
 

-80-



 

６
 

介
護

療
養

型
医

療
施

設
に

入
院

中
の

患
者

の
医

療
保

険
に

お
け

る
他

保
険

医
療

機
関

へ
の

受
診

に
つ

い
て

 

(
１

)
 

介
護

療
養

型
医

療
施

設
に

入
院

中
の

患
者

が
、
当

該
入

院
の

原
因

と
な

っ
た

傷
病

以
外

の
傷

病
に

罹
患

し
、
当

該
介

護
療

養
型

医
療

施
設

以
外

で
の

診
療

の
必

要
が

生
じ

た
場

合
は

、
他

保

険
医

療
機

関
へ

転
医

又
は

対
診

を
求

め
る

こ
と

を
原

則
と

す
る

。
 

(
２

)
 

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
を

算
定

し
て

い
る

患
者

に
つ

い
て

、
当

該
介

護
療

養
施

設
サ

ー

ビ
ス

費
に

含
ま

れ
る

診
療

を
他

保
険

医
療

機
関

で
行

っ
た

場
合

に
は

、
当

該
他

保
険

医
療

機
関

は
当

該
費

用
を

算
定

で
き

な
い

。
 

(
３

)
 

(
２

)
に

か
か

わ
ら

ず
、
介

護
療

養
施

設
サ

ー
ビ

ス
費

を
算

定
す

る
患

者
に

対
し

眼
科

等
の

専

門
的

な
診

療
が

必
要

と
な

っ
た

場
合
（

当
該

介
護

療
養

型
医

療
施

設
に

当
該

診
療

に
係

る
診

療

科
が

な
い

場
合

に
限

る
。
）
で

あ
っ

て
、
当

該
患

者
に

対
し

当
該

診
療

が
行

わ
れ

た
場

合
（

当

該
診

療
に

係
る

専
門

的
な

診
療

科
を

標
榜

す
る

他
保

険
医

療
機

関
（

特
別

の
関

係
に

あ
る

も
の

を
除

く
。
）
に

お
い

て
、
次

に
掲

げ
る

診
療

行
為

を
含

む
診

療
行

為
が

行
わ

れ
た

場
合

に
限

る
。
）

は
、
当

該
患

者
に

つ
い

て
算

定
す

る
介

護
療

養
施

設
サ

ー
ビ

ス
費

に
含

ま
れ

る
診

療
が

当
該

他

保
険

医
療

機
関

に
お

い
て

行
わ

れ
た

診
療

に
含

ま
れ

る
場

合
に

限
り

、
当

該
他

保
険

医
療

機
関

に
お

い
て

、
当

該
診

療
に

係
る

費
用

を
算

定
で

き
る

。
た

だ
し

、
短

期
滞

在
手

術
等

基
本

料
３

、

医
学

管
理

等
、
在

宅
医

療
、
投

薬
、
注

射
及

び
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
係

る
費

用
（

当
該

専

門
的

な
診

療
科

に
特

有
の

薬
剤

を
用

い
た

投
薬

又
は

注
射

に
係

る
費

用
を

除
く

。
）
は

算
定

で

き
な

い
。

 

ア
 

初
・

再
診

料
 

イ
 

短
期

滞
在

手
術

等
基

本
料

１
 

ウ
 

検
査

 

エ
 

画
像

診
断

 

オ
 

精
神

科
専

門
療

法
 

カ
 

処
置

 

キ
 

手
術

 

ク
 

麻
酔

 

ケ
 

放
射

線
治

療
 

コ
 

病
理

診
断

 

(
４

)
 

他
保

険
医

療
機

関
は

、
(
３

)
の

ア
か

ら
コ

ま
で

に
掲

げ
る

診
療

行
為

を
行

っ
た

場
合

に
は

、

当
該

患
者

の
入

院
し

て
い

る
介

護
療

養
型

医
療

施
設

か
ら

提
供

さ
れ

る
当

該
患

者
に

係
る

診

療
情

報
に

係
る

文
書

を
診

療
録

に
添

付
す

る
と

と
も

に
、
診

療
報

酬
明

細
書

の
摘

要
欄

に
、「

入

院
介

護
療

養
型

医
療

施
設

名
」
、
「

受
診

し
た

理
由

」
、
「

診
療

科
」
及

び
「

他
介

(
受

診
日

数
：

○
日

)
」

と
記

載
す

る
こ

と
。

 

 第
３

 
介

護
調

整
告

示
に

つ
い

て
 

要
介

護
被

保
険

者
等

で
あ

る
患

者
（

介
護

医
療

院
に

入
所

中
の

患
者

を
除

く
。
）
に

対
し

算
定

で
き

る
診

療
報

酬
点

数
表

に
掲

げ
る

療
養

に
つ

い
て

は
、
介

護
調

整
告

示
に

よ
る

も
の

と
し

、
別

紙
１

を
参

照
の

こ
と

。
 

な
お

、
要

介
護

被
保

険
者

等
で

あ
っ

て
、
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

等
の

入
所

者
で

あ
る

も
の

に
対

す

る
診

療
報

酬
の

取
扱

い
に

つ
い

て
は

、
「

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
等

に
お

け
る

療
養

の
給

付
の

取
扱

い

に
つ

い
て

」
（

平
成

1
8
年

３
月

3
1
日

保
医

発
第

0
3
3
1
0
0
2
号

）
も

併
せ

て
参

照
す

る
こ

と
。

 

 第
４

 
介

護
医

療
院

に
入

所
中

の
患

者
の

医
療

保
険

に
お

け
る

保
険

医
療

機
関

へ
の

受
診

等
に

つ
い

て
 

１
 

介
護

医
療

院
に

入
所

中
の

患
者

に
対

す
る

診
療

の
基

本
的

な
考

え
方

は
、

第
２

の
６

の
(
１

)
、

(
２

)
及

び
(
４

)
の

例
に

よ
る

こ
と

。
 

 ２
 

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

を
算

定
す

る
患

者
に

対
し

専
門

的
な

診
療

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
に

は
、
保

険
医

療
機

関
に

お
い

て
当

該
診

療
に

係
る

費
用

を
算

定
で

き
る

。
算

定
で

き
る

費
用

に
つ

い

て
は

介
護

調
整

告
示

に
よ

る
も

の
と

し
、

別
紙

２
を

参
照

の
こ

と
。

 

 ３
 

医
療

療
養

病
床

及
び

介
護

療
養

病
床

が
混

在
す

る
病

棟
の

一
部

を
介

護
医

療
院

に
転

換
し

た
場

合
、

夜
間

勤
務

等
の

体
制

に
つ

い
て

は
、

第
２

の
２

の
（

３
）

の
例

に
よ

る
こ

と
。

 

 

第
５

 
医

療
保

険
に

お
け

る
在

宅
医

療
と

介
護

保
険

に
お

け
る

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
に

関
す

る
留

意

事
項

 

１
 

同
一

日
算

定
に

つ
い

て
 

診
療

報
酬

点
数

表
の

別
表

第
一

第
２

章
第

２
部
（

在
宅

医
療

）
に

掲
げ

る
療

養
に

係
る

同
一

日
算

定
に

関
す

る
考

え
方

に
つ

い
て

は
、
介

護
保

険
の

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

は
対

象
と

す
る

も
の

で
は

な

い
こ

と
。

 

 

２
 

月
の

途
中

で
要

介
護

被
保

険
者

等
と

な
る

場
合

等
の

留
意

事
項

に
つ

い
て

 

要
介

護
被

保
険

者
等

と
な

っ
た

日
か

ら
、
同

一
の

傷
害

又
は

疾
病

等
に

つ
い

て
の

給
付

が
医

療
保

険
か

ら
介

護
保

険
へ

変
更

さ
れ

る
こ

と
と

な
る

が
、
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
１

月
あ

た
り

の
算

定
回

数
に

制
限

が
あ

る
場

合
（

医
療

保
険

に
お

け
る

訪
問

歯
科

衛
生

指
導

と
介

護
保

険
に

お
け

る
歯

科
衛

生
士

が
行

う
居

宅
療

養
管

理
指

導
の

場
合

の
月

４
回

な
ど

）
に

つ
い

て
は

、
同

一
保

険
医

療
機

関
に

お
い

て
、
両

方
の

保
険

か
ら

の
給

付
を

合
算

し
た

回
数

で
制

限
回

数
を

考
慮

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。
 

 

３
 

訪
問

診
療

に
関

す
る

留
意

事
項

に
つ

い
て

 

(
１

)
 

指
定

特
定

施
設
（

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
の

事
業

の
人

員
、
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準

（
平

成
1
1
年

厚
生

省
令

第
3
7
号

）
第

1
7
4
条

第
１

項
）
、
指

定
地

域
密

着
型

特
定

施
設
（

指
定

地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
（

平
成

1
8
年

厚
生

労
働

省
令

第
3
4
号

）
第

1
0
9
条

第
１

項
）

又
は

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

（
指

定
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
等

の
事

業
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
並

び
に

指
定

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

等
に

係
る

介
護

予
防

の
た

め
の

効
果

的
な

支
援

の
方

法
に

関
す

る
基

準
（

平
成

1
8
年

厚
生

労
働

省
令

第
3
5
号

）
第

2
3
0

条
第

１
項

）
の

い
ず

れ
か

に
入

居
す

る
患

者
（

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
の

事
業

の
人

員
、
設

備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

第
1
9
2
条

の
２

に
規

定
す

る
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
及

び
指

定
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
等

の
事

業
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
並

び
に

指
定

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

等
に

係
る

介
護

予
防

の
た

め
の

効
果

的
な

支
援

の
方

法
に

関
す

る

-81-



基
準

第
2
5
3
条

に
規

定
す

る
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者
を

除
く

。
）
に

つ
い

て
は

在
宅

が
ん

医
療

総
合

診
療

料
は

算
定

で
き

な

い
。

 

(
２

)
 

要
介

護
被

保
険

者
等

に
つ

い
て

は
、

在
宅

患
者

連
携

指
導

料
は

算
定

で
き

な
い

。
 

(
３

)
 

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
入

居
者

に
対

し
て

は
、
「

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
等

に
お

け
る

療
養

の
給

付
の

取
扱

い
に

つ
い

て
」

（
平

成
1
8
年

３
月

3
1
日

保
医

発
第

0
3
3
1
0
0
2
号

）
に

定
め

る
場

合
を

除
き

、
在

宅
患

者
訪

問
診

療
料

を
算

定
で

き
な

い
。

 

 

４
 

在
宅

患
者

訪
問

看
護
・
指

導
料

及
び

同
一

建
物

居
住

者
訪

問
看

護
・
指

導
料

に
関

す
る

留
意

事
項

に
つ

い
て

 

介
護

保
険

に
お

け
る

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
を

算
定

し
た

場
合

は
、
在

宅
患

者
訪

問
看

護
・
指

導

料
の

在
宅

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
及

び
同

一
建

物
居

住
者

訪
問

看
護
・
指

導
料

の
同

一
建

物
居

住
者

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
、
介

護
保

険
に

お
け

る
看

護
・
介

護
職

員
連

携
強

化
加

算
を

算
定

し
て

い
る

月
に

あ
っ

て
は

、
在

宅
患

者
訪

問
看

護
・
指

導
料

及
び

同
一

建
物

居
住

者
訪

問
看

護
・
指

導
料

の
看

護
・

介
護

職
員

連
携

強
化

加
算

を
算

定
で

き
な

い
。

 

 

５
 

在
宅

患
者

緊
急

時
等

共
同

指
導

料
に

関
す

る
留

意
事

項
に

つ
い

て
 

介
護

保
険

に
お

け
る

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

を
算

定
し

た
日

は
調

剤
に

係
る

在
宅

患
者

緊
急

時
等

共
同

指
導

料
を

算
定

で
き

な
い

。
 

 

６
 

在
宅

患
者

訪
問

点
滴

注
射

管
理

指
導

料
に

関
す

る
留

意
事

項
に

つ
い

て
 

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事

業
所

、
複

合
型

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
に

お
い

て
通

所
サ

ー
ビ

ス
中

に

実
施

さ
れ

る
点

滴
注

射
に

は
算

定
で

き
な

い
。

 

 

７
 

精
神

科
訪

問
看

護
・

指
導

料
に

関
す

る
留

意
事

項
に

つ
い

て
 

精
神

疾
患

を
有

す
る

患
者

に
つ

い
て

、
精

神
科

訪
問

看
護

指
示

書
が

交
付

さ
れ

た
場

合
は

、
要

介

護
被

保
険

者
等

の
患

者
で

あ
っ

て
も

算
定

で
き

る
。
た

だ
し

、
認

知
症

が
主

傷
病

で
あ

る
患

者
（

精

神
科

在
宅

患
者

支
援

管
理

料
を

算
定

す
る

者
を

除
く

。
）

に
つ

い
て

は
算

定
で

き
な

い
。

 

 ８
 

訪
問

看
護

等
に

関
す

る
留

意
事

項
に

つ
い

て
 

(
１

)
 

訪
問

看
護

療
養

費
は

、
要

介
護

被
保

険
者

等
で

あ
る

患
者

に
つ

い
て

は
、
原

則
と

し
て

算
定

で
き

な
い

が
、
特

別
訪

問
看

護
指

示
書

に
係

る
指

定
訪

問
看

護
を

行
う

場
合

、
訪

問
看

護
療

養

費
に

係
る

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
基

準
等

（
平

成
1
8
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

1
0
3
号

。
以

下
「

基
準

告
示

」
と

い
う

。
）
第

２
の

１
の
（

１
）
に

規
定

す
る

疾
病

等
の

利
用

者
に

対
す

る

指
定

訪
問

看
護

を
行

う
場

合
（

退
院

支
援

指
導

加
算

に
つ

い
て

は
、
退

院
後

行
う

初
回

の
訪

問

看
護

が
特

別
訪

問
看

護
指

示
書

に
係

る
指

定
訪

問
看

護
で

あ
る

場
合

又
は

基
準

告
示

第
２

の

１
の
（

１
）
に

規
定

す
る

疾
病

等
の

利
用

者
に

対
す

る
指

定
訪

問
看

護
で

あ
る

場
合

、
訪

問
看

護
情

報
提

供
療

養
費

１
に

つ
い

て
は

、
同

一
月

に
介

護
保

険
に

よ
る

訪
問

看
護

を
受

け
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）
、
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
が

算
定

さ
れ

る
指

定
訪

問
看

護
を

行
う

場
合
（

認
知

症
で

な
い

患
者

に
指

定
訪

問
看

護
を

行
う

場
合

に
限

る
。
）
及

び
入

院
中
（

外
泊

日
を

含
む

。
）

に
退

院
に

向
け

た
指

定
訪

問
看

護
を

行
う

場
合

に
は

、
算

定
で

き
る

。
 

た
だ

し
、
そ

の
場

合
で

あ
っ

て
も

、
介

護
保

険
の

訪
問

看
護

等
に

お
い

て
緊

急
時

訪
問

看
護

加
算

又
は

緊
急

時
介

護
予

防
訪

問
看

護
加

算
を

算
定

し
て

い
る

月
に

あ
っ

て
は

2
4
時

間
対

応

体
制

加
算

、
介

護
保

険
に

お
け

る
特

別
管

理
加

算
を

算
定

し
て

い
る

月
に

あ
っ

て
は

医
療

保
険

の
特

別
管

理
加

算
、
介

護
保

険
に

お
け

る
看

護
・
介

護
職

員
連

携
強

化
加

算
を

算
定

し
て

い
る

月
に

あ
っ

て
は

医
療

保
険

の
看

護
・
介

護
職

員
連

携
強

化
加

算
は

算
定

で
き

な
い

。
ま

た
、
介

護
保

険
の

訪
問

看
護

等
に

お
い

て
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

加
算

を
算

定
し

た
場

合
は

、
訪

問
看

護
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

療
養

費
（

遠
隔

死
亡

診
断

補
助

加
算

を
含

む
。

）
は

算
定

で
き

な
い

。
 

(
２

)
 

要
介

護
被

保
険

者
等

に
つ

い
て

は
、

在
宅

患
者

連
携

指
導

加
算

は
算

定
で

き
な

い
。

 

 

９
 

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

関
す

る
留

意
事

項
に

つ
い

て
 

在
宅

患
者

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
指

導
管

理
料

は
、
要

介
護

被
保

険
者

等
で

あ
る

患
者

に
つ

い
て

は
、
原

則
と

し
て

算
定

で
き

な
い

が
、
急

性
増

悪
等

に
よ

り
一

時
的

に
頻

回
の

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

指
導

管
理

を
行

う
必

要
が

あ
る

場
合

に
は

、
６

月
に

１
回

、
1
4
日

間
に

限
り

算
定

で

き
る

。
 

 

1
0
 

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

関
す

る
留

意
事

項
に

つ
い

て
 

要
介

護
被

保
険

者
等

で
あ

る
患

者
に

対
し

て
行

う
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

は
、
同

一
の

疾
患

等
に

つ
い

て
、
医

療
保

険
に

お
け

る
心

大
血

管
疾

患
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

料
、
脳

血
管

疾
患

等
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

料
、
廃

用
症

候
群

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料

、
運

動
器

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料

又

は
呼

吸
器

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料
（

以
下
「

医
療

保
険

に
お

け
る

疾
患

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

料
」
と

い
う

。
）
を

算
定

す
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
（

以
下
「

医
療

保
険

に
お

け
る

疾
患

別
リ

ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
」
と

い
う

。
）
を

行
っ

た
後

、
介

護
保

険
に

お
け

る
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

若
し

く
は

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
又

は
介

護
予

防
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

若
し

く
は

介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン
（

以
下
「

介
護

保
険

に
お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
」
と

い

う
。
）
の

利
用

開
始

日
を

含
む

月
の

翌
月

以
降

は
、
当

該
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
係

る
疾

患
等

に

つ
い

て
、
手

術
、
急

性
増

悪
等

に
よ

り
医

療
保

険
に

お
け

る
疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料

を
算

定
す

る
患

者
に

該
当

す
る

こ
と

と
な

っ
た

場
合

を
除

き
、
医

療
保

険
に

お
け

る
疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ

ー
シ

ョ
ン

料
は

算
定

で
き

な
い

。
 

た
だ

し
、
医

療
保

険
に

お
け

る
疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

実
施

す
る

施
設

と
は

別
の

施
設

で
介

護
保

険
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
提

供
す

る
こ

と
に

な
っ

た
場

合
に

は
、
一

定
期

間
、

医
療

保
険

に
お

け
る

疾
患

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

と
介

護
保

険
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

併

用
し

て
行

う
こ

と
で

円
滑

な
移

行
が

期
待

で
き

る
こ

と
か

ら
、
介

護
保

険
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー

シ
ョ

ン
の

利
用

開
始

日
を

含
む

月
の

翌
々

月
ま

で
、
併

用
が

可
能

で
あ

る
こ

と
。
併

用
す

る
場

合
に

は
、
診

療
録

及
び

診
療

報
酬

明
細

書
に
「

介
護

保
険

に
お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

利
用

開
始

日
」
を

記
載

す
る

こ
と

に
よ

り
、
同

一
の

疾
患

等
に

つ
い

て
介

護
保

険
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
行

っ
た

日
以

外
の

日
に

医
療

保
険

に
お

け
る

疾
患

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

料
を

算
定

す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。
た

だ
し

、
当

該
利

用
開

始
日

の
翌

月
及

び
翌

々
月

に
算

定
で

き
る

疾
患

別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料

は
１

月
７

単
位

ま
で

と
す

る
。

 

な
お

、
目

標
設

定
等

支
援
・
管

理
料

を
算

定
し

て
か

ら
３

月
以

内
に

、
当

該
支

援
に

よ
っ

て
紹

介
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さ
れ

た
事

業
所

に
お

い
て

介
護

保
険

に
お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

体
験

す
る

目
的

で
、
同

一

の
疾

患
等

に
つ

い
て

医
療

保
険

に
お

け
る

疾
患

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
行

っ
た

日
以

外
に

１

月
に

５
日

を
超

え
な

い
範

囲
で

介
護

保
険

に
お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

行
っ

た
場

合
は

、
診

療
録

及
び

診
療

報
酬

明
細

書
に
「

介
護

保
険

に
お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

利
用

開
始

日
」
を

記
載

す
る

必
要

は
な

く
、
医

療
保

険
に

お
け

る
疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
か

ら
介

護
保

険
に

お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
へ

移
行

し
た

も
の

と
は

み
な

さ
な

い
。

 

 

1
1
 

重
度

認
知

症
患

者
デ

イ
・

ケ
ア

料
等

に
関

す
る

留
意

事
項

に
つ

い
て

 

(
１

)
 

医
療

保
険

に
お

け
る

重
度

認
知

症
患

者
デ

イ
・
ケ

ア
料

、
精

神
科

シ
ョ

ー
ト
・
ケ

ア
、
精

神

科
デ

イ
・
ケ

ア
、
精

神
科

ナ
イ

ト
・
ケ

ア
又

は
精

神
科

デ
イ
・
ナ

イ
ト
・
ケ

ア
（

以
下
「

重
度

認
知

症
患

者
デ

イ
・
ケ

ア
料

等
」
と

い
う

。
）
を

算
定

し
て

い
る

患
者

に
対

し
て

は
、
当

該
重

度
認

知
症

患
者

デ
イ
・
ケ

ア
料

等
を

、
同

一
の

環
境

に
お

い
て

反
復

継
続

し
て

行
う

こ
と

が
望

ま
し

い
た

め
、
患

者
が

要
介

護
被

保
険

者
等

で
あ

る
場

合
で

あ
っ

て
も

、
重

度
認

知
症

患
者

デ

イ
・
ケ

ア
料

等
を

行
っ

て
い

る
期

間
内

に
お

い
て

は
、
介

護
保

険
に

お
け

る
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
費

及
び

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
費

を
算

定
で

き
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

た
だ

し
、
要

介
護

被
保

険
者

等
で

あ
る

患
者

で
あ

っ
て

、
特

定
施

設
（

指
定

特
定

施
設

、
指

定
地

域
密

着
型

特
定

施
設

又
は

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

に
限

る
。
）
の

入
居

者
及

び
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

の

受
給

者
の

入
居

施
設

）
の

入
居

者
以

外
の

も
の

に
対

し
て

行
う

重
度

認
知

症
患

者
デ

イ
・
ケ

ア

等
に

つ
い

て
は

、
介

護
保

険
に

お
け

る
指

定
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
行

っ
た

日
以

外
の

日
に

限
り

、
医

療
保

険
に

お
け

る
重

度
認

知
症

患
者

デ
イ
・
ケ

ア
料

等
を

算
定

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

(
２

)
 

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生

活
介

護
の

受
給

者
の

入
居

施
設

）
の

入
居

者
に

つ
い

て
は

、
医

療
保

険
の

重
度

認
知

症
患

者
デ

イ
・
ケ

ア
料

は
算

定
で

き
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と

。
た

だ
し

、
認

知
症

で
あ

る
老

人
で

あ
っ

て

日
常

生
活

自
立

度
判

定
基

準
が

ラ
ン

ク
Ｍ

に
該

当
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

こ
と

。
 

 

1
2
 

人
工

腎
臓

等
に

関
す

る
留

意
事

項
に

つ
い

て
 

介
護

老
人

保
健

施
設

の
入

所
者

に
つ

い
て

、
人

工
腎

臓
の
「

１
」
か

ら
「

３
」
ま

で
の

い
ず

れ
か

を
算

定
す

る
場

合
（
「

注
1
3
」
の

加
算

を
算

定
す

る
場

合
を

含
む

。
）
の

取
扱

い
は

、
介

護
老

人
保

健
施

設
の

入
所

者
以

外
の

者
の

場
合

と
同

様
で

あ
り

、
透

析
液

（
灌

流
液

）
、

血
液

凝
固

阻
止

剤
、

生
理

食
塩

水
、
エ

リ
ス

ロ
ポ

エ
チ

ン
、
ダ

ル
ベ

ポ
エ

チ
ン

、
エ

ポ
エ

チ
ン

ベ
ー

タ
ペ

ゴ
ル

及
び

Ｈ
Ｉ

Ｆ
－

Ｐ
Ｈ

阻
害

剤
の

費
用

は
人

工
腎

臓
の

所
定

点
数

に
含

ま
れ

て
お

り
、
別

に
算

定
で

き
な

い
。
な

お
、
生

理
食

塩
水

に
は

、
回

路
の

洗
浄
・
充

填
、
血

圧
低

下
時

の
補

液
、
回

収
に

使
用

さ
れ

る
も

の

等
が

含
ま

れ
、
同

様
の

目
的

で
使

用
さ

れ
る

電
解

質
補

液
、
ブ

ド
ウ

糖
液

等
に

つ
い

て
も

別
に

算
定

で
き

な
い

。
ま

た
、
Ｈ

Ｉ
Ｆ

－
Ｐ

Ｈ
阻

害
剤

は
、
原

則
と

し
て

人
工

腎
臓

を
算

定
す

る
保

険
医

療
機

関
に

お
い

て
院

内
処

方
す

る
こ

と
。
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

(
別
紙
１
)

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

―
×

○
×

○
×

○
（

入
院

に
係

る
も

の
を

除
く

。
）

○
（

配
置

医
師

が
行

う
場

合
を

除
く

。
）

○
×

○
（

Ａ
４

０
０

の
１

短
期

滞
在

手
術

等
基

本
料

１
に

限
る

。
）

○
（

Ａ
２

２
７

精
神

科
措

置
入

院
診

療
加

算
及

び
Ａ

２
２

７
－

２
精

神
科

措
置

入
院

退
院

支
援

加
算

に
限

る
。

）

○
（

Ａ
４

０
０

の
１

短
期

滞
在

手
術

等
基

本
料

１
に

限
る

。
）

×
―

―

○
―

―
―

×
○

―
―

×
○

―
―

×
○

―
―

×
○

―
―

×
○

―
―

×
○

―
―

×
○

―
―

×
○

―
―

×
○

―
―

×
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

―
―

×
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

―
―

×
○

○
―

○
―

○
―

○
―

―
○

―
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

○
（

療
養

病
棟

に
入

院
中

の
者

に
限

る
。

）

×
○

○

○
（

療
養

病
棟

に
入

院
中

の
者

に
限

る
。

）

○

○
○

―
―

×
○

―
―

×
○

○
―

―
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

○
―

特

医 学

Ｂ
０

０
７

－
２

　
退

院
後

訪
問

指
導

料
○

×
×

×

Ｂ
０

０
８

　
薬

剤
管

理
指

導
料

―
×

×
×

Ｂ
０

０
７

　
退

院
前

訪
問

指
導

料
―

×
×

×

Ｂ
０

０
５

－
７

－
２

　
認

知
症

療
養

指
導

料
○

×
×

×

Ｂ
０

０
５

－
８

　
肝

炎
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ロ

ン
治

療
計

画
料

○
×

×
×

Ｂ
０

０
５

－
1
3
　

こ
こ

ろ
の

連
携

指
導

料
（

Ⅱ
）

○
×

×

Ｂ
０

０
５

－
1
2
　

こ
こ

ろ
の

連
携

指
導

料
（

Ⅰ
）

○
×

×

Ｂ
０

０
５

－
６

　
が

ん
治

療
連

携
計

画
策

定
料

○
×

×
×

Ｂ
０

０
５

－
７

　
認

知
症

専
門

診
断

管
理

料
○

×
×

Ｂ
０

０
５

－
６

－
２

　
が

ん
治

療
連

携
指

導
料

○
×

×
×

Ｂ
０

０
５

－
６

－
４

　
外

来
が

ん
患

者
在

宅
連

携
指

導
料

○
×

×
×

×
×

×

Ｂ
０

０
１

－
２

－
１

２
　

外
来

腫
瘍

化
学

療
法

診
療

料
○

×
○

Ｂ
０

０
５

－
１

－
２

　
介

護
支

援
等

連
携

指
導

料
―

×
×

××

Ｂ
０

０
１

の
2
7
　

糖
尿

病
透

析
予

防
指

導
管

理
料

○
×

×

Ｂ
０

０
１

－
２

－
５

　
院

内
ト

リ
ア

ー
ジ

実
施

料
○

×
×

Ｂ
０

０
１

の
2
6
　

植
込

型
輸

液
ポ

ン
プ

持
続

注
入

療
法

指
導

管
理

料
○

×

Ｂ
０

０
１

の
3
2
　

一
般

不
妊

治
療

管
理

料

Ｂ
０

０
１

の
3
3
　

生
殖

補
助

医
療

管
理

料

○ ○

× ×

× ×

Ｂ
０

０
１

の
3
4
　

ハ
　

二
次

性
骨

折
予

防
継

続
管

理
料

３
○

×
××

Ｂ
０

０
１

の
2
4
　

外
来

緩
和

ケ
ア

管
理

料
○

×
×

Ｂ
０

０
１

の
2
5
　

移
植

後
患

者
指

導
管

理
料

○
×

×

Ｂ
０

０
１

の
1
0
　

入
院

栄
養

食
事

指
導

料
―

×
×

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

基 本

初
・

再
診

料
○

入
院

料
等

×

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

○
×

×

Ｂ
０

０
１

－
２

－
７

　
外

来
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

診
療

料
○

×
×

Ｂ
０

０
１

－
２

－
６

　
夜

間
休

日
救

急
搬

送
医

学
管

理
料

Ｂ
０

０
５

　
退

院
時

共
同

指
導

料
２

―
×

×
×

Ｂ
０

０
１

－
２

－
８

　
外

来
放

射
線

照
射

診
療

料
○

×
×

Ｂ
０

０
４

　
退

院
時

共
同

指
導

料
１

―

-84-



「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

―
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

注
１

○
○

注
２

○

○
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

場
合

に
限

る
。

）

×
―

注
３

―
○

注
４

○
×

○
―

注
５

及
び

注
６

○
○

×
○

注
８

加
算

及
び

注
９

加
算

○
○

注
1
0
加

算
（

認
知

症
専

門
医

療
機

関
紹

介
加

算
）

○
○

×
○

注
1
1
加

算
（

認
知

症
専

門
医

療
機

関
連

携
加

算
）

注
1
2
加

算
（

精
神

科
医

連
携

加
算

）
注

1
3
加

算
（

肝
炎

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ロ
ン

治
療

連
携

加
算

）
―

○

注
1
4
加

算
（

歯
科

医
療

機
関

連
携

加
算

１
）

注
1
5
加

算
（

歯
科

医
療

機
関

連
携

加
算

２
）

○
○

注
1
6
加

算
（

地
域

連
携

診
療

計
画

加
算

）
―

―

注
1
7
加

算
（

療
養

情
報

提
供

加
算

）
―

○

注
1
8
加

算
（

検
査

･
画

像
情

報
提

供
加

算
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
×

○
×

○
○

○
―

○
―

○
○

×
○

※
１

―
×

○
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

○
○

※
1
0

―

ア
：

○
　

※
８

（
死

亡
日

か
ら

さ
か

の
ぼ

っ
て

3
0
日

以
内

の
患

者
及

び
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
た

だ
し

、
看

取
り

介
護

加
算

(
Ⅱ

)
を

算
定

し
て

い
る

場
合

に
は

看
取

り
加

算
は

算
定

で
き

な
い

。
）

イ
：

○
　

※
1
0

Ｂ
０

１
５

　
精

神
科

退
院

時
共

同
指

導
料

―
×

×
×

上
記

以
外

○
×

×

Ｃ
０

０
０

　
往

診
料

○
×

×

特 掲
管 理 等

Ｃ
０

０
１

　
在

宅
患

者
訪

問
診

療
料

(
Ⅰ

)
（

同
一

建
物

に
お

い
て

同
一

日
に

２
件

以
上

医
療

保
険

か
ら

給
付

さ
れ

る
訪

問
診

療
を

行
う

か
否

か
に

よ
り

該
当

す
る

区
分

を
算

定
）

○
×

×
×

Ｂ
０

１
０

－
２

　
診

療
情

報
連

携
共

有
料

○
○

○
×

Ｂ
０

１
４

　
退

院
時

薬
剤

情
報

管
理

指
導

料
―

×
×

×

Ｂ
０

１
１

　
連

携
強

化
診

療
情

報
提

供
料

○
×

×
×

Ｂ
０

１
１

－
５

　
が

ん
ゲ

ノ
ム

プ
ロ

フ
ァ

イ
リ

ン
グ

評
価

提
供

料
○

×

Ｂ
０

０
９

－
２

　
電

子
的

診
療

情
報

評
価

料
○

×
×

×

Ｂ
０

１
０

　
診

療
情

報
提

供
料

(
Ⅱ

)
○

×
×

×

○
×

×

○
×

×
×

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

（
医

師
が

行
う

場
合

に
限

る
。

）
が

算
定

さ
れ

て
い

る
場

合
を

除
く

。
）

×

○
×

×
×

○
×

×
×

×
×

○
×

×
×

○
×

×

○
×

×
×

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

（
医

師
が

行
う

場
合

に
限

る
。

）
が

算
定

さ
れ

て
い

る
場

合
を

除
く

。
）

×
×

×

○
×

×

○
×

×
×

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

）
×

×

Ｂ
０

０
８

－
２

　
薬

剤
総

合
評

価
調

整
管

理
料

○
×

×
×

Ｂ
０

０
９

　
診

療
情

報
提

供
料

(
Ⅰ

)
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

○
○

※
1
0

―

ア
：

○
　

※
８

（
死

亡
日

か
ら

さ
か

の
ぼ

っ
て

3
0
日

以
内

の
患

者
及

び
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
た

だ
し

、
看

取
り

介
護

加
算

(
Ⅱ

)
を

算
定

し
て

い
る

場
合

に
は

看
取

り
加

算
は

算
定

で
き

な
い

。
）

イ
：

○
　

※
1
0

○
（

養
護

老
人

ホ
ー

ム
、

軽
費

老
人

ホ
ー

ム
A
型

、
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

及
び

サ
ー

ビ
ス

付
き

高
齢

者
向

け
住

宅
の

入
所

者
を

除
く

。
）

○
※

1
0

―
―

○
（

定
員

1
1
0
名

以
下

の
養

護
老

人
ホ

ー
ム

、
軽

費
老

人
ホ

ー
ム

A
型

、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

及
び

サ
ー

ビ
ス

付
き

高
齢

者
向

け
住

宅
の

入
所

者
並

び
に

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
の

入
所

者
（

末
期

の
悪

性
腫

瘍
の

も
の

に
限

る
。

）
に

限
る

。
）

―
―

ア
：

○
　

※
８

（
死

亡
日

か
ら

さ
か

の
ぼ

っ
て

3
0
日

以
内

の
患

者
及

び
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

イ
：

○
　

※
1
0

○
○

※
1
0

○
×

○
―

―

―
○

○
※

２
○

※
２

及
び

※
1
1

―
ア

：
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

イ
：

○
　

※
1
2

在
宅

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
及

び
同

一
建

物
居

住
者

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算

○
※

２
（

同
一

月
に

お
い

て
、

介
護

保
険

の
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

加
算

を
算

定
し

て
い

な
い

場
合

に
限

る
。

）

○
※

２
及

び
※

1
1

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
の

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―

ア
：

○
（

末
期

の
悪

性
腫

瘍
の

患
者

に
限

る
。

た
だ

し
、

看
取

り
介

護
加

算
を

算
定

し
て

い
る

場
合

に
は

、
在

宅
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

加
算

の
ロ

又
は

同
一

建
物

居
住

者
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

加
算

の
ロ

を
算

定
す

る
。

）
イ

：
○

　
※

1
2

在
宅

移
行

管
理

加
算

○
※

２
（

同
一

月
に

お
い

て
、

介
護

保
険

の
特

別
管

理
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

○
※

２
及

び
※

1
1

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
の

特
別

管
理

加
算

を
算

定
し

て
い

な
い

場
合

に
限

る
。

）

―
ア

：
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

イ
：

○
　

※
1
2

看
護

・
介

護
職

員
連

携
強

化
加

算
○

―
―

そ
の

他
の

加
算

○
※

２
○

※
２

及
び

※
1
1

―
ア

：
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

イ
：

○
　

※
1
2

○
○

※
２

―
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

○
※

２
×

×
×

Ｃ
０

０
５

－
２

　
在

宅
患

者
訪

問
点

滴
注

射
管

理
指

導
料

○
※

２
×

×
×

×
×

×
×

Ｃ
０

０
５

　
在

宅
患

者
訪

問
看

護
・

指
導

料
Ｃ

０
０

５
－

１
－

２
　

同
一

建
物

居
住

者
訪

問
看

護
・

指
導

料 （
同

一
建

物
に

お
い

て
同

一
日

に
２

件
以

上
医

療
保

険
か

ら
給

付
さ

れ
る

訪
問

指
導

を
行

う
か

否
か

に
よ

り
該

当
す

る
区

分
を

算
定

）

○
※

２
×

×
×

○
※

２
（

た
だ

し
、

看
取

り
介

護
加

算
を

算
定

し
て

い
る

場
合

に
は

、
在

宅
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

加
算

の
ロ

又
は

同
一

建
物

居
住

者
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

加
算

の
ロ

を
算

定
す

る
。

）

×
×

×

Ｃ
０

０
４

　
救

急
搬

送
診

療
料

○
×

×
×

○
※

２
（

同
一

月
に

お
い

て
、

介
護

保
険

の
特

別
管

理
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

×
×

×

×
×

×

Ｃ
０

０
２

－
２

　
施

設
入

居
時

等
医

学
総

合
管

理
料

○
×

×
×

Ｃ
０

０
３

　
在

宅
が

ん
医

療
総

合
診

療
料

×
×

×

特 掲

在 宅 医 療

Ｃ
０

０
１

－
２

　
在

宅
患

者
訪

問
診

療
料

(
Ⅱ

)
○

×
×

×

Ｃ
０

０
２

　
在

宅
時

医
学

総
合

管
理

料
―
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

―
―

―
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

―
―

―
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

―
―

―
―

―
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

―
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

○
×

―
―

―
―

○
―

―

―
○

※
１

―
○

○
×

○
×

○
○

○

○
（

単
純

撮
影

に
係

る
も

の
を

除
く

。
）

○
×

○
○

○

○
（

第
３

節
に

限
る

。
）

※
３

○
（

専
門

的
な

診
療

に
特

有
の

薬
剤

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

○
（

第
３

節
に

限
る

。
）

※
３

○
（

専
門

的
な

診
療

に
特

有
の

薬
剤

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

○

○

○
（

第
２

節
に

限
る

。
）

※
４

○
（

専
門

的
な

診
療

に
特

有
の

薬
剤

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

○
（

第
２

節
に

限
る

。
）

※
４

○
（

専
門

的
な

診
療

に
特

有
の

薬
剤

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

○

○

○
（

Ｈ
０

０
５

視
能

訓
練

及
び

Ｈ
０

０
６

難
病

患
者

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料

に
限

る
。

）

×

○
（

同
一

の
疾

患
等

に
つ

い
て

、
介

護
保

険
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
利

用
開

始
月

の
翌

月
以

降
は

算
定

不
可

（
た

だ
し

、
別

の
施

設
で

介
護

保
険

に
お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

行
う

場
合

に
は

、
利

用
開

始
月

の
３

月
目

以
降

は
算

定
不

可
）

）

―
×

○
○

※
１

―
×

―

○
（

た
だ

し
、

往
診

時
に

行
う

場
合

に
は

精
神

療
法

が
必

要
な

理
由

を
診

療
録

に
記

載
す

る
こ

と
。

）

×

Ｉ
０

０
２

　
通

院
・

在
宅

精
神

療
法

（
２

在
宅

精
神

療
法

に
限

る
。

）

検
査

○
○

※
７

画
像

診
断Ｃ

０
１

３
　

在
宅

患
者

訪
問

褥
瘡

管
理

指
導

料
○

×
×

×

第
２

節
第

１
款

に
掲

げ
る

在
宅

療
養

指
導

管
理

料
○

×
×

×

○
○

投
薬

○
○

※
３

注
射

○
○

※
５

第
２

節
第

２
款

に
掲

げ
る

在
宅

療
養

指
導

管
理

材
料

加
算

Ｃ
０

１
２

　
在

宅
患

者
共

同
診

療
料

の
１

○
×

×
×

Ｃ
０

１
２

　
在

宅
患

者
共

同
診

療
料

の
２

Ｃ
０

１
２

　
在

宅
患

者
共

同
診

療
料

の
３

（
同

一
建

物
に

お
い

て
同

一
日

に
２

件
以

上
医

療
保

険
か

ら
給

付
さ

れ
る

訪
問

診
療

を
行

う
か

否
か

に
よ

り
該

当
す

る
区

分
を

算
定

）

○
×

×
×

Ｃ
０

１
０

　
在

宅
患

者
連

携
指

導
料

×
×

×
×

Ｃ
０

１
１

　
在

宅
患

者
緊

急
時

等
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

料
○

×
×

×

Ｃ
０

０
８

　
在

宅
患

者
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
料

（
当

該
患

者
が

居
住

す
る

建
築

物
に

居
住

す
る

者
の

う
ち

当
該

保
険

医
療

機
関

が
当

該
指

導
料

を
算

定
す

る
者

の
人

数
等

に
よ

り
該

当
す

る
区

分
を

算
定

）

×
×

×
×

Ｃ
０

０
９

　
在

宅
患

者
訪

問
栄

養
食

事
指

導
料

（
当

該
患

者
が

居
住

す
る

建
築

物
に

居
住

す
る

者
の

う
ち

当
該

保
険

医
療

機
関

が
当

該
指

導
料

を
算

定
す

る
者

の
人

数
等

に
よ

り
該

当
す

る
区

分
を

算
定

）

×
×

×
×

Ｃ
０

０
７

　
訪

問
看

護
指

示
料

○
×

×
×

Ｃ
０

０
７

－
２

　
介

護
職

員
等

喀
痰

吸
引

等
指

示
料

○
×

×
×

Ｃ
０

０
６

　
在

宅
患

者
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

指
導

管
理

料
（

同
一

建
物

に
お

い
て

同
一

日
に

２
件

以
上

医
療

保
険

か
ら

給
付

さ
れ

る
訪

問
指

導
を

行
う

か
否

か
に

よ
り

該
当

す
る

区
分

を
算

定
）

○
（

急
性

増
悪

等
に

よ
り

一
時

的
に

頻
回

の
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

が
必

要
な

患
者

に
限

る
。

）
×

×
×

Ｃ
０

１
４

　
外

来
在

宅
共

同
指

導
料

―
―

―
―

○
×

×
○

○
×

×

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン

○
（

同
一

の
疾

患
等

に
つ

い
て

、
介

護
保

険
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
利

用
開

始
月

の
翌

月
以

降
は

算
定

不
可

（
た

だ
し

、
別

の
施

設
で

介
護

保
険

に
お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

行
う

場
合

に
は

、
利

用
開

始
月

の
３

月
目

以
降

は
算

定
不

可
）

）

×
○

※
７

Ｉ
０

０
２

　
通

院
・

在
宅

精
神

療
法

（
１

通
院

精
神

療
法

に
限

る
。

）
○

×
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

―
×

○

○
（

た
だ

し
、

往
診

時
に

行
う

場
合

に
は

精
神

療
法

が
必

要
な

理
由

を
診

療
録

に
記

載
す

る
こ

と
。

）

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

特
定

診
療

費
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）

―

○
×

○
×

○
○

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

特
定

診
療

費
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）

―

○
（

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

日
以

外
の

日
は

算
定

可
）

○

○
（

精
神

科
退

院
指

導
料

又
は

地
域

移
行

機
能

強
化

病
棟

入
院

料
を

算
定

し
た

も
の

に
限

る
。

）

×

○
（

精
神

科
退

院
指

導
料

を
算

定
し

た
も

の
に

限
る

。
）

×

○
（

精
神

科
退

院
指

導
料

を
算

定
し

た
も

の
に

限
る

。
）

○

注
５

○
○

―
○

―
―

○
（

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

日
以

外
の

日
は

算
定

可
）

○

○
（

精
神

科
退

院
指

導
料

又
は

地
域

移
行

機
能

強
化

病
棟

入
院

料
を

算
定

し
た

も
の

に
限

る
。

）

×

○
（

精
神

科
退

院
指

導
料

を
算

定
し

た
も

の
に

限
る

。
）

×

○
（

精
神

科
退

院
指

導
料

を
算

定
し

た
も

の
に

限
る

。
）

○

注
６

○
○

―
○

―
―

○
（

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

日
以

外
の

日
は

算
定

可
）

○
―

○

○
○

×
○

×
―

○
※

９
○

※
９

及
び

※
1
3

―
×

×
×

×

ア
：

○
（

認
知

症
患

者
を

除
く

。
）

イ
：

○
　

※
1
3

（
認

知
症

患
者

を
除

く
。

）

看
護

・
介

護
職

員
連

携
強

化
加

算
○

―
×

×
×

×
―

―
―

―
―

―
○

（
認

知
症

患
者

を
除

く
。

）

○
（

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

日
以

外
の

日
は

算
定

可
）

○

○
（

認
知

症
で

あ
る

老
人

で
あ

っ
て

日
常

生
活

自
立

度
判

定
基

準
が

ラ
ン

ク
Ｍ

の
も

の
に

限
る

。
）

―
○

―
○

（
精

神
科

在
宅

患
者

支
援

管
理

料
１

の
ハ

を
算

定
す

る
場

合
を

除
く

。
）

○
○

※
１

○
○

※
６

○
×

○
○

処
置

○
○

※
７

Ｉ
０

１
６

　
精

神
科

在
宅

患
者

支
援

管
理

料
○

×
×

×

上
記

以
外

○
○

○
×

Ｉ
０

１
２

－
２

　
精

神
科

訪
問

看
護

指
示

料
○

×

Ｉ
０

１
５

　
重

度
認

知
症

患
者

デ
イ

・
ケ

ア
料

○
（

重
度

認
知

症
患

者
デ

イ
・

ケ
ア

を
行

っ
て

い
る

期
間

内
に

お
い

て
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

場
合

は
算

定
不

可
）

―
―

×

Ｉ
０

１
２

　
精

神
科

訪
問

看
護

・
指

導
料

(
Ⅰ

)
及

び
(
Ⅲ

)
（

同
一

建
物

に
お

い
て

同
一

日
に

２
件

以
上

医
療

保
険

か
ら

給
付

さ
れ

る
訪

問
看

護
を

行
う

か
否

か
に

よ
り

該
当

す
る

区
分

を
算

定
）

（
看

護
・

介
護

職
員

連
携

強
化

加
算

以
外

の
加

算
を

含
む

。
）

○
※

９
×

×
×

Ｉ
０

１
０

　
精

神
科

ナ
イ

ト
・

ケ
ア

Ｉ
０

１
０

－
２

　
精

神
科

デ
イ

・
ナ

イ
ト

・
ケ

ア

○
（

当
該

療
法

を
行

っ
て

い
る

期
間

内
に

お
い

て
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

場
合

は
算

定
不

可
）

―
―

×

Ｉ
０

１
１

　
精

神
科

退
院

指
導

料
Ｉ

０
１

１
－

２
　

精
神

科
退

院
前

訪
問

指
導

料
―

×

―
×

Ｉ
０

０
９

　
精

神
科

デ
イ

・
ケ

ア

○
（

当
該

療
法

を
行

っ
て

い
る

期
間

内
に

お
い

て
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

場
合

は
算

定
不

可
）

×

―
×

Ｉ
０

０
８

　
入

院
生

活
技

能
訓

練
療

法
―

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

特
定

診
療

費
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

特
定

診
療

費
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）
×

Ｉ
０

０
８

－
２

　
精

神
科

シ
ョ

ー
ト

・
ケ

ア

○
（

当
該

療
法

を
行

っ
て

い
る

期
間

内
に

お
い

て
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

場
合

は
算

定
不

可
）

×

Ｉ
０

０
５

　
入

院
集

団
精

神
療

法
―

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

特
定

診
療

費
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

特
定

診
療

費
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）
×

Ｉ
０

０
７

　
精

神
科

作
業

療
法

○
×

特 掲

Ｉ
０

０
３

－
２

　
認

知
療

法
・

認
知

行
動

療
法

○
×

×

精 神 科 専 門 療 法
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

○
×

○
○

○
×

○
○

○
×

○
○

○
×

○
×

○
○

○
○

○
―

○
―

○
○

―
○

○
―

○
―

―
○

○
○

※
１

○
―

○
―

○
―

○
○

○
○

○
○

―
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

―
―

―
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

○
○

×
○

×
×

×
×

×
×

×
×

注
1
4
　

服
薬

管
理

指
導

料
の

特
例

（
か

か
り

つ
け

薬
剤

師
と

連
携

す
る

他
の

薬
剤

師
が

対
応

し
た

場
合

）

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

た
だ

し
、

当
該

患
者

の
薬

学
的

管
理

指
導

計
画

に
係

る
疾

病
と

別
の

疾
病

又
は

負
傷

に
係

る
臨

時
の

投
薬

が
行

わ
れ

た
場

合
に

は
算

定
可

）

×
×

上
記

以
外

○
○

○
○ ×

１
０

の
３

　
服

薬
管

理
指

導
料

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

た
だ

し
、

当
該

患
者

の
薬

学
的

管
理

指
導

計
画

に
係

る
疾

病
と

別
の

疾
病

又
は

負
傷

に
係

る
臨

時
の

投
薬

が
行

わ
れ

た
場

合
に

は
算

定
可

）

×

Ｃ
０

０
７

　
在

宅
患

者
連

携
指

導
料

×
×

×

×

１
３

の
３

　
か

か
り

つ
け

薬
剤

師
包

括
管

理
料

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

た
だ

し
、

当
該

患
者

の
薬

学
的

管
理

指
導

計
画

に
係

る
疾

病
と

別
の

疾
病

又
は

負
傷

に
係

る
臨

時
の

投
薬

が
行

わ
れ

た
場

合
に

は
算

定
可

）

×
×

×

１
３

の
２

　
か

か
り

つ
け

薬
剤

師
指

導
料

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

た
だ

し
、

当
該

患
者

の
薬

学
的

管
理

指
導

計
画

に
係

る
疾

病
と

別
の

疾
病

又
は

負
傷

に
係

る
臨

時
の

投
薬

が
行

わ
れ

た
場

合
に

は
算

定
可

）

×
×

×

Ｃ
０

０
８

　
在

宅
患

者
緊

急
時

等
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

料
○

×
×

×

Ｃ
０

０
１

－
５

　
在

宅
患

者
訪

問
口

腔
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

指
導

管
理

料

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

）
○

○
○

Ｃ
０

０
３

　
在

宅
患

者
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
料

×
×

×
×

Ｃ
０

０
１

　
訪

問
歯

科
衛

生
指

導
料

×
○

○
○

Ｃ
０

０
１

－
３

　
歯

科
疾

患
在

宅
療

養
管

理
料

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

）
○

○
○

Ｂ
０

１
４

　
退

院
時

共
同

指
導

料
１

―
×

×
×

Ｂ
０

１
５

　
退

院
時

共
同

指
導

料
２

―
×

×
―

Ｂ
０

０
９

　
診

療
情

報
提

供
料

(
Ⅰ

)
（

注
２

及
び

注
６

）
○

（
同

一
月

に
お

い
て

、
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

又
は

介
護

予
防

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
が

算
定

さ
れ

て
い

る
場

合
を

除
く

。
）

○
○

○

Ｂ
０

１
１

－
４

　
退

院
時

薬
剤

情
報

管
理

指
導

料
―

×
×

―

Ｂ
０

０
８

　
薬

剤
管

理
指

導
料

―
×

×
―

Ｂ
０

０
８

－
２

　
薬

剤
総

合
評

価
調

整
管

理
料

○
×

×
×

Ｂ
０

０
６

－
３

－
２

　
が

ん
治

療
連

携
指

導
料

○
×

×
○

Ｂ
０

０
７

　
退

院
前

訪
問

指
導

料
―

×
×

―

×
―

○
○

Ｂ
０

０
６

－
３

　
が

ん
治

療
連

携
計

画
策

定
料

○
×

×
○

歯 科

Ｂ
０

０
０

－
４

　
歯

科
疾

患
管

理
料

Ｂ
０

０
２

　
歯

科
特

定
疾

患
療

養
管

理
料

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

）
○

○
○

Ｂ
０

０
４

－
１

－
４

　
入

院
栄

養
食

事
指

導
料

―

特 掲

麻
酔

○
○

○
※

７

放
射

線
治

療
○

○
○

病
理

診
断

×
×

―

Ｂ
０

０
４

－
９

　
介

護
支

援
等

連
携

指
導

料
―

×

手
術

○
○

○
※

７

-89-



「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

×
○

×
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

×
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

×
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

○
―

×
○

×
○

○
※

２

○
※

２
（

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

し
た

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
看

護
師

等
が

指
定

訪
問

看
護

を
実

施
し

た
場

合
に

限
り

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
以

外
の

患
者

に
お

い
て

は
、

利
用

開
始

後
3
0
日

ま
で

の
間

）
、

算
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
）

―

ア
：

○
（

末
期

の
悪

性
腫

瘍
の

患
者

に
限

る
。

）
イ

：
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
で

あ
っ

て
、

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

し
た

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
看

護
師

等
が

指
定

訪
問

看
護

を
実

施
し

た
場

合
に

限
り

、
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

）

○
※

９
○

※
９

及
び

※
1
4

―

ア
：

○
（

認
知

症
患

者
を

除
く

。
）

イ
：

○
　

※
1
4

（
認

知
症

患
者

を
除

く
。

）

○
―

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

○
※

1
5
及

び
※

1
7

―
ア

：
○

　
※

1
6

イ
：

○
　

※
1
6
及

び
※

1
7

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

に
お

い
て

、
緊

急
時

訪
問

看
護

加
算

又
は

緊
急

時
介

護
予

防
訪

問
看

護
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

○
※

1
5
及

び
※

1
7

（
同

一
月

に
お

い
て

、
緊

急
時

訪
問

看
護

加
算

又
は

緊
急

時
介

護
予

防
訪

問
看

護
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―
ア

：
○

　
※

1
6

イ
：

○
　

※
1
6
及

び
※

1
7

―
――

０
１

　
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

(
Ⅰ

)
及

び
(
Ⅱ

)
（

注
加

算
を

含
む

。
）

（
同

一
建

物
に

お
い

て
同

一
日

に
２

件
以

上
医

療
保

険
か

ら
給

付
さ

れ
る

訪
問

看
護

を
行

う
か

否
か

に
よ

り
該

当
す

る
区

分
を

算
定

）

○
※

２
―

―
―

０
１

－
２

　
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
(
Ⅰ

)
及

び
(
Ⅲ

)
（

注
加

算
を

含
む

。
）

（
同

一
建

物
に

お
い

て
同

一
日

に
２

件
以

上
医

療
保

険
か

ら
給

付
さ

れ
る

訪
問

看
護

を
行

う
か

否
か

に
よ

り
該

当
す

る
区

分
を

算
定

）

○
※

９
―

―

０
１

－
３

　
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

(
Ⅲ

)
及

び
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
(
Ⅳ

)
―

ア
：

○
イ

：
×

ア
：

○
イ

：
×

―

０
２

　
訪

問
看

護
管

理
療

養
費

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

―
―

―

2
4
時

間
対

応
体

制
加

算

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

に
お

い
て

、
緊

急
時

訪
問

看
護

加
算

又
は

緊
急

時
介

護
予

防
訪

問
看

護
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―

×

上
記

以
外

○
×

×
×

１
５

の
４

　
退

院
時

共
同

指
導

料
―

×
×

×

調 剤

１
５

の
５

　
服

薬
情

報
等

提
供

料
○

（
同

一
月

に
お

い
て

、
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

又
は

介
護

予
防

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
が

算
定

さ
れ

て
い

る
場

合
を

除
く

。
）

×
×

１
５

の
２

　
在

宅
患

者
緊

急
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
料

○
×

×

１
５

の
３

　
在

宅
患

者
緊

急
時

等
共

同
指

導
料

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

）
×

×
×

１
４

の
２

の
１

　
外

来
服

薬
支

援
料

１
○

（
同

一
月

に
お

い
て

、
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

又
は

介
護

予
防

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
が

算
定

さ
れ

て
い

る
場

合
を

除
く

。
）

×
×

×

１
５

　
在

宅
患

者
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
料

×
×

×

×
×
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

お
い

て
、

介
護

保
険

の
特

別
管

理
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

○
※

1
5
及

び
※

1
7

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
の

特
別

管
理

加
算

を
算

定
し

て
い

な
い

場
合

に
限

る
。

）

―
ア

：
○

　
※

1
6

イ
：

○
　

※
1
6
及

び
※

1
7

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

×

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

等
の

患
者

で
あ

る
場

合
又

は
退

院
後

行
う

初
回

の
訪

問
看

護
が

特
別

訪
問

看
護

指
示

書
に

係
る

指
定

訪
問

看
護

で
あ

る
場

合
に

限
る

。
）

○
※

1
7

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

等
の

患
者

で
あ

る
場

合
又

は
退

院
後

行
う

初
回

の
訪

問
看

護
が

特
別

訪
問

看
護

指
示

書
に

係
る

指
定

訪
問

看
護

で
あ

る
場

合
に

限
る

。
）

―
―

―
×

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

○
※

1
5
及

び
※

1
7

―
ア

：
○

　
※

1
6

イ
：

○
　

※
1
6
及

び
※

1
7

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

お
い

て
、

介
護

保
険

の
看

護
・

介
護

職
員

連
携

強
化

加
算

を
算

定
し

て
い

な
い

場
合

に
限

る
。

）

―
×

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

○
※

1
5
及

び
※

1
7

―
ア

：
○

　
※

1
6

イ
：

○
　

※
1
6
及

び
※

1
7

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
に

よ
る

訪
問

看
護

を
受

け
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

○
※

1
5
及

び
※

1
7

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
に

よ
る

訪
問

看
護

を
受

け
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―
×

―
―

０
３

　
訪

問
看

護
情

報
提

供
療

養
費

１

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
に

よ
る

訪
問

看
護

を
受

け
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―
―

―

０
３

－
２

　
訪

問
看

護
情

報
提

供
療

養
費

２
―

―
―

―

在
宅

患
者

緊
急

時
等

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
加

算
○

※
２

又
は

精
神

科
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

を
算

定
で

き
る

者
―

―
―

看
護

・
介

護
職

員
連

携
強

化
加

算
×

―
―

―

退
院

支
援

指
導

加
算

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

等
の

患
者

で
あ

る
場

合
又

は
退

院
後

行
う

初
回

の
訪

問
看

護
が

特
別

訪
問

看
護

指
示

書
に

係
る

指
定

訪
問

看
護

で
あ

る
場

合
に

限
る

。
）

―
―

―

在
宅

患
者

連
携

指
導

加
算

×
―

―
―

特
別

管
理

加
算

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

お
い

て
、

介
護

保
険

の
特

別
管

理
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―
―

―

退
院

時
共

同
指

導
加

算
―

×
×

ア
：

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

イ
：

×

専
門

管
理

加
算

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

―
―

―
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

○
※

1
5
及

び
※

1
7

―
×

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
に

よ
る

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

○
※

1
5
及

び
※

1
7

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
に

よ
る

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―

ア
：

○
　

※
1
6

（
た

だ
し

、
看

取
り

介
護

加
算

を
算

定
し

て
い

る
場

合
に

は
、

訪
問

看
護

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
療

養
費

２
を

算
定

す
る

）
イ

：
○

　
※

1
6
及

び
※

1
7

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

○
※

1
5
及

び
※

1
7

―
ア

：
○

　
※

1
6

イ
：

○
　

※
1
6
及

び
※

1
7

注
）

※
１

※
２

※
３

※
４

※
５

※
６

次
に

掲
げ

る
費

用
に

限
る

。
　

・
外

来
腫

瘍
化

学
療

法
診

療
料

の
１

の
イ

又
は

２
の

イ
　

・
外

来
化

学
療

法
加

算
　

・
静

脈
内

注
射

（
保

険
医

が
療

養
病

床
か

ら
転

換
し

た
介

護
老

人
保

健
施

設
に

赴
い

て
行

う
も

の
又

は
外

来
腫

瘍
化

学
療

法
診

療
料

の
１

の
イ

若
し

く
は

２
の

イ
若

し
く

は
外

来
化

学
療

法
加

算
を

算
定

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

・
動

脈
注

射
（

外
来

腫
瘍

化
学

療
法

診
療

料
の

１
の

イ
若

し
く

は
２

の
イ

又
は

外
来

化
学

療
法

加
算

を
算

定
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
・

抗
悪

性
腫

瘍
剤

局
所

持
続

注
入

（
外

来
腫

瘍
化

学
療

法
診

療
料

の
１

の
イ

又
は

２
の

イ
を

算
定

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

・
肝

動
脈

塞
栓

を
伴

う
抗

悪
性

腫
瘍

剤
肝

動
脈

内
注

入
（

外
来

腫
瘍

化
学

療
法

診
療

料
の

１
の

イ
又

は
２

の
イ

を
算

定
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
・

点
滴

注
射

（
保

険
医

が
療

養
病

床
か

ら
転

換
し

た
介

護
老

人
保

健
施

設
に

赴
い

て
行

う
も

の
又

は
外

来
腫

瘍
化

学
療

法
診

療
料

の
１

の
イ

若
し

く
は

２
の

イ
若

し
く

は
外

来
化

学
療

法
加

算
を

算
定

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

・
中

心
静

脈
注

射
（

外
来

腫
瘍

化
学

療
法

診
療

料
の

１
の

イ
若

し
く

は
２

の
イ

又
は

外
来

化
学

療
法

加
算

を
算

定
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
・

植
込

型
カ

テ
ー

テ
ル

に
よ

る
中

心
静

脈
注

射
（

外
来

腫
瘍

化
学

療
法

診
療

料
の

１
の

イ
若

し
く

は
２

の
イ

又
は

外
来

化
学

療
法

加
算

を
算

定
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
・

エ
リ

ス
ロ

ポ
エ

チ
ン

（
人

工
腎

臓
又

は
腹

膜
灌

流
を

受
け

て
い

る
患

者
の

う
ち

腎
性

貧
血

状
態

に
あ

る
も

の
に

投
与

さ
れ

た
場

合
に

限
る

。
）

の
費

用
　

・
ダ

ル
ベ

ポ
エ

チ
ン

（
人

工
腎

臓
又

は
腹

膜
灌

流
を

受
け

て
い

る
患

者
の

う
ち

腎
性

貧
血

状
態

に
あ

る
も

の
に

投
与

さ
れ

た
場

合
に

限
る

。
）

の
費

用
　

・
エ

ポ
エ

チ
ン

ベ
ー

タ
ペ

ゴ
ル

（
人

工
腎

臓
又

は
腹

膜
灌

流
を

受
け

て
い

る
患

者
の

う
ち

腎
性

貧
血

状
態

に
あ

る
も

の
に

投
与

さ
れ

た
場

合
に

限
る

。
）

　
・

Ｈ
Ｉ

Ｆ
－

Ｐ
Ｈ

阻
害

剤
（

人
工

腎
臓

又
は

腹
膜

灌
流

を
受

け
て

い
る

患
者

の
う

ち
腎

性
貧

血
状

態
に

あ
る

も
の

に
対

し
て

投
与

さ
れ

た
場

合
に

限
る

。
）

　
・

抗
悪

性
腫

瘍
剤

（
悪

性
新

生
物

に
罹

患
し

て
い

る
患

者
に

対
し

て
投

与
さ

れ
た

場
合

に
限

る
。

）
の

費
用

　
・

疼
痛

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

の
た

め
の

医
療

用
麻

薬
の

費
用

　
・

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ロ
ン

製
剤

（
Ｂ

型
肝

炎
又

は
Ｃ

型
肝

炎
の

効
能

又
は

効
果

を
有

す
る

も
の

に
限

る
。

）
の

費
用

　
・

抗
ウ

イ
ル

ス
剤

（
Ｂ

型
肝

炎
又

は
Ｃ

型
肝

炎
の

効
能

又
は

効
果

を
有

す
る

も
の

及
び

後
天

性
免

疫
不

全
症

候
群

又
は

Ｈ
Ｉ

Ｖ
感

染
症

の
効

能
又

は
効

果
を

有
す

る
も

の
に

限
る

。
）

の
費

用
　

・
血

友
病

の
治

療
に

係
る

血
液

凝
固

因
子

製
剤

及
び

血
液

凝
固

因
子

抗
体

迂
回

活
性

複
合

体
の

費
用

創
傷

処
置

（
手

術
日

か
ら

起
算

し
て

十
四

日
以

内
の

患
者

に
対

す
る

も
の

を
除

く
。

）
、

喀
痰

吸
引

、
摘

便
、

酸
素

吸
入

、
酸

素
テ

ン
ト

、
皮

膚
科

軟
膏

処
置

、
膀

胱
洗

浄
、

留
置

カ
テ

ー
テ

ル
設

置
、

導
尿

、
膣

洗
浄

、
眼

処
置

、
耳

処
置

、
耳

管
処

置
、

鼻
処

置
、

口
腔

、
咽

頭
処

置
、

間
接

喉
頭

鏡
下

喉
頭

処
置

、
ネ

ブ
ラ

イ
ザ

、
超

音
波

ネ
ブ

ラ
イ

ザ
、

介
達

牽
引

、
消

炎
鎮

痛
等

処
置

、
鼻

腔
栄

養
及

び
長

期
療

養
患

者
褥

瘡
等

処
置

を
除

く
。

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

―
―

―

〇
：

要
介

護
被

保
険

者
等

で
あ

る
患

者
に

つ
い

て
療

養
に

要
す

る
費

用
の

額
を

算
定

で
き

る
場

合
（

平
成

2
0
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

1
2
8
号

）
の

規
定

に
よ

り
算

定
さ

れ
る

べ
き

療
養

と
し

て
い

る
も

の
　

×
：

診
療

報
酬

の
算

定
方

法
（

平
成

2
0
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

5
9
号

）
第

６
号

の
規

定
に

よ
り

算
定

で
き

な
い

も
の

　
－

：
診

療
報

酬
の

算
定

方
法

の
算

定
要

件
を

満
た

し
得

な
い

も
の

０
３

－
３

　
訪

問
看

護
情

報
提

供
療

養
費

３
○

※
２

又
は

精
神

科
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

を
算

定
で

き
る

者
―

―
―

社
会

福
祉

施
設

、
身

体
障

害
者

施
設

等
、

養
護

老
人

ホ
ー

ム
及

び
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

に
係

る
診

療
報

酬
の

算
定

に
つ

い
て

は
、

「
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

等
に

お
け

る
療

養
の

給
付

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
（

平
成

1
8
年

３
月

3
1
日

保
医

発
第

0
3
3
1
0
0
2
号

）
に

特
段

の
規

定
が

あ
る

場
合

に
は

、
当

該
規

定
が

適
用

さ
れ

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。

末
期

の
悪

性
腫

瘍
等

の
患

者
及

び
急

性
増

悪
等

に
よ

り
一

時
的

に
頻

回
の

訪
問

看
護

が
必

要
で

あ
る

患
者

に
限

る
。

次
に

掲
げ

る
薬

剤
の

薬
剤

料
に

限
る

。
　

・
抗

悪
性

腫
瘍

剤
（

悪
性

新
生

物
に

罹
患

し
て

い
る

患
者

に
対

し
て

投
与

さ
れ

た
場

合
に

限
る

。
）

　
・

疼
痛

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

の
た

め
の

医
療

用
麻

薬
　

・
抗

ウ
イ

ル
ス

剤
（

Ｂ
型

肝
炎

又
は

Ｃ
型

肝
炎

の
効

能
若

し
く

は
効

果
を

有
す

る
も

の
及

び
後

天
性

免
疫

不
全

症
候

群
又

は
Ｈ

Ｉ
Ｖ

感
染

症
の

効
能

若
し

く
は

効
果

を
有

す
る

も
の

に
限

る
。

）

次
に

掲
げ

る
薬

剤
の

薬
剤

料
に

限
る

。
　

・
エ

リ
ス

ロ
ポ

エ
チ

ン
（

人
工

腎
臓

又
は

腹
膜

灌
流

を
受

け
て

い
る

患
者

の
う

ち
腎

性
貧

血
状

態
に

あ
る

も
の

に
投

与
さ

れ
た

場
合

に
限

る
。

）
　

・
ダ

ル
ベ

ポ
エ

チ
ン

（
人

工
腎

臓
又

は
腹

膜
灌

流
を

受
け

て
い

る
患

者
の

う
ち

腎
性

貧
血

状
態

に
あ

る
も

の
に

投
与

さ
れ

た
場

合
に

限
る

。
）

　
・

エ
ポ

エ
チ

ン
ベ

ー
タ

ペ
ゴ

ル
（

人
工

腎
臓

又
は

腹
膜

灌
流

を
受

け
て

い
る

患
者

の
う

ち
腎

性
貧

血
状

態
に

あ
る

も
の

に
投

与
さ

れ
た

場
合

に
限

る
。

）
　

・
Ｈ

Ｉ
Ｆ

－
Ｐ

Ｈ
阻

害
剤

（
人

工
腎

臓
又

は
腹

膜
灌

流
を

受
け

て
い

る
患

者
の

う
ち

腎
性

貧
血

状
態

に
あ

る
も

の
に

対
し

て
投

与
さ

れ
た

場
合

に
限

る
。

）
　

・
疼

痛
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
の

た
め

の
医

療
用

麻
薬

　
・

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ロ
ン

製
剤

（
Ｂ

型
肝

炎
又

は
Ｃ

型
肝

炎
の

効
能

又
は

効
果

を
有

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

・
抗

ウ
イ

ル
ス

剤
（

Ｂ
型

肝
炎

又
は

Ｃ
型

肝
炎

の
効

能
又

は
効

果
を

有
す

る
も

の
及

び
後

天
性

免
疫

不
全

症
候

群
又

は
Ｈ

Ｉ
Ｖ

感
染

症
の

効
能

又
は

効
果

を
有

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

・
血

友
病

の
治

療
に

係
る

血
液

凝
固

因
子

製
剤

及
び

血
液

凝
固

因
子

抗
体

迂
回

活
性

複
合

体

０
５

　
訪

問
看

護
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

療
養

費

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
た

だ
し

、
看

取
り

介
護

加
算

を
算

定
し

て
い

る
場

合
に

は
、

訪
問

看
護

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
療

養
費

２
を

算
定

す
る

）

―
―

―

遠
隔

死
亡

診
断

補
助

加
算
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

※
７

※
８

死
亡

日
か

ら
さ

か
の

ぼ
っ

て
3
0
日

以
内

の
患

者
に

つ
い

て
は

、
当

該
患

者
を

当
該

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
（

看
取

り
介

護
加

算
の

施
設

基
準

に
適

合
し

て
い

る
も

の
に

限
る

。
）

に
お

い
て

看
取

っ
た

場
合

（
在

宅
療

養
支

援
診

療
所

又
は

在
宅

療
養

支
援

病
院

若
し

く
は

当
該

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
の

協
力

医
療

機
関

の
医

師
に

よ
り

行
わ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

限
る

。

※
９

※
1
0

※
1
1

※
1
2

※
1
3

※
1
4

※
1
5

※
1
6

※
1
7

末
期

の
悪

性
腫

瘍
等

の
患

者
、

急
性

増
悪

等
に

よ
り

一
時

的
に

頻
回

の
訪

問
看

護
が

必
要

で
あ

る
患

者
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

出
来

る
者

（
認

知
症

で
な

い
者

に
限

る
。

）

末
期

の
悪

性
腫

瘍
の

患
者

又
は

精
神

科
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

を
算

定
出

来
る

者
（

認
知

症
で

な
い

者
に

限
る

。
）

に
限

る
。

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

訪
問

看
護

療
養

費
を

算
定

し
た

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
看

護
師

等
が

指
定

訪
問

看
護

を
実

施
し

た
場

合
に

限
り

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
以

外
の

患
者

に
お

い
て

は
、

利
用

開
始

後
3
0
日

ま
で

の
間

）
、

算
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

検
査

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

、
処

置
、

手
術

又
は

麻
酔

に
つ

い
て

、
そ

れ
ぞ

れ
、

特
掲

診
療

料
の

施
設

基
準

等
（

平
成

2
0
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

6
3
号

）
別

表
第

1
2
第

１
号

、
第

２
号

、
第

３
号

、
第

４
号

又
は

第
５

号
に

掲
げ

る
も

の
を

除
く

。

認
知

症
患

者
を

除
く

。
（

た
だ

し
、

精
神

科
在

宅
患

者
支

援
管

理
料

を
算

定
す

る
患

者
に

あ
っ

て
は

こ
の

限
り

で
は

な
い

。
）

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

在
宅

患
者

訪
問

診
療

料
、

在
宅

時
医

学
総

合
管

理
料

、
施

設
入

居
時

等
医

学
総

合
管

理
料

又
は

在
宅

が
ん

医
療

総
合

診
療

料
（

以
下

「
在

宅
患

者
訪

問
診

療
料

等
」

と
い

う
。

）
を

算
定

し
た

保
険

医
療

機
関

の
医

師
（

配
置

医
師

を
除

く
。

）
が

診
察

し
た

場
合

に
限

り
、

算
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
以

外
の

患
者

に
お

い
て

は
、

利
用

開
始

後
3
0
日

ま
で

の
間

に
限

る
。

）
。

ま
た

、
保

険
医

療
機

関
の

退
院

日
か

ら
当

該
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

を
開

始
し

た
患

者
に

つ
い

て
は

、
当

該
サ

ー
ビ

ス
利

用
開

始
前

の
在

宅
患

者
訪

問
診

療
料

等
の

算
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
退

院
日

を
除

き
算

定
で

き
る

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
以

外
の

患
者

に
お

い
て

は
、

利
用

開
始

後
3
0
日

ま
で

の
間

に
限

る
。

）
。

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

在
宅

患
者

訪
問

看
護

・
指

導
料

を
算

定
し

た
保

険
医

療
機

関
の

看
護

師
等

が
訪

問
看

護
・

指
導

を
実

施
し

た
場

合
に

限
り

、
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
（

末
期

の
悪

性
腫

瘍
の

患
者

以
外

の
患

者
に

お
い

て
は

、
利

用
開

始
後

3
0
日

ま
で

の
間

に
限

る
。

）
。

末
期

の
悪

性
腫

瘍
の

患
者

で
あ

っ
て

、
当

該
患

者
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

利
用

前
3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

在
宅

患
者

訪
問

看
護

・
指

導
料

を
算

定
し

た
保

険
医

療
機

関
の

看
護

師
等

が
訪

問
看

護
・

指
導

を
実

施
し

た
場

合
に

限
り

、
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

精
神

科
訪

問
看

護
・

指
導

料
を

算
定

し
た

保
険

医
療

機
関

の
看

護
師

等
が

訪
問

看
護

・
指

導
を

実
施

し
た

場
合

に
限

り
、

利
用

開
始

後
3
0
日

ま
で

の
間

、
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

精
神

科
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

を
算

定
し

た
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
の

看
護

師
等

が
指

定
訪

問
看

護
を

実
施

し
た

場
合

に
限

り
、

利
用

開
始

後
3
0
日

ま
で

の
間

、
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

（
別
紙
２

）

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
以

外
の

保
険

医
療

機
関

基 本
×

○

Ｂ
０

０
１

の
６

　
て

ん
か

ん
指

導
料

○

Ｂ
０

０
１

の
７

　
難

病
外

来
指

導
管

理
料

○

Ｂ
０

０
１

の
８

　
皮

膚
科

特
定

疾
患

指
導

管
理

料
○

Ｂ
０

０
１

の
2
0
　

糖
尿

病
合

併
症

管
理

料
×

○

Ｂ
０

０
１

の
1
4
　

高
度

難
聴

指
導

管
理

料
○

Ｂ
０

０
１

の
1
5
　

慢
性

維
持

透
析

患
者

外
来

医
学

管
理

料
○

Ｂ
０

０
１

の
1
6
　

喘
息

治
療

管
理

料
○

区
　

分

ア
.
介

護
医

療
院

に
入

所
中

の
患

者
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

医
療

院
の

療
養

床
に

限
る

。
）

を
受

け
て

い
る

患
者

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

初
・

再
診

料
○

入
院

料
等

×
○

（
Ａ

４
０

０
の

１
 
短

期
滞

在
手

術
等

基
本

料
１

に
限

る
。

）

Ｂ
０

０
１

の
2
2
　

が
ん

性
疼

痛
緩

和
指

導
管

理
料

○

Ｂ
０

０
１

の
2
3
　

が
ん

患
者

指
導

管
理

料
○

Ｂ
０

０
１

の
2
4
　

外
来

緩
和

ケ
ア

管
理

料
○

Ｂ
０

０
１

の
2
5
　

移
植

後
患

者
指

導
管

理
料

○

Ｂ
０

０
１

の
１

　
ウ

イ
ル

ス
疾

患
指

導
料

○

Ｂ
０

０
１

の
２

　
特

定
薬

剤
治

療
管

理
料

○

Ｂ
０

０
１

の
３

　
悪

性
腫

瘍
特

異
物

質
治

療
管

理
料

Ｂ
０

０
１

の
９

　
外

来
栄

養
食

事
指

導
料

○
※

１

Ｂ
０

０
１

の
1
1
　

集
団

栄
養

食
事

指
導

料
○

※
１

Ｂ
０

０
１

の
1
2
　

心
臓

ペ
ー

ス
メ

ー
カ

ー
指

導
管

理
料

○○

-94-



「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
以

外
の

保
険

医
療

機
関

区
　

分

ア
.
介

護
医

療
院

に
入

所
中

の
患

者
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

医
療

院
の

療
養

床
に

限
る

。
）

を
受

け
て

い
る

患
者

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

×
○

×
○

×
○

×
○

×
○

×
○

Ｂ
０

０
１

の
2
7
　

糖
尿

病
透

析
予

防
指

導
管

理
料

×
○

Ｂ
０

０
１

－
２

－
４

　
地

域
連

携
夜

間
・

休
日

診
療

料

Ｂ
０

０
１

－
２

－
５

　
院

内
ト

リ
ア

ー
ジ

実
施

料

Ｂ
０

０
１

－
２

－
６

　
夜

間
休

日
救

急
搬

送
医

学
管

理
料

Ｂ
０

０
１

の
2
6
　

植
込

型
輸

液
ポ

ン
プ

持
続

注
入

療
法

指
導

管
理

料
○

Ｂ
０

０
１

の
3
2
　

一
般

不
妊

治
療

管
理

料

Ｂ
０

０
１

の
3
3
 
 
生

殖
補

助
医

療
管

理
料

Ｂ
０

０
１

の
3
4
　

ハ
　

二
次

性
骨

折
予

防
継

続
管

理
料

３

○ ○ ○

Ｂ
０

０
１

の
3
5
　

ア
レ

ル
ギ

ー
性

鼻
炎

免
疫

療
法

治
療

管
理

料
○

Ｂ
０

０
１

の
3
6
　

下
肢

創
傷

処
置

管
理

料
×

○

Ｂ
０

０
１

－
７

　
リ

ン
パ

浮
腫

指
導

管
理

料
（

注
２

の
場

合
に

限
る

。
）

○

Ｂ
０

０
５

－
６

　
が

ん
治

療
連

携
計

画
策

定
料

○

Ｂ
０

０
５

－
６

－
２

　
が

ん
治

療
連

携
指

導
料

○

Ｂ
０

０
１

－
２

－
８

　
外

来
放

射
線

照
射

診
療

料
○

Ｂ
０

０
１

－
３

　
生

活
習

慣
病

管
理

料
○

（
注

３
に

規
定

す
る

加
算

に
限

る
。

）

Ｂ
０

０
１

－
３

－
２

　
ニ

コ
チ

ン
依

存
症

管
理

料
×

○

Ｂ
０

０
１

－
２

－
1
2
　

外
来

腫
瘍

化
学

療
法

診
療

料
○

Ｂ
０

０
５

－
６

－
３

　
が

ん
治

療
連

携
管

理
料

○

Ｂ
０

０
５

－
７

　
認

知
症

専
門

診
断

管
理

料
○

Ｂ
０

０
５

－
８

　
肝

炎
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ロ

ン
治

療
計

画
料

○

特 掲

医 学 管 理 等
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
以

外
の

保
険

医
療

機
関

区
　

分

ア
.
介

護
医

療
院

に
入

所
中

の
患

者
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

医
療

院
の

療
養

床
に

限
る

。
）

を
受

け
て

い
る

患
者

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

注
１

注
６

注
８

加
算

注
1
0
加

算
 
（

認
知

症
専

門
医

療
機

関
紹

介
加

算
）

注
1
1
加

算
（

認
知

症
専

門
医

療
機

関
連

携
加

算
）

注
1
2
加

算
（

精
神

科
医

連
携

加
算

）
注

1
3
加

算
（

肝
炎

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ロ
ン

治
療

連
携

加
算

）
注

1
4
加

算
（

歯
科

医
療

機
関

連
携

加
算

１
）

注
1
5
加

算
（

歯
科

医
療

機
関

連
携

加
算

２
）

注
1
8
加

算
（

検
査

･
画

像
情

報
提

供
加

算
）

×
○

×
○

×
○

×
○

×
○

×
○

×
○

Ｂ
０

０
９

　
診

療
情

報
提

供
料

（
Ⅰ

）

○

Ｂ
０

０
９

－
２

　
電

子
的

診
療

情
報

評
価

料

Ｂ
０

１
０

－
２

　
診

療
情

報
連

携
共

有
料

Ｂ
０

１
１

－
３

　
薬

剤
情

報
提

供
料

×

Ｂ
０

１
１

　
連

携
強

化
診

療
情

報
提

供
料

○

Ｂ
０

１
２

　
傷

病
手

当
金

意
見

書
交

付
料

○

上
記

以
外

×

特 掲

在 宅 医 療

Ｃ
０

０
０

　
往

診
料

第
２

節
第

２
款

に
掲

げ
る

在
宅

療
養

指
導

管
理

材
料

加
算

○

上
記

以
外

×

検
査

×
○

画
像

診
断

○
（

単
純

撮
影

に
係

る
も

の
を

除
く

。
）

○

投
薬

○
※

２
○

（
専

門
的

な
診

療
に

特
有

の
薬

剤
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

×
○

Ｂ
０

１
１

－
５

　
が

ん
ゲ

ノ
ム

プ
ロ

フ
ァ

イ
リ

ン
グ

評
価

提
供

料

Ｃ
０

１
４

　
外

来
在

宅
共

同
指

導
料

－
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
以

外
の

保
険

医
療

機
関

区
　

分

ア
.
介

護
医

療
院

に
入

所
中

の
患

者
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

医
療

院
の

療
養

床
に

限
る

。
）

を
受

け
て

い
る

患
者

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

×
○

（
同

一
日

に
お

い
て

、
特

別
診

療
費

を
算

定
す

る
場

合
を

除
く

。
）

×
○

×
○

×
○

×
○

特 掲
精 神 科 専 門 療 法

Ｉ
０

０
０

　
精

神
科

電
気

痙
攣

療
法

×
○

Ｉ
０

０
２

　
通

院
・

在
宅

精
神

療
法

×
○

Ｉ
０

０
３

－
２

　
認

知
療

法
・

認
知

行
動

療
法

Ｉ
０

０
０

－
２

　
経

頭
蓋

磁
気

刺
激

療
法

×
○

Ｉ
０

０
７

　
精

神
科

作
業

療
法

×

Ｉ
０

０
８

－
２

　
精

神
科

シ
ョ

ー
ト

・
ケ

ア
（

注
５

の
場

合
を

除
く

。
）

×

○

注
射

○
※

３
○

（
専

門
的

な
診

療
に

特
有

の
薬

剤
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
○

（
Ｈ

０
０

５
視

能
訓

練
及

び
Ｈ

０
０

６
難

病
患

者
リ

ハ
ビ

リ
テ

－
シ

ョ
ン

料
に

限
る

。
）

処
置

○
※

４
○

手
術

特 掲

麻
酔

○

放
射

線
治

療
○

病
理

診
断

○

×
○

Ｉ
０

０
９

　
精

神
科

デ
イ

・
ケ

ア
（

注
６

の
場

合
を

除
く

。
）

×

Ｉ
０

１
５

　
重

度
認

知
症

患
者

デ
イ

・
ケ

ア
料

×

上
記

以
外

×

Ｉ
０

０
６

　
通

院
集

団
精

神
療

法
×

Ｂ
０

０
８

－
２

　
薬

剤
総

合
評

価
調

整
管

理
料

×

Ｂ
０

１
４

　
退

院
時

共
同

指
導

料
１

×
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
以

外
の

保
険

医
療

機
関

区
　

分

ア
.
介

護
医

療
院

に
入

所
中

の
患

者
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

医
療

院
の

療
養

床
に

限
る

。
）

を
受

け
て

い
る

患
者

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

調 剤

退
院

時
共

同
指

導
加

算

※
１

※
２

※
３

※
４

※
５

歯 科
×

創
傷

処
置

（
手

術
日

か
ら

起
算

し
て

十
四

日
以

内
の

患
者

に
対

す
る

も
の

を
除

く
。

）
、

喀
痰

吸
引

、
摘

便
、

酸
素

吸
入

、
酸

素
テ

ン
ト

、
皮

膚
科

軟
膏

処
置

、
膀

胱
洗

浄
、

留
置

カ
テ

ー
テ

ル
設

置
、

導
尿

、
膣

洗
浄

、
眼

処
置

、
耳

処
置

、
耳

管
処

置
、

鼻
処

置
、

口
腔

、
咽

頭
処

置
、

間
接

喉
頭

鏡
下

喉
頭

処
置

、
ネ

ブ
ラ

イ
ザ

、
超

音
波

ネ
ブ

ラ
イ

ザ
、

介
達

牽
引

、
消

炎
鎮

痛
等

処
置

、
鼻

腔
栄

養
及

び
長

期
療

養
患

者
褥

瘡
等

処
置

を
除

く
。

末
期

の
悪

性
腫

瘍
等

の
患

者
及

び
急

性
増

悪
等

に
よ

り
一

時
的

に
頻

回
の

訪
問

看
護

が
必

要
で

あ
る

患
者

に
限

る
。

訪
問

看
護

療
養

費
× ○

※
５

又
は

精
神

科
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

を
算

定
で

き
る

者

次
に

掲
げ

る
薬

剤
の

薬
剤

料
に

限
る

。
　

・
抗

悪
性

腫
瘍

剤
（

悪
性

新
生

物
に

罹
患

し
て

い
る

患
者

に
対

し
て

投
与

さ
れ

た
場

合
に

限
る

。
）

　
・

疼
痛

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

の
た

め
の

医
療

用
麻

薬
　

・
抗

ウ
イ

ル
ス

剤
（

Ｂ
型

肝
炎

又
は

Ｃ
型

肝
炎

の
効

能
若

し
く

は
効

果
を

有
す

る
も

の
及

び
後

天
性

免
疫

不
全

症
候

群
又

は
Ｈ

Ｉ
Ｖ

感
染

症
の

効
能

若
し

く
は

効
果

を
有

す
る

も
の

に
限

る
。

）

次
に

掲
げ

る
薬

剤
の

薬
剤

料
に

限
る

。
　

・
エ

リ
ス

ロ
ポ

エ
チ

ン
（

人
工

腎
臓

又
は

腹
膜

灌
流

を
受

け
て

い
る

患
者

の
う

ち
腎

性
貧

血
状

態
に

あ
る

も
の

に
投

与
さ

れ
た

場
合

に
限

る
。

）
　

・
ダ

ル
ベ

ポ
エ

チ
ン

（
人

工
腎

臓
又

は
腹

膜
灌

流
を

受
け

て
い

る
患

者
の

う
ち

腎
性

貧
血

状
態

に
あ

る
も

の
に

投
与

さ
れ

た
場

合
に

限
る

。
）

　
・

エ
ポ

エ
チ

ン
ベ

ー
タ

ペ
ゴ

ル
（

人
工

腎
臓

又
は

腹
膜

灌
流

を
受

け
て

い
る

患
者

の
う

ち
腎

性
貧

血
状

態
に

あ
る

も
の

に
投

与
さ

れ
た

場
合

に
限

る
。

）
　

・
Ｈ

Ｉ
Ｆ

－
Ｐ

Ｈ
阻

害
剤

（
人

工
腎

臓
又

は
腹

膜
灌

流
を

受
け

て
い

る
患

者
の

う
ち

腎
性

貧
血

状
態

に
あ

る
も

の
に

対
し

て
投

与
さ

れ
た

場
合

に
限

る
。

）
　

・
疼

痛
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
の

た
め

の
医

療
用

麻
薬

　
・

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ロ
ン

製
剤

（
Ｂ

型
肝

炎
又

は
Ｃ

型
肝

炎
の

効
能

又
は

効
果

を
有

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

・
抗

ウ
イ

ル
ス

剤
（

Ｂ
型

肝
炎

又
は

Ｃ
型

肝
炎

の
効

能
又

は
効

果
を

有
す

る
も

の
及

び
後

天
性

免
疫

不
全

症
候

群
又

は
Ｈ

Ｉ
Ｖ

感
染

症
の

効
能

又
は

効
果

を
有

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

・
血

友
病

の
治

療
に

係
る

血
液

凝
固

因
子

製
剤

及
び

血
液

凝
固

因
子

抗
体

迂
回

活
性

複
合

体

Ｃ
０

０
３

　
在

宅
患

者
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
料

×

Ｃ
０

０
７

　
在

宅
患

者
連

携
指

導
料

Ｃ
０

０
８

　
在

宅
患

者
緊

急
時

等
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

料
×

上
記

以
外

○

別
表

第
三

×

介
護

報
酬

に
お

い
て

、
指

定
施

設
サ

ー
ビ

ス
等

に
要

す
る

費
用

の
額

の
算

定
に

関
す

る
基

準
（

平
成

1
2
年

厚
生

省
告

示
第

2
1
号

）
の

別
表

（
指

定
施

設
サ

ー
ビ

ス
等

介
護

給
付

費
単

位
数

表
）

の
４

の
イ

か
ら

ヘ
ま

で
の

注
５

に
掲

げ
る

減
算

を
算

定
し

た
場

合
に

限
る

。
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